
                              
厚生労働省 

高等学校新学習指導要領対応 

「主体的・対話的で深い学び」実現のための  高校生向け社会保障教育指導者用マニュアル 
人生 100年時代の社会保障を考える 





  
社会保障とは何でしょうか。その本質をわかりやすい⼀⾔でいえば「⽀え合い」、

もう少し詳しくいえば「個⼈や家族の⼒だけでは備えることに限界がある⽣活上の

リスクに対して、何世代にもわたる社会全体で⽀え合って備える仕組み」です。  

この本質を理解することが、社会保障について考える出発点となります。 

 

さて、令和４年４⽉から⾼等学校の新学習指導要領が年次進⾏で実施されます。

新学習指導要領では、公⺠科の新科⽬「公共」において、「少⼦⾼齢社会における社

会保障の充実・安定化」を取り扱う旨が記載されています。もちろん、安⼼して安

定した⽣活を送るためには、社会保障制度を活⽤するための知識が必要不可⽋です。

しかし、学習指導要領改訂のねらいの１つとされている、「⽣徒が未来社会を切り拓

くための資質・能⼒を⼀層確実に育成する」ためには、単なる制度についての知識

を教えるだけではなく、社会保障の本質を理解したうえで、社会保障制度の課題と

向き合い、その解決⽅法を主権者として皆で模索していく⼒を育成する必要がある

のではないでしょうか。 

 

このような観点から、このたび、厚⽣労働省において社会保障教育モデル授業等

に関する検討会を開催し、⾼等学校の教員の⽅々のご意⾒もうかがいながら、モデ

ル授業の指導案・副教材・ワークシート等を作成しました。これらをご活⽤いただ

くことによって、公⺠科の「⾃⽴した主体としてよりよい社会の形成に参画する私

たち」の授業等において、 

・ 社会保険の仕組みや社会保障と財政などを含む社会保障総論と、 

・ おおむね20 歳から保険料を⽀払うこととなる公的年⾦保険や 

乳幼児期から⾼齢期まで⼀⽣涯の医療を⽀える公的医療保険という 

社会保障各論 

の両⽅を題材とし、課題解決的な学習の過程を展開しながら、社会保障について教

えていただくことができます。 

 

このマニュアルが、全国の⾼等学校における社会保障に関する教育の⼀助となれ

ば幸いです。 

 

令和４年３⽉ 厚⽣労働省政策統括官（総合政策担当） 
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は、家族・家庭の⽣活を⽀える社会的⽀援についての理解や、社会保障制度と関連
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の知識が必要不可⽋です。しかし、学習指導要領改訂のねらいの１つとされている、

「⽣徒が未来社会を切り拓くための資質・能⼒を⼀層確実に育成する」ためには、
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で、社会保障制度の課題と向き合い、その解決⽅法を主権者として皆で模索してい

く⼒を育成する必要があるのではないでしょうか。 
 

このような観点から、このたび、厚⽣労働省において社会保障教育モデル授業等

に関する検討会を開催し、⾼等学校の教員の⽅々のご意⾒もうかがいながら、モデ

ル授業の指導案・副教材・ワークシート等を作成しました。これらをご活⽤いただ

くことによって、公⺠科の「⾃⽴した主体としてよりよい社会の形成に参画する私

たち」の授業等において、 

・ 社会保険の仕組みや社会保障と財政などを含む社会保障総論と、 

・ おおむね20 歳から保険料を⽀払うこととなる公的年⾦保険や 

乳幼児期から⾼齢期まで⼀⽣涯の医療を⽀える公的医療保険という 

社会保障各論 

の両⽅を題材とし、課題解決的な学習の過程を展開しながら、社会保障について教

えていただくことができます。 
 

このマニュアルが、全国の⾼等学校等における社会保障に関する教育の⼀助とな

れば幸いです。 
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社会保障制度については、世界でも様々な考え⽅があり、国によってその制度の内容が異なるように、唯

⼀の正解があるわけではありません。授業においては、⽣徒に⾃由に議論・発表させ、主体的に考えさせる

ことに重点をおき、指導者も⼀緒に考えを深めていくような姿勢で学習を進めていただくことが望ましいと

考えています。 

また、副教材等においては、議論の前提として特定のライフコースを⽰している箇所がありますが、これは

あくまで具体的な議論を進めるための１つの材料として⽰しているものです。 

そのため、授業の冒頭等で、この授業が指導者の考え⽅や特定のライフコースのみを推奨する趣旨ではな

い旨を分かりやすく補⾜するなど、⽣徒を取り巻く環境や将来に対する考え⽅等の多様性へのご配慮をお願

いします。   
本マニュアルの特徴と活⽤⽅法 

（⽣徒⽤） 

・⽣徒への配布教材として、ワークシートや副教材等があります。 

・考えを順に深めるための発問と、グラフやイラストを多く盛り込
んだ副教材により、⾃分ごととして社会保障を学び、その課題を
考察できる内容となっています。 

（指導者⽤） 

・指導者⽤の⼿引きとして、それぞれのモデル授業全体の指導上の留意点を

盛り込んだ指導案があります。 

※ 各資料は巻末に記載された厚⽣労働省ウェブページよりPDF形式及び編集可能な形式でダウンロードできます。

 なお、回答例の⼊っていない⽣徒配布⽤ワークシートは本マニュアルには収録していないため、厚⽣労働省ウェブ

ページからダウンロードしてご使⽤ください。 

・⾼等学校公⺠科の科⽬「公共」は、現代社会の諸課題の解決に向けて、事実を基に多⾯的・多⾓的

に考察し、公正に判断する⼒や、合意形成や社会参画を視野に⼊れながら構想したことを議論する⼒

等の育成を⽬指しています。 

・社会保障の充実・安定化についても、考察の対象となる事柄や課題の⼀つとして規定されています。

・そこで、本マニュアルには、⾼校⽣が 

社会保障の意義や仕組みを理解し、必要な制度を活⽤できるようにするとともに、 

変化する社会における社会保障について当事者意識をもてるよう、 

学習の題材として主に「公的年⾦保険」⼜は「公的医療保険」を扱うモデル授業（50 分×２コマ）

をそれぞれ２種類、計４つ収録しています。 

授業において社会保障制度を取り扱う場合の留意事項 

P.001



                                       
⽬ 的 別 利 ⽤ ガ イ ド 

➡ モデル授業【年⾦①】導⼊部の 

「社会保障について考えてみよう」へ 

社会保障総論、社会保険の仕組みについて

教えたい 

➡ モデル授業の【年⾦①】へ 公的年⾦保険について、 

基礎的内容を教えたい 

➡ モデル授業の【年⾦②】へ ⽣徒が公的年⾦保険を⾝近に感じられる

よう、体験型で教えたい 

➡ モデル授業の【医療②】へ 公的医療保険について、 

発展的内容を含めて教えたい 

➡ モデル授業の【年⾦①】と【医療①】 
の１時間⽬へ 

授業２コマ内で、公的年⾦保険と 
公的医療保険の両⽅を教えたい 

※ 社会保障の全体像や理念を伝える「社会保障について考えてみよう」は、 

年⾦②に⼊る前の導⼊やまとめとして活⽤できます。 

（他のモデル授業は導⼊部として構成しています。） 

各モデル授業は、そのまま２コマ分の授業としてご活⽤いただくこともできますが、全体の授業

の流れや⽣徒の関⼼等に応じて⼀部を抜き出してご活⽤いただくことも可能です。 

ただし、社会保障に関する授業の実施に際しては、個別の制度について深く学習するだけではな

く、ぜひ社会保障全体についても取り扱っていただくようお願いいたします。 

●「公共」における２時間続きの学習を想定した授業です。 

●その他、以下のような使い⽅も考えられます。 

※ なお、学習内容によっては、家庭科等他教科においても活⽤できるものがあります。学習指

導要領においては、現代的な諸課題に対応して求められる資質・能⼒を教科等横断的な視点で

育成していくことができるよう、各学校の特⾊を⽣かした教育課程を編成することが求められ

ていることを踏まえ、本教材の活⽤を幅広くご検討ください。 

➡ モデル授業の【医療①】へ 公的医療保険について、 

基礎的内容を教えたい 
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○モデル授業⼀覧、留意事項 

・モデル授業⼀覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.004 

・モデル授業を活⽤し、「公共」の授業を実施するに当たっての留意事項・・・P.005 

 

 

 ○各モデル授業の指導案、指導者⽤ワークシート、副教材等 

・公的年⾦保険を題材としたモデル授業① 【年⾦①】 ・・・・・・・・・・P.006 

・公的年⾦保険を題材としたモデル授業② 【年⾦②】 ・・・・・・・・・・P.031 

・公的医療保険を題材としたモデル授業① 【医療①】 ・・・・・・・・・・P.054 

・公的医療保険を題材としたモデル授業② 【医療②】 ・・・・・・・・・・P.075 

  ・参考資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.099 

 

 

○評価規準例（公共、家庭基礎、家庭総合） ・・・・・・・・・・・・・・・P.108 

○協⼒者⼀覧、本マニュアル掲載資料・⽣徒⽤ワークシート等のインターネット掲載先 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.112   
⽬ 次 

※「P.000」は本マニュアル全体のページ番号、「p.00」は各資料の個別のページ番号を⽰しています。 
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       モデル授業は、公⺠科「公共」において使⽤することを想定した内容となっています。 

         （学習内容や資料の⼀部は、家庭科等関連する教科等での使⽤も可能です。）  
モデル

授業 
コマ 学 習 内 容 

年 

⾦ 

① 

１時間⽬ 

社会保障について考えてみよう 

公的年⾦保険の意義 

公的年⾦保険の仕組みと必要性 

２時間⽬ 

少⼦⾼齢社会における公的年⾦保険 

⼈⽣100 年時代のリスク 

年 

⾦ 

② 

１時間⽬ 

年⾦をどうするのか︖政策を選んでみよう︕ 

⾼齢者の⽣活を⽀える仕組みを考える①② 

⾼齢者の⽣活を⽀えるためにはどのような⼯夫が必要なのか︖ 

 サクラ国の危機 

２時間⽬ 

サクラ国の未来を考えるプロジェクト 

  似たような国はないのか︖ 

 サクラ国の未来を考えるプロジェクト 

⽇本の若者にメッセージを送る 

医 

療 

① 
１時間⽬ 

社会保障について考えてみよう     ※年⾦①と同じ内容 

公的医療保険の仕組み 

医療機関を受診したときの医療費 

国⺠皆保険制度の必要性 

２時間⽬ 

⽇本の公的医療保険の課題 

⽇本の公的医療保険の課題に対して私たちができること 

公的医療保険を維持するために社会としてできること 

医 

療 

② 

１時間⽬ 

社会保障について考えてみよう     ※年⾦①と同じ内容 

公的医療保険の仕組み         ※医療①と同じ内容 

医療機関を受診したときの医療費    ※医療①と同じ内容 

国⺠皆保険制度の必要性①（公的医療保険と⺠間医療保険との違いから考える） 

２時間⽬ 

国⺠皆保険制度の必要性②             

⽇本の公的医療保険の課題       ※医療①と同じ内容 

⽇本の公的医療保険の課題への対応を考える（⾼額な医療への対応） 

⽇本の公的医療保険の課題への対応を考える 

（医療費負担軽減へのインセンティブ付け）    
モデル授業⼀覧 

P.004



 
 

本モデル授業は、「公共」における⼤項⽬「Ｂ ⾃⽴した主体としてよりよい社会の形成に参画する私たち （主

として経済に関わる事項）」の内容を取り扱うものです。 

⼤項⽬Ｂにおいては、現実社会の諸課題に関わる具体的な主題を設定し、これを基に⽣徒の学習意欲を⾼める具

体的な問いを⽴て、豊富な資料の中からその解決に必要となる情報を収集し、読み取り解釈した上で、解決に向け

て考察したり構想したりすることができるよう指導することとされています。 

本モデル授業は、内容Ｂのア（ｳ）に⽰された現実社会の事柄や課題の⼀つである、「財政及び租税の役割、少⼦

⾼齢社会における社会保障の充実・安定化」についての学習活動の⼀例を⽰したものとなります。 

単元の⽬標 

 
  ⾃⽴した主体としてよりよい社会の形成に参画することに向けて、現実社会の諸課題に関わる具体的

な主題を設定し、幸福、正義、公正などに着⽬して、他者と協働して主題を追究したり解決したりする

活動を通して、次の事項を⾝に付けることができるようにする。  

・職業選択、雇⽤と労働問題、財政及び租税の役割、少⼦⾼齢社会における社会保障の充実・安定化、

市場経済の機能と限界、⾦融の働き、経済のグローバル化と相互依存関係の深まり(国際社会における

貧困や格差の問題を含む。)などに関わる現実社会の事柄や課題を基に、公正かつ⾃由な経済活動を⾏

うことを通して資源の効率的な配分が図られること、市場経済システムを機能させたり国⺠福祉の向

上に寄与したりする役割を政府などが担っていること及びより活発な経済活動と個⼈の尊重を共に

成り⽴たせることが必要であることについて理解する。  

・現実社会の諸課題に関わる諸資料から、⾃⽴した主体として活動するために必要な情報を適切かつ効

果的に収集し、読み取り、まとめる。 

・幸福、正義、公正などに着⽬して、法、政治及び経済などの側⾯を関連させ、⾃⽴した主体として解

決が求められる具体的な主題を設定し、合意形成や社会参画を視野に⼊れながら、その主題の解決に

向けて事実を基に協働して考察したり構想したりしたことを、論拠をもって表現する。 

・よりよい社会の実現を視野に、現代の諸課題を主体的に解決しようとする。 

「公共」の授業においては、学習の深い理解に向かう「問い」を⽴てて展開することとなっているため、

ここでは単元の問いの⼀つとして、「少⼦⾼齢化における社会保障の充実・安定化に向け、政府の役割とし

て考えられることは何か。」を設定し、各次の問いとして、「持続可能な社会保障の在り⽅はどうあるべき

か。」を設定しています。 
 

＜構造＞ 

単元⽬標 

 

 

 

単元の問い 

 

 

 

 

  
モデル授業を活⽤し、「公共」の授業を実施するに当たっての留意事項 

各次の問い 

経済にかかわる事項 
○○○○… 
少⼦⾼齢社会における社会保障の充実・安定化に向け、

政府の役割として考えられることは何か。 
△△△△･･･ 

持続可能な社会保障の在り⽅はどうあるべきか。

□□□□･･･ 

○○○○○･･･ 

●●●●●･･･ 

P.005



 
                        

〇公的年金保険を題材としたモデル授業①指導案  
〇指導者用ワークシート  
〇副教材   公的年金保険を題材とした 

モデル授業① 
【年金①】 

P.006



 

1 

 

年⾦①｜指導案 

公的年⾦保険を題材としたモデル授業①指導案 

 

○授業の⽬標 

・⼈⽣には様々なリスクが潜んでいること、社会保障がリスクに対して国⺠全体で⽀え合う制度である

ことを理解する。 

・各⾃が必要と考える社会保障制度について考察し、⾃らの意⾒を、論拠をもって表現する。 

 

【１時間⽬】 

 
学習内容 学習活動 

指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

【問い】持続可能な社会保障の在り⽅はどうあるべきか。 

１ 社会保障について考えてみよう 

導

⼊ 

 

(1)わたし

たちの⽣活

と社会保障

制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発問これからの⼈⽣で起こる

かもしれない困難な出来事

にはどのようなものがある

でしょうか︖【ワーク１】 

○これからの⻑い⼈⽣のなか

で直⾯するかもしれない困

難な出来事についてワーク

シートに記⼊する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○副教材 p.３「わたしたちの

⽣活と社会保障制度」を⾒

て、社会保障制度の全体像

 

 

 

 

○卒業後の直近の⼈⽣だけではなく、⾼齢期も含

めて考えられるよう、アドバイスする。 

 

※困難な出来事については、主なもの（病気・ケ

ガ、⻑⽣きによる収⼊減少、（⾃分が）介護（を

必要とする状態になること）、失業、貧困）をあ

らかじめ提⽰し、⾃分にとってより困ると思う順

番を付けさせるなどといった⽅法により、望んで

いなくても誰でもこのような出来事が起こりうる

ことを確認させてもよい。このとき、「⻑⽣きに

よる収⼊減少」については、⻑⽣きすること⾃体

は望ましいことであっても、⻑⽣きすることによ

って必要となる⽣活費等を事前に予測することが

できず、経済的に困る可能性があることを補⾜す

る。 

 

○⼈⽣の中で起こりうる困難な出来事とそれに対

応する社会保障制度の全体像を説明する。 

・私たちの安定した⽣活に⽋かせない社会保障制

15
分 

P.007



 

2 

 

年⾦①｜指導案 

 
学習内容 学習活動 

指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を確認するとともに、【ワー

ク１】で記⼊した様々な困

難な出来事への対応⽅法と

して使えそうな制度につい

てワークシートにメモをす

る。 

 

 

 

 

 

 

○副教材 p.４〜５「社会保険

とは︖」「⽇本の社会保険制

度」を参考に、社会保険の

仕組みと意義を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

発問社会保険がなかったら私

たちの⽣活はどうなるでし

ょうか︖【ワーク２】 

○社会保険がなかったら⾃分

たちの⽣活、⼈⽣がどのよ

うになるのか考察し、グル

ープで議論する。 

 

 

度。⽇々の「安⼼」の確保や⽣活の「安定」を

図るための制度であり、⼀⽣を通じて私たちの

⽣活を⽀える役割を担っている。 

・⽇本の社会保障制度には、社会保険（◇医療・

年⾦・介護等）に加え、社会福祉（☆児童⼿

当、障害福祉サービス等）、公的扶助（○⽣活保

護等）、公衆衛⽣（□感染症対策・保健事業等）

がある。 

（○ワークシートに記⼊した困難な出来事とその

対応⽅法として使えると考えられる制度について

発表させる。） 

 

○社会保険がない場合とある場合を⽐較しつつ、

社会保険の仕組みと意義を説明する。併せて、 

⽇本の具体的な社会保険制度について説明する。 

・社会保険は、私たちの⽇常⽣活のリスクを分か

ち合うため、法律で対象者を定め加⼊を義務づ

けている。保険料の⾦額は原則、賃⾦などの拠

出能⼒に応じて決まる。（必要な保険料拠出をし

ていないと必要な時にサービスを受けることが

できない。低所得者には保険料の減免を実施。） 

 

 

 

 

 

○グループでの議論の結果をワークシートに記⼊

させる。（いくつかのグループを指名して発表さ

せる。） 

※具体的にイメージすることが難しい場合は、「年

⾦保険がなかったら」などのように具体的な制度

を１つ挙げて考えさせてもよい。 

 

P.008



 

3 

 

年⾦①｜指導案 

 
学習内容 学習活動 

指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

(2)社会保

障を⽀える

財政 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○副教材 p.６〜８「社会保障

給付費の推移」「社会保障の

給付と負担の現状」「ライフ

サイクルでみた社会保障の

給付と負担のイメージ」を

⾒て、気付いたことを発表

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○発表を整理して板書する。 

・国⺠１⼈当たりの社会保障制度利⽤にかかる費

⽤（社会保障給付費）は年々増え続けている。 

・社会保障給付費の６割は保険料で賄われている

が、税⾦も使われている。 

・⼀⽣の中で主に給付を受ける時期と、逆に主に

負担する時期がある。 

※現在、給付は⾼齢期中⼼、負担は成⼈期中⼼と

いうこれまでの社会保障の構造を⾒直し、切れ⽬

なく全ての世代を対象とするとともに、全ての世

代が能⼒に応じて負担し、公平に⽀え合う「全世

代型社会保障」への改⾰が⾏われていることを補

⾜してもよい。 

※参考資料「政策分野別社会⽀出の国際⽐較」を

参考に、⽇本における⾼齢者に対する社会⽀出

は、国際的に⾒ると、⾼齢化率の⾼さ

（28.4％）の割にはそれほど多くないことを補

⾜してもよい。 

 ・⾼齢者への⽀出の対 GDP ⽐は、スウェーデン

（⾼齢化率 20.0％）やドイツ（⾼齢化率

21.4％）と同じくらいで、フランス

（19.7％）より低い。 

 

※副教材 p.８「ライフサイクルでみた社会保障の

給付と負担のイメージ」の説明の参考などとし

て、p.９「社会保障制度を⽀える主な「職業」」

を⽰し、保険料・税⾦を払う以外にも職業として

社会保障制度を⽀えることもできること、社会保

障制度には雇⽤を創出して経済を⽀える機能もあ

ることを説明してもよい。このとき、⾝近な⼈が

就いている職業や、将来やってみたい職業などに

○をつけさせてもよい。 

 

P.009



 

4 

 

年⾦①｜指導案 

 
学習内容 学習活動 

指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

２ 公的年⾦保険について考えてみよう 

展

開

① 

 

(1)公的年

⾦保険の意

義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発問【クイズ１】 

○読み上げられた選択肢の正

しいと思うものに⼿を上げ

る。３問⽬について、なぜ

その答えが正しいと思うの

か、発表する。 

 

○【ワーク３】の四⾓に当て

はまる⽤語を埋めつつ、公

的年⾦保険には３つの種類

があることを理解・把握す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○副教材 p.11〜12「年⾦制度

の設計の考え⽅」「公的年⾦

保険とライフコース」を参

考に、年⾦制度の全体像を

理解・把握する。 

 

※展開①の冒頭で、【ワーク９】の発問を投げか

け、その時点での個⼈の考え⽅を発表させたり、

ワークシートにメモさせたりしてもよい。 

 

 

○１問ずつ、クラス全体に問いかけ、解説する。

３問⽬については、そのように考えた理由を何⼈

かに発表させてから解説する。 

 

 

 

○四⾓に当てはまる⽤語を板書し、それぞれの年

⾦について解説する。 

・「年⾦」というと「⽼齢年⾦」がイメージされ、

⾼齢者のものとイメージされがちだが、実際に

は全ての世代が遭遇する可能性のある収⼊減少

のリスクにも対応しており、全世代の安⼼のた

めの制度である。 

・公的年⾦保険は、予測できない将来のリスクに

備えるもの。公的年⾦保険には、「⽼齢になっ

た」「障害を負った」「⼀家の⼤⿊柱が亡くなっ

た」という予測できない３つの収⼊減少のリスク

に対応するため、「⽼齢年⾦」「障害年⾦」「遺族

年⾦」が⽤意されている。 

 

○選択する⼈⽣の在り⽅に応じて加⼊する年⾦が

異なることを説明する。 

・⽇本の年⾦制度は３階構造であり、働き⽅・暮

らし⽅によって加⼊する年⾦が異なる。 

・転職や退職等によって⽴場が変わった場合に

は、加⼊する年⾦が変わることがある。 

15
分 

P.010



 

5 

 

年⾦①｜指導案 

 
学習内容 学習活動 

指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発問⾃分は 20 歳になったらど

の年⾦に⼊っていると思い

ますか︖【ワーク４】 

○副教材 p.12「公的年⾦保険

とライフコース」を⾒なが

ら、⾃分の⼈⽣設計を踏ま

えると 20 歳になったらどの

年⾦に加⼊していることに

なるのか考える。 

・⾼齢期には、国⺠年⾦のみに加⼊していた場合

には基礎年⾦のみ、厚⽣年⾦に加⼊していた時期

がある場合には基礎年⾦に加えて厚⽣年⾦を受け

取ることになる。 

・（卒後就職予定の⽣徒向け）20 歳以前から会社

員や公務員として就職している場合には、就職時

から厚⽣年⾦に加⼊することになる。 

・（卒後進学予定の⽣徒向け）申請することで在学

中の保険料が猶予される学⽣納付特例制度があ

る。申請せずに保険料を⽀払わないと、20 歳以

上で障害を負った場合に障害年⾦を受け取ること

ができない等の不利益がある。なお、10 年以内

に猶予した分の保険料を⽀払わないと、将来の年

⾦額が少なくなる。 

 ※コラム「公的年⾦保険に加⼊するには」、「年

⾦保険料の⽀払い⽅」及び「学⽣納付特例制

度」も参考に、制度の詳細について説明しても

よい。 

 

 

 

 

○⽣徒各⾃の考えをワークシートに記⼊させる。 

 

 

※記⼊した回答や、その後の⾃分の⼈⽣設計（⼤

学等卒業後の進路等）を踏まえて、⾼齢期に受け

とる年⾦が基礎年⾦だけなのか、厚⽣年⾦も受け

とることができるのか等について併せて考えさせ

てもよい。 

展

開

② 

 

(2)公的年

⾦保険の仕

組みと必要

性 

発問【クイズ２】 

○読み上げられた選択肢の正

しいと思うものに⼿を上げ

る。 

 

 

○１問ずつ、クラス全体に問いかけ、解説する。 

 

 

 

15
分 

P.011
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年⾦①｜指導案 

 
学習内容 学習活動 

指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

○副教材 p.13「公的年⾦保険

は、「仕送り」を社会化した

もの」を参考に、⽇本の公

的年⾦保険の仕組みについ

て理解・把握する。 

 

 

○【ワーク５】の四⾓に当て

はまる⽤語を埋めつつ、２

つの財政⽅式の違いを確認

したうえで、⽇本の公的年

⾦保険の財政⽅式を理解・

把握する。 

 

○⽇本の公的年⾦保険が仕送りを社会化したもの

であることを説明する。 

・公的年⾦保険は 20 歳以上 60 歳未満の国⺠が⽀

払った保険料などを原資として、⾼齢者をはじ

めとしたリスクに直⾯した⽅への給付に充てら

れている。 

 

○四⾓に当てはまる⽤語を板書し、２つの財政⽅

式の違いと⽇本の公的年⾦保険が選択している

財政⽅式を説明する。 

・物価変動のリスクや⻑⽣きに伴うリスクに対応

するため、公的年⾦保険は積⽴⽅式ではなく賦

課⽅式が適当。 

・賦課⽅式を採⽤することで、個⼈の貯蓄では対

応することが困難な物価変動のリスクにも対

応。 

・ただし、年⾦給付の財源が現役世代（概ね 20 歳

以上 60 歳未満）からの保険料が主なものとなる

賦課⽅式については、このまま少⼦⾼齢化が進

むことで、年⾦の給付に必要な額を現役世代か

らの保険料収⼊だけでは賄えなくなる可能性が

ある。そこで、現在の⽇本の公的年⾦保険で

は、⼀定の「年⾦積⽴⾦」を保有し、それを活

⽤することで少⼦⾼齢化の影響を軽減するとい

う、賦課⽅式のデメリットを積⽴⽅式で補う⽅

式を採⽤している。 

ま

と

め 

 

本時のまと

め 

○ワークシートに本時で学ん

だことを記⼊する。 

○社会保障制度の全体像と年⾦制度を知っておく

ことの意義を強調する。 

・⼈⽣には様々な「リスク」が伴うが、年⾦をは

じめとした社会保障は社会全体の⽀え合い（共

助）の制度である。 

・今後それぞれの道に応じて公的年⾦保険に加⼊

し、保険料を納める⽴場になっていくため、その

制度の仕組みや意義について多⾯的・多⾓的に理

解することが必要。 

5
分 

P.012
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年⾦①｜指導案 

 

【その他活⽤可能な教材等】 

（導⼊） 

・外部講師の活⽤ 

←年の近い卒業⽣（出産、⼦育て、医療、介護で社会保障制度を利⽤した体験を聞く。）、⽼齢年⾦受

給世代等（年⾦についてどう考えるか聞く。）、各国の⼤使館（各国の社会保障制度について聞く。）

へのインタビューを⾏う。年⾦制度について⽇本年⾦機構によるセミナー等を聞く。 

※外部講師の活⽤の際はオンライン会議を積極的に活⽤。 

 

・映画の視聴 

←｢家族を想うとき｣等社会保障全般を題材に扱った映画を視聴し、社会保障が⾃分たちの⽣活に果た

している役割について議論する。 

 

（展開②） 

・副教材「私と年⾦」エッセイ  P.100〜 

←エッセイを読んで、年⾦が果たしている役割について議論する。 

 ※⽇本年⾦機構ウェブサイト 「わたしと年⾦」エッセイ 

  https://www.nenkin.go.jp/info/torikumi/nenkingekkan/nenkin-essay/20161117.html            
（参考資料）政策分野別社会⽀出の国際⽐較  P.103 

 ※⾼齢⽀出には、⽼齢年⾦保険及び介護サービス（⽇本では介護保険）の給付費が含まれるが、医療

保険の給付費は保健⽀出に含まれていることに注意が必要。 

 

 

 

【コラム】  P.104 

〇公的年⾦保険に加⼊するには   

〇年⾦保険料の⽀払い⽅ 

〇学⽣納付特例制度 

 

【その他参考となる資料】  P.107 

○厚⽣労働省ウェブページ 「年⾦広報」 

○厚⽣労働省ウェブページ 「わたしとみんなの年⾦ポータル」  

P.013
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年⾦①｜指導案 

【２時間⽬】 

 
学習内容 学習活動 

指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

導

⼊ 

(3)少⼦⾼齢

社会における

公的年⾦保険 

○副教材 p.15 の「⼈⼝ピラミッド

の推移」を⾒て、気付いたことを

発⾔する。 

 

 

 

発問少⼦⾼齢社会が公的年⾦保険

に与える影響にはどのようなもの

が考えられますか︖【ワーク６】 

○少⼦⾼齢化が進むと、公的年⾦

保険にどのような影響があるの

か、グループで議論する。 

 

 

 

 

 

 

 

○副教材 p.16「現在の公的年⾦保

険について」を参考に、少⼦⾼齢

社会に公的年⾦保険はどのように

対応しているか確認する。 

 

○発⾔を整理して板書する。 

・年少⼈⼝が減って⾼齢⼈⼝が増えてい

る。 

・１番⼈数が多い年齢がどんどん⾼くなっ

ている。 

 

 

 

 

○グループでの議論の結果をワークシート

に記⼊させ、いくつかのグループを指名

して発表させる。 

・保険料を⽀払う現役世代の⼈⼝（⽣産年

齢⼈⼝）が減少する⼀⽅で、⾼齢者が増

加し、年⾦受給者が増えることを把握

し、持続可能な公的年⾦保険を実現する

ために、国⺠全体の問題として考える必

要がある。 

 

○マクロ経済スライドによる調整の仕組み

を説明する。 

・少⼦⾼齢化に対応するため、年⾦財政

は、保険料負担の上限を固定した上で、

積⽴⾦の運⽤収⼊や取り崩しを⾏い、マ

クロ経済スライドによる年⾦額の給付⽔

準の調整により、持続可能な仕組みとな

っている。 

展

開

① 

 

(4)⼈⽣ 100

年時代のリス

ク 

①⾼齢期の⽣

活にどう備え

るか 

発問⼈⽣ 100 年時代といわれるな

かで、誰もが⻑⽣きする可能性

があります。⾼齢期はどのよう

に暮らしたいですか︖【ワーク

７】 

 

 

 

 

 

10
分 

15
分 

P.014
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年⾦①｜指導案 

 
学習内容 学習活動 

指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

 ○副教材ｐ.17「平均寿命の推移と

将来推計」、ｐ.18「統計で⾒た

平均的なライフサイクル」も参

考に、何歳までどのように働き

たいか、仕事以外の⽣活はどう

したいか、仕事を辞めた後はど

うしたいか等について考え、ワ

ークシートに記⼊する。 

○⽣徒各⾃の考えをワークシートに記⼊さ

せる。 

 

※議論の参考として、定年制等に関する⾼

齢者の就業機会の確保のための最近の動

きを説明してもよい。（コラム「⾼齢者

の就業機会の確保」参照。） 

展

開

② 

 

(4)⼈⽣ 100

年時代のリス

ク 

②⽼齢年⾦の

役割 

発問あなたがイメージした⾼齢期

の⽣活費はどのように賄ってい

けばよいでしょうか︖【ワーク

８】 

○【ワーク７】で考えたことにつ

いてグループで共有した上で、

⽼後の⽣活費の賄い⽅にどのよ

うな⽅法があるかグループで議

論する。 

 

○年⾦制度には、⼈⽣設計に応じ

た様々な活⽤⽅法があることを

確認する。 

 

 

発問少⼦⾼齢化が進むなかで、み

んなが⻑⽣きに伴うリスクに備

えるためにはどうすればよいで

しょうか︖みんなで税⾦や社会

保険料を⽀払うことで主に政府

が対応するべきでしょうか

（Ａ）、それとも税⾦や社会保険

料を⽀払うのではなく、家族の

間で助け合ったり個⼈で努⼒し

たりするなど、主に家族や個⼈

が対応するべきでしょうか

（Ｂ）。【ワーク９】 

 

 

 

 

○グループでの議論の結果をワークシート

に記⼊させる。（【ワーク９】とまとめて

議論させてもよい。） 

 

 

 

○議論の参考として、繰り下げ受給や私的

年⾦（企業年⾦、iDeCo 等）などの活⽤

について説明する。(コラム「年⾦の繰

り下げ受給」、「企業年⾦」及び「個⼈型

確定拠出年⾦（iDeCo）」参照。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20
分 

P.015



 

10 

 

年⾦①｜指導案 

 
学習内容 学習活動 

指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

○少⼦⾼齢化が進んでいることを

踏まえ、今後もみんなが⻑⽣き

に伴うリスクに備える⽅法につ

いて、そのように考える理由も

含めて議論する。 

 

 

○グループでの議論の結果をワークシート

に記⼊させ、ワーク８の議論の結果と併

せて発表させる。 

※「⻑⽣きに伴うリスク」については、⻑

⽣きすること⾃体は望ましいことであっ

ても、⻑⽣きすることによって必要とな

る⽣活費等を事前に予測することができ

ず、経済的に困る可能性があることを補

⾜する。 

 

※Ａ、Ｂ以外の第三の考え⽅について議論

してもよい旨を補⾜してもよい。 

 

※政府が中⼼に対応する場合はその対応に

必要な税⾦や社会保険料をみんなで確実

に⽀払う必要があること、家族や個⼈が

中⼼に対応する場合は想定外に⻑⽣きし

てしまうと家族や個⼈では対応しきれな

い場合もありうることについて補⾜して

もよい。 

ま

と

め 

 

２時間の授業

のまとめ 

○ワークシートにこの２時間の授

業で学んだことを記⼊する。 

 

 

○この２時間の授業で学んだことを確認さ

せ、この２時間の授業の内容を多⾯的・

多⾓的に学ぶ意義を強調する。 

・⾃⾝のライフプランの設計において、⽼

齢年⾦が活⽤可能であること。 

・公的年⾦保険を維持するためには、公的

年⾦保険の意義や仕組みを理解し、少⼦

⾼齢社会における公的年⾦保険の課題に

ついて考える必要があること。 

 

※１時間⽬の展開①で【ワーク９】の発問

を投げかけた場合は、この２時間の授業

によって考え⽅が変わったかどうか、考

えが深まったかどうかという点について

記⼊させてもよい。 

5
分 

P.016



 

11 

 

年⾦①｜指導案 

【その他活⽤可能な教材】 

 

（展開①） 

内閣府「令和３（2021）年版⾼齢社会⽩書」 

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html 

    

 

 

 

 

令和２年度 ⾼齢化の状況及び⾼齢社会対策の実施状況 

第２節 ⾼齢期の暮らしの動向 

１ 就業・所得 

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2021/zenbun/pdf/1s2s_01.pdf 

    

 

 

 

 

２ 健康・福祉 

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2021/zenbun/pdf/1s2s_02.pdf 

    

 

 

 

←「⾼齢期」の⽣活といっても、何歳までどのように⽣きたいか（will）、どのように⽣きられるか

（can）ということが異なることに気付く。 

 

 

（展開②） 

・副教材「年⾦制度の仕組み」  P.102 

 

 

 

【コラム】   P.104 

〇⾼齢者の就業機会の確保 

〇年⾦の繰下げ受給 

〇企業年⾦ 

〇個⼈型確定拠出年⾦（iDeCo（イデコ））（individual-type Defined Contribution pension plan） 

P.017



 
  

 

（
回

答
・

解
説

）
 

○
１

問
⽬

 
➁

原
則

2
0

歳
か

ら
 

年
⾦

を
受

給
す

る
た

め
に

は
、
「

年
⾦

保
険

料
」

と
い

う
形

で
、

原
則

2
0

歳
か

ら
保

険
料

を
払

う
必

要
が

あ
る

。
 

○
２

問
⽬

 
➁

原
則

6
5

歳
か

ら
 

公
的

年
⾦

保
険

に
は

、
年

を
取

っ
て

か
ら

受
け

取
る

「
⽼

齢
年

⾦
」

が
あ

り
、

原
則

6
5

歳
か

ら
受

給
す

る

こ
と

が
可

能
。

 

○
３

問
⽬

 
➁

必
ず

し
も

払
い

損
に

は
な

ら
な

い
 

⽼
齢

年
⾦

の
ほ

か
に

、
障

害
を

負
っ

た
と

き
に

受
け

取
る

「
障

害
年

⾦
」
、

お
⽗

さ
ん

や
お

⺟
さ

ん
な

ど
家

計
を

⽀
え

て
い

た
⽅

が
亡

く
な

り
、

収
⼊

が
得

ら
れ

な
く

な
っ

た
と

き
に

受
け

取
る

「
遺

族
年

⾦
」

が
あ

る
。

「
遺

族
年

⾦
」

に
つ

い
て

は
、

仮
に

被
保

険
者

が
早

く
亡

く
な

っ
た

と
し

て
も

、
家

族
が

年
⾦

を
受

け
取

る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
設

問
参

考
）

厚
⽣

労
働

省
政

策
統

括
官

（
社

会
保

障
担

当
）
「

社
会

保
障

教
育

の
教

育
推

進
に

関
す

る
検

討
会

 
報

告
書

 
資

料

編
」
（

平
成

2
6

年
７

⽉
）

 

 【
ワ

ー
ク

３
】

四
⾓

に
⼊

る
⾔

葉
を

埋
め

て
み

よ
う

。
 

 【
ワ

ー
ク

４
】

⾃
分

は
2
0

歳
に

な
っ

た
ら

ど
の

年
⾦

に
⼊

っ
て

い
る

か
、

考
え

て
み

よ
う

。
 

（
回

答
例

）
 

・
（

卒
業

後
進

学
す

る
場

合
の

例
）

学
⽣

納
付

特
例

制
度

を
活

⽤
し

つ
つ

国
⺠

年
⾦

の
第

１
号

被
保

険
者

に
な

る
。

 

・
（

卒
業

後
企

業
等

に
就

職
す

る
場

合
の

例
）

厚
⽣

年
⾦

に
⼊

り
、

第
２

号
被

保
険

者
に

な
る

。
 

・
（

卒
業

後
⾃

営
業

と
し

て
働

く
場

合
の

例
）

国
⺠

年
⾦

の
第

１
号

被
保

険
者

に
な

る
が

、
そ

れ
だ

け
だ

と
不

安
な

の
で

個
⼈

年
⾦

に
も

⼊
り

た
い

。
 

 

①
 

 
障

害
 

②
 

 
遺

族
 

③
 

 
⽼

齢
 

 
ワ

ー
ク

シ
ー

ト
（

１
時

間
⽬

）
 

（
 

 
年

 
 

組
 

 
番

 
⽒

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

１
 

社
会

保
障

に
つ

い
て

考
え

て
み

よ
う

 

【
ワ

ー
ク

１
】

こ
れ

か
ら

の
⼈

⽣
で

起
こ

る
か

も
し

れ
な

い
困

難
な

出
来

事
に

は
ど

の
よ

う
な

も
の

が
あ

る

か
、

書
い

て
み

よ
う

。
 

（
回

答
例

）
※

（
 
）

内
は

利
⽤

可
能

な
社

会
保

障
制

度
 

病
気

・
ケ

ガ
（

←
医

療
保

険
、

労
災

保
険

）
、

⻑
⽣

き
に

よ
る

収
⼊

減
少

（
←

年
⾦

保
険

）
、

⾃
分

が
介

護
を

必
要

と
す

る
状

態
に

な
る

こ
と

（
←

介
護

保
険

）
、

失
業

（
←

雇
⽤

保
険

）
、

貧
困

（
←

⽣
活

保
護

）
 

 【
ワ

ー
ク

２
】

予
期

せ
ぬ

困
難

を
⽀

え
る

の
が

社
会

保
障

制
度

で
す

。
社

会
保

障
制

度
の

う
ち

、
社

会
保

険

に
は

医
療

・
年

⾦
・

介
護

保
険

な
ど

が
あ

り
ま

す
。

も
し

、
社

会
保

険
が

な
か

っ
た

ら
私

た
ち

の
⽣

活
は

ど
う

な
る

か
、

考
え

て
み

よ
う

。
 

（
回

答
例

）
 

・
医

療
や

介
護

に
か

か
る

費
⽤

を
全

額
⾃

⼰
負

担
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

た
め

、
重

い
病

気
や

要
介

護
度

に
な

っ
た

と

き
に

必
要

な
医

療
・

介
護

が
受

け
ら

れ
な

く
な

る
。

 

・
何

歳
ま

で
⽣

き
る

か
分

か
ら

な
い

な
か

で
、

働
き

な
が

ら
⾼

齢
期

の
⽣

活
費

を
全

額
確

実
に

⽤
意

し
て

お
か

な
け

れ

ば
な

ら
な

く
な

る
。

ま
た

、
親

が
仕

事
を

引
退

し
た

場
合

に
は

、
親

に
多

額
の

仕
送

り
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

く
な

る
。
 

→
今

⽇
は

公
的

年
⾦

保
険

に
つ

い
て

考
え

て
い

き
ま

す
。

 

 ２
 

公
的

年
⾦

保
険

に
つ

い
て

考
え

て
み

よ
う

 

（
１

）
公

的
年

⾦
保

険
の

意
義

 

【
ク

イ
ズ

１
】

 

○
１

問
⽬

 
年

⾦
保

険
料

を
払

う
の

は
何

歳
か

ら
で

し
ょ

う
か

。
 

➀
国

⺠
全

員
 

➁
原

則
2
0

歳
か

ら
 

➂
原

則
6
0

歳
か

ら
 

 

○
２

問
⽬

 
年

⾦
保

険
料

を
払

っ
て

い
た

⼈
が

、
⽼

齢
年

⾦
を

も
ら

え
る

の
は

い
つ

か
ら

で
し

ょ
う

か
。

 

➀
原

則
2
0

歳
か

ら
 

➁
原

則
6
5

歳
か

ら
 

➂
原

則
4
0

歳
か

ら
 

 

○
３

問
⽬

 
あ

な
た

は
結

婚
し

て
⼦

ど
も

が
い

る
と

し
ま

す
。

も
し

、
事

故
な

ど
に

よ
っ

て
3
0

代
で

あ

な
た

が
亡

く
な

っ
た

場
合

、
あ

な
た

が
払

っ
た

年
⾦

保
険

料
は

払
い

損
と

な
る

の
で

し
ょ

う
か

。
 

➀
払

い
損

と
な

る
 

➁
必

ず
し

も
払

い
損

に
は

な
ら

な
い

 

→
３

問
中

…
（

 
 

 
 

 
）

問
正

解
︕

 

 

年
金
①
（
指
導
者
用
）
 

P.018

年金①｜ワークシート 



 
  

 

【
ワ

ー
ク

５
】

四
⾓

に
⼊

る
⾔

葉
を

埋
め

て
み

よ
う

。
 

＜
財

政
⽅

式
ご

と
の

特
徴

と
⽇

本
の

公
的

年
⾦

保
険

の
財

政
⽅

式
＞

 

 

④
 

 
 

 
 

 
 

 
⽅

式
 

 

⑤
 

 
 

 
 

 
 

 
⽅

式
 

○
 

社
会

的
扶

養
の

仕
組

み
で

あ
り

、
そ

の
時

の
現

役

世
代

の
（

給
与

か
ら

の
）

保
険

料
を

原
資

と
す

る

た
め

、
イ

ン
フ

レ
や

給
与

⽔
準

の
変

化
に

対
応

し

や
す

い
。
（

価
値

が
⽬

減
り

し
に

く
い

。
）

 

○
 

現
役

世
代

と
年

⾦
受

給
世

代
の

⽐
率

が
変

わ
る

と
、

保
険

料
負

担
の

増
加

や
年

⾦
の

削
減

が
必

要

と
な

る
。

 

○
 

⺠
間

保
険

と
同

様
に

、
現

役
時

代
に

積
み

⽴
て

た
積

⽴
⾦

を
原

資
と

す
る

こ
と

に
よ

り
、
運

⽤
収

⼊
を

活
⽤

で
き

る
。

 

○
 

イ
ン

フ
レ

に
よ

る
価

値
の

⽬
減

り
や

運
⽤

環

境
の

悪
化

が
あ

る
と

、
積

⽴
⾦

と
運

⽤
収

⼊
の

範

囲
内

で
し

か
給

付
で

き
な

い
た

め
、
年

⾦
の

削
減

が
必

要
と

な
る

。
 

経
済

変
動

に
強

い
。
（

経
済

変
動

は
現

役
世

代
の

給

与
に

も
反

映
さ

れ
る

の
で

、
イ

ン
フ

レ
な

ど
の

経
済

変

動
を

前
提

と
し

た
額

の
年

⾦
給

付
の

原
資

（
保

険
料

）

を
確

保
で

き
る

。
）

 

運
⽤

収
⼊

を
活

⽤
で

き
る

が
、

経
済

変
動

に
弱

い
。
（

運
⽤

で
損

失
が

出
た

り
、

運
⽤

に
よ

り
得

ら

れ
る

収
⼊

以
上

に
イ

ン
フ

レ
が

進
ん

だ
り

す
る

と

⽬
減

り
し

て
し

ま
う

。
）

 

  

⽇
本

の
公

的
年

⾦
保

険
の

財
政

⽅
式

は
、

④
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⽅
式

を
基

本
と

し
な

が
ら

⼀

定
の

⑥
 

 
 

 
 

 
 

 
 

も
持

っ
て

お
く

と
い

う
、

賦
課

⽅
式

と
積

⽴
⽅

式
の

よ
い

と
こ

ろ
を

組
み

合
わ

せ
た

財
政

⽅
式

。
 

⑥
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
活

⽤
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

④
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⽅
式

の
デ

メ
リ

ッ

ト
を

補
っ

て
い

る
。

 

 【
本

⽇
の

振
り

返
り

】
今

⽇
の

授
業

で
学

ん
だ

こ
と

や
感

想
を

書
い

て
み

よ
う

。
 

   

 

賦
課

 
積

⽴
 

賦
課

 

積
⽴

⾦
 

積
⽴

⾦
 

賦
課

 

メ
モ

 

     

 （
２

）
公

的
年

⾦
保

険
の

仕
組

み
と

必
要

性
 

【
ク

イ
ズ

２
】

 

○
１

問
⽬

 
今

か
ら

5
0

年
前

の
う

ど
ん

１
杯

の
値

段
は

今
と

⽐
べ

て
ど

う
だ

っ
た

で
し

ょ
う

か
。

 

➀
今

と
変

わ
ら

な
い

 
➁

⾼
か

っ
た

 
➂

安
か

っ
た

 

 

○
２

問
⽬

 
今

か
ら

5
0

年
後

の
物

価
は

ど
う

な
っ

て
い

る
で

し
ょ

う
か

。
 

➀
変

わ
ら

な
い

 
➁

上
が

っ
て

い
る

 
➂

下
が

っ
て

い
る

 
④

分
か

ら
な

い
 

 

○
３

問
⽬

 
今

か
ら

5
0

年
後

に
も

ら
え

る
年

⾦
額

は
ど

う
な

っ
て

い
る

で
し

ょ
う

か
。

 

➀
変

わ
ら

な
い

 
➁

上
が

っ
て

い
る

 
➂

下
が

っ
て

い
る

 
 

④
基

本
的

に
は

今
後

の
物

価
や

賃
⾦

に
よ

る
た

め
分

か
ら

な
い

。
 

→
３

問
中

…
（

 
 

 
 

 
）

問
正

解
︕

 

（
回

答
・

解
説

）
 

１
問

⽬
 

➂
安

か
っ

た
 

 
た

と
え

ば
、
う

ど
ん

１
杯

の
値

段
は

1
9
6
5

年
が

5
3
.7

円
で

2
0
2
0

年
が

6
7
7

円
と

1
2
.6

倍
に

な
っ

て

い
る

。
（

出
典

︓
総

務
省

「
⼩

売
物

価
統

計
調

査
」
）

 

２
問

⽬
 

④
分

か
ら

な
い

 

３
問

⽬
 

④
基

本
的

に
は

今
後

の
物

価
や

賃
⾦

に
よ

る
た

め
分

か
ら

な
い

。
 

（
設

問
参

考
）

厚
⽣

労
働

省
政

策
統

括
官

（
社

会
保

障
担

当
）
「

社
会

保
障

教
育

の
教

育
推

進
に

関
す

る
検

討
会

 
報

告
書

 
資

料

編
」
（

平
成

2
6

年
７

⽉
）
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【
ワ

ー
ク

９
】

少
⼦

⾼
齢

化
が

進
む

な
か

で
、

み
ん

な
が

⻑
⽣

き
に

伴
う

リ
ス

ク
に

備
え

る
た

め
に

は
ど

う

す
れ

ば
よ

い
か

考
え

て
み

よ
う

。
次

の
Ａ

と
Ｂ

の
考

え
⽅

の
ど

ち
ら

が
よ

い
か

、
そ

の
理

由
や

具
体

的
な

対
応

⽅
法

も
含

め
て

考
え

て
み

よ
う

。
 

Ａ
︓

み
ん

な
で

税
⾦

や
社

会
保

険
料

を
⽀

払
う

こ
と

で
政

府
が

中
⼼

に
対

応
す

る
べ

き
。

 

Ｂ
︓

税
⾦

や
社

会
保

険
料

を
⽀

払
う

の
で

は
な

く
、

家
族

の
間

で
助

け
合

っ
た

り
個

⼈
で

努
⼒

し
た

り
す

る

な
ど

、
家

族
や

個
⼈

が
中

⼼
に

対
応

す
る

べ
き

。
 

（
回

答
例

）
 

Ａ
︓

み
ん

な
で

税
⾦

や
社

会
保

険
料

を
⽀

払
う

こ
と

で
政

府
が

中
⼼

に
対

応
す

る
べ

き
。

 

【
理

由
】

 

・
ど

の
く

ら
い

⻑
⽣

き
を

す
る

か
、

ど
の

く
ら

い
物

価
が

上
が

る
か

が
予

想
で

き
ず

、
家

族
の

⼈
数

も
減

っ
て

い
る

な
か

で
、

ど
の

く
ら

い
必

要
か

分
か

ら
な

い
⽣

活
費

を
貯

⾦
や

家
族

か
ら

の
仕

送
り

だ
け

で

賄
う

こ
と

は
難

し
く

、
家

族
を

超
え

た
社

会
全

体
で

の
⽀

え
合

い
の

仕
組

み
は

必
要

だ
と

思
う

か
ら

。
 

【
具

体
的

な
対

応
⽅

法
】

 

・
政

府
が

、
少

⼦
⾼

齢
化

に
よ

る
保

険
料

を
⽀

払
う

⼈
数

と
年

⾦
を

受
け

取
る

⼈
数

の
バ

ラ
ン

ス
を

踏
ま

え
て

定
期

的
に

制
度

の
⾒

直
し

を
⾏

い
つ

つ
、

今
の

公
的

年
⾦

保
険

を
維

持
す

る
こ

と
で

対
応

す
る

。
 

 Ｂ
︓

税
⾦

や
社

会
保

険
料

を
⽀

払
う

の
で

は
な

く
、

家
族

の
間

で
助

け
合

っ
た

り
個

⼈
で

努
⼒

し
た

り
す

る
な

ど
、

家
族

や
個

⼈
が

中
⼼

に
対

応
す

る
べ

き
。

 

【
理

由
】

 

・
少

⼦
⾼

齢
化

の
進

展
に

よ
り

、
保

険
料

を
⽀

払
う

⼈
数

と
年

⾦
を

受
け

取
る

⼈
数

の
バ

ラ
ン

ス
が

変
化

し
て

い
る

こ
と

を
踏

ま
え

る
と

、
年

⾦
保

険
料

を
今

払
っ

て
年

⾦
を

将
来

受
け

取
る

よ
り

も
、

各
々

が

⾃
分

で
貯

め
て

⾃
分

や
家

族
の

た
め

に
⾃

由
に

使
う

⽅
が

確
実

だ
と

思
う

か
ら

。
 

【
具

体
的

な
対

応
⽅

法
】

 

・
フ

ル
タ

イ
ム

で
働

い
て

い
る

間
に

で
き

る
だ

け
お

⾦
を

貯
め

た
り

運
⽤

し
た

り
し

て
お

く
と

と
も

に
、

⻑
⽣

き
し

た
場

合
に

は
家

族
同

⼠
の

⽀
え

合
い

で
対

応
す

る
。

 

 【
こ

の
２

時
間

の
授

業
の

振
り

返
り

】
こ

の
２

時
間

の
授

業
で

学
ん

だ
こ

と
を

書
い

て
み

よ
う

。
 

         

 

ワ
ー

ク
シ

ー
ト

（
２

時
間

⽬
）

 

（
 

 
年

 
 

組
 

 
番

 
⽒

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 ２
 

公
的

年
⾦

保
険

に
つ

い
て

考
え

て
み

よ
う

 

（
３

）
少

⼦
⾼

齢
社

会
に

お
け

る
公

的
年

⾦
保

険
 

【
ワ

ー
ク

６
】

少
⼦

⾼
齢

社
会

が
公

的
年

⾦
保

険
に

与
え

る
影

響
に

つ
い

て
、

考
え

て
み

よ
う

。
 

（
回

答
例

）
 

・
少

⼦
化

で
⼦

ど
も

の
数

が
減

っ
て

い
く

の
で

、
保

険
料

の
⽀

払
い

に
よ

っ
て

公
的

年
⾦

保
険

を
⽀

え
る

⽣
産

年
齢

⼈
⼝

が
減

少
す

る
。

 

  

 
→

副
教

材
p
.1

5
の

⼈
⼝

ピ
ラ

ミ
ッ

ド
の

推
移

を
チ

ェ
ッ

ク
 

 （
４

）
⼈

⽣
1
0
0

年
時

代
の

リ
ス

ク
 

【
ワ

ー
ク

７
】

⼈
⽣

1
0
0

年
時

代
と

い
わ

れ
る

な
か

で
、

誰
も

が
⻑

⽣
き

す
る

可
能

性
が

あ
り

ま
す

。
⾼

齢

期
は

ど
の

よ
う

に
暮

ら
し

た
い

か
、

考
え

て
み

よ
う

。
 

（
回

答
例

）
 

・
定

年
後

は
フ

ル
タ

イ
ム

で
は

な
く

、
就

業
時

間
を

短
く

し
て

、
健

康
な

限
り

は
働

き
続

け
た

い
。

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

や
趣

味
の

時
間

を
楽

し
み

た
い

。
 

  

 【
ワ

ー
ク

８
】

あ
な

た
が

イ
メ

ー
ジ

し
た

⾼
齢

期
の

⽣
活

費
は

ど
の

よ
う

に
賄

っ
て

い
け

ば
よ

い
か

、
考

え

て
み

よ
う

。
 

（
回

答
例

）
 

・
再

雇
⽤

制
度

や
シ

ル
バ

ー
⼈

材
セ

ン
タ

ー
等

を
活

⽤
し

て
働

い
て

得
た

給
料

 

・
預

貯
⾦

 

・
⼦

供
か

ら
の

仕
送

り
 

・
公

的
年

⾦
保

険
の

給
付

 

・
私

的
年

⾦
（

企
業

年
⾦

（
企

業
が

従
業

員
の

⽼
後

の
⽣

活
保

障
の

た
め

に
掛

⾦
を

⽀
払

う
年

⾦
制

度
）、

iD
e
C
o

な
ど

）
の

給
付
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１時間目

2021年4月1日

厚生労働省 政策統括官（総合政策担当）

副教材（公的年金保険①）
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高齢者の居住環境の整備

障害福祉サービスの提供

児童扶養手当などの支給

介護が必要になった方

へ介護サービスの提供

◇◇ 介介護護保保険険

保育所などの設置

児童手当の支給

☆☆ 児児童童福福祉祉

仕事中の病気

ケガの補償

◇◇ 労労災災保保険険
失業時のサポート

育児や介護期間中の

就業者に対する支援

◇◇ 雇雇用用保保険険

結婚
出産

退職

特定健診（生活習慣

病予防）などの実施

□□ 保保健健事事業業

妊婦健診

乳幼児健診など

□□ 母母子子保保健健

厚生年金保険料

健康保険料

支払開始※20 歳

国民年金加入

国民年金保険料

支払開始
成人

就職

老齢になったときに年金を

支払い収入面を保障

◇◇ 年年金金保保険険

病気、ケガをしたときなど

に医療サービスを提供

◇◇ 医医療療保保険険

☆☆ 社社会会福福祉祉

わたしたちの生活と社会保障制度

食品、医薬品の安全性の確保

安全な水道水の供給

感染症への対応など

□□ 公公衆衆衛衛生生

困窮している方に生活費や

医療などを給付

就労支援などを実施

○○ 生生活活保保護護

出産に必要な費用の一部

を医療保険から給付

◇◇ 出出産産育育児児一一時時金金

就学

3

わたしたちの安定した生活に欠かせない社会保障制度。日々の「安心」の確保や生活の「安定」

を図るための制度であり、一生を通じてわたしたちの生活を支える役割を担っています。

※自営業者は国民年金保険料・国民健康保険料

40 歳

介護保険料

支払開始

社会保障について考えてみよう

P.022
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5

・「医療保険」は、病気やケガなどで通院や入院をした、出産したときなどに給付され、国民全員が加入しています

（国民皆保険）。

・「年金保険」は、収入減少というリスクに対して収入面で保障する制度で、長生きをした（老齢年金）、障害を

負った（障害年金）、お父さんやお母さんなど家計を支えていた方が亡くなった（遺族年金）ときなどに受給でき

ます（国民皆保険） 。

・「介護保険」は、高齢者の介護サービスを提供しています。

日本の社会保険制度

これらの社会保険制度は、

皆さんが支払う保険料（収入に応じて負担）と税金で運営され、社会全体で支え合う仕組みになっています。

「保険」とは、誰もが人生のなかで遭遇する可能性のある様々なリスク（病気・ケガ・退職や失業、長生きによる

収入減少など。）に備えて、人々が集まって集団（保険集団）をつくり、あらかじめお金（保険料）を出し合って、

リスクに遭遇した人に必要なお金やサービスを支給する仕組み。

⇒社会全体でこのような「保険」の仕組みを作るのが「社会保険」

社会保険がないと・・・ 社会保険があれば・・・

社会保険とは？

4

リスク
発生

リスクに

備えて

たくさん

貯金！

貯金では

足りな

かった･･･

あとどのくらい

貯めれば

いいのかな･･･

リスク
発生

会社ごとに

強制加入

従業員のため

に会社も出し

ましょう
リスク
発生

貯金だけでは

足りないとこ

ろだった･･･

リスク
発生

保険料を

払っていて

良かった･･･

自営業の人等

は地域で

強制加入

地域のみんなで

出したらこんな額に！
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保険料 72.4兆円（58.6%） 税金 51.3兆円（41.4%）

そ
の
他
の
歳
入

年金 58.5兆円（45.1%）

《対ＧＤＰ比 10.5%》

医療 40.7兆円（31.4%）

《対ＧＤＰ比 7.3%》

【【負負担担】】

社社会会保保障障のの給給付付とと負負担担のの現現状状（（22002211年年度度予予算算））

【【給給付付】】 社会保障給付費 129.6兆兆円円 （対ＧＤＰ比 23.2%）

福祉その他
（介護、子ども・子育て支援等）

30.5兆円（23.5%）
《対ＧＤＰ比 5.4%》

7
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110

120

130

年金

医療

福祉その他

1人当たり社会保障給付費

年年金金

福福祉祉そそのの他他

医医療療

一一人人当当たたりり社社会会保保障障給給付付費費（（右右目目盛盛））

1990

（平成2)

1950

（昭和25)

（兆円） （万円）

24.9

0.1 0.7

2000

（平成12)

2021

(予算ﾍﾞｰｽ)

129.6

社会保障給付費の推移

資料：国立社会保障・人口問題研究所「平成30年度社会保障費用統計」、2019～2021年度（予算ベース）は厚生労働省推計、

2021年度の国民所得額は「令和3年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（令和3年1月18日閣議決定）」

（注）図中の数値は、1950,1960,1970,1980,1990,2000及び2010並びに2021年度（予算ベース）の社会保障給付費（兆円）である。

3.5

47.4

78.4

105.4

1960

（昭和35)

1970

（昭和45)

1980

（昭和55)

2010

(平成22)

6
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結婚
出産

退職

成人

就職

社会保障制度を支える主な「職業」

就学

9

保育士

医師

保健師

地方公務員 国家公務員

企業の人事

担当者

薬剤師

歯科医師

助産師

准看護師

看護師

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

義肢装具士

言語聴覚士

臨床検査技師

臨床工学技士

診療放射線技師

歯科衛生士

歯科技工士

あん摩マッサー

ジ指圧師

はり(鍼)師

きゆう(灸)師

柔道整復師

救急救命士

介護福祉士

社会福祉士 精神保健福祉士

公認心理師

管理栄養士

栄養士

介護支援専門員

（ケアマネジャー）

社会保険

労務士

医療事務調剤事務

給
付
金
額

0歳 5歳 10歳 15歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳

負
担
金
額

8

ライフサイクルでみた社会保障の給付と負担のイメージ

子子どどもも期期 成成人人期期 高高齢齢期期

子ども・

子育て支援

教育

年金

医療

介護

保険料・税金の

支払い
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老後生活の基本

を支える役割

サラリーマンを対象

とした現役時代の収

入額に応じた給付

年金制度の設計の考え方

基礎年金

（月額65,075円（2021年度））

公
的
年
金

厚生年金

（報酬比例年金、男子平均

報酬40年加入で

月90,346円（2021年度））

私
的
年
金

全国民共通の給付

モデル年金（夫

婦の基礎年金＋

報酬比例年金）

で1,2階合わせて

現役期の

手取り収入の

50%を確保

（現在は60%強）

老後生活の多様

な希望やニーズ

に応える役割

企業年金・

個人年金（iDeCo）
３階

２階

１階

※ モデル年金 ‥ 65,075×2＋90,346＝220,496円

○ 日本の年金は、３階建ての構造。１・２階部分の公的年金が国民の老後生活の基本を支え、３階部分の
企業年金・個人年金と合わせて老後生活の多様な希望・ニーズに対応。

11

公的年金保険について考えてみよう

P.026
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保険料

積立金

の形成

保険料
積立金

の活用

年を取る

過去 現代～将来

《第１世代》

《第２世代》

《第３世代》

○ 日本を含め先進各国の公的年金保険は、いずれも、現役世代が納めた保険料をその時々の高齢者の
年金給付に充てる仕組み （＝賦課方式）を基本とした財政方式となっている。

○ なお、我が国においては、将来の高齢化の進展に備え相当程度の積立金を保有し、その活用により、
将来世代の保険料水準が高くなりすぎないよう配慮している。

税金

税金

公的年金保険は、「仕送り」を社会化したもの

13

自営業者・大学生等 会社員・公務員等 専業主婦（夫）等

【現役時代】

保険料を負担

【引退後】

年金を受給

基 礎 年 金 （ 定 額 ） 基 礎 年 金 （ 定 額 ）

国民年金

（第1号被保険者）

（20歳から）

（原則60歳まで）

（65歳から）

負担なし（第２号

被保険者全体で負担）
転職等

転職、暮らしの変化等保険料が払えない時

は免除制度あり

（亡くなるまで）

毎月16,610円（定額）

を負担

厚生年金

（第２号被保険者）

国民年金

（第３号被保険者）

基 礎 年 金 （ 定 額 ）

月給の18.3％ 負担

（半分は会社が負担） 転職等

月約6.5万円（満額）

（基礎年金）

（65歳から）

（亡くなるまで）

（65歳から）

（亡くなるまで）

月約6.5万円（満額）

（基礎年金）

厚生年金

（報酬比例）

働き方・暮らし方に応じて加入

（60歳まで）

（20歳から）

（退職まで）

（就職から）

※ 令和３年度 ※ 平成29年９月～

12

月約14.9万円（平均）（令和元年度末）

（基礎年金＋厚生年金）

公的年金保険とライフコース

学生時代は学生納付特例制度

を申請すれば在学中の保険料

が猶予されます！

P.027
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１９６５年 ２０２０年 ２０６５年

出典：国立社会保障・人口問題研究所ホームページ（ http://www.ipss.go.jp/）

人口ピラミッドの推移

後期老年人口

前期老年人口

生産年齢人口

年少人口
年少

人口年少人口

生産年齢人口

生産年齢

人口

前期老年人口 前期老年人口

後期老年人口
後期老年

人口

資料：1965～2015年：国勢調査、2020年以降：「日本の将来推計人口（平成29年推計）」（出生中位（死亡中位）推計）。

２時間目

P.028
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（出典）内閣府「令和２年版高齢社会白書」

平均寿命の推移と将来推計

17

支払われる

年金額
保険料・税金などの収入

増えすぎない仕組み
「マクロ経済スライド」

公的年金保険は、現役世代が支払う保険料をその時代の年金給付に充てています。

そのため、

・支払われる年金額が増えすぎないよう、自動調整する仕組みが組み込まれ、

・それを賄うための保険料は、負担に上限が設定されるなど、
将来にわたって安定した制度設計になるようにしています。

16

現在の公的年金保険について

現役世代の人口減少と
平均余命の伸びの影響を調整

保険料を

固定

P.029
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子供の数は減少する一方、平均寿命の延伸により引退後の期間が長くなっている。

（資料出所）厚生労働省「平成23年版厚生労働白書」（1920年は厚生省「昭和59年厚生白書」、1961年、2009年は厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」等

より厚生労働省政策統括官付政策評価官室において作成。）

（注）価値観の多様化により、人生の選択肢も多くなってきており、統計でみた平均的なライフスタイルに合致しない場合が多くなっていることに留意する必要がある。
18
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〇公的年金保険を題材としたモデル授業②指導案  
〇副教材    公的年金保険を題材とした 

モデル授業② 
【年金②】 

P.031
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年⾦②｜指導案 

公的年⾦保険を題材としたモデル授業②指導案 

 

○授業の⽬標 

・⼈⽣、とくに⾼齢期の⽣活にはどのようなリスクが潜んでいるのか、リスクに対してどのような考え⽅

があるのかを理解する。 

・⾼齢期の⽣活を維持するために世代を超えて⽀え合うとはどういうことなのかということ、その周辺に

ある課題について考察し、論拠をもって表現する。 

 

【１時間⽬】 

 
学習内容 学習活動 

指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

【問い】持続可能な社会保障の在り⽅はどうあるべきか。 

１ 年⾦をどうするのか︖ 政策を選んでみよう︕ 

導

⼊ 

 

(1)場⾯設

定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本時の課題架空の国を作って、その国の⼈が公

的年⾦保険についてどう考えるか、考えてみ

よう。 

○架空の国の状況設定を確認し、その国の名前

をみんなで決める。 

・本時は架空の国を設定して考えていくことを

知る。 

・設定する国の状況を具体的に理解する。 

 ⼈⼝ 40 ⼈（クラスの⼈数が 40 ⼈の場合） 

･･･⾼齢者 50％ 

若者 50％ 

   

 主な産業･･･ものづくり  

       農業     

       運ぶ仕事   

       売る仕事    

 通貨･･･円 

 物価･･･現在の⽇本の物価と似ている 

 財政⾚字･･･約 1,000 兆円   

※社会のしくみはほとんど⽇本と同じという

設定。 

 

 

 

○国の名前は、この授業を実践す

るときの季節を表す名前にする

とよい。例えば春に授業を⾏う

ならば「サクラ国」、夏ならば

「スイカ国」など。 

 

※設定する国の状況は、考えやす

いように単純化し、極端な設定

としているが、⽣徒の理解度に

応じて、より現実に近い設定と

してもよい。 

 

 

 

  

 

展

開

(2)キャラ

クター設定

①これから番号が書かれたカードをもらうこと

を知る。注意事項は次のとおりであることを

理解する。 

○下記のツールを⼈数分⽤意し、

左記の注意事項を説明しつつ配

布する。 

10
分 

P.032
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年⾦②｜指導案 

 
学習内容 学習活動 

指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

① 

 

のためのツ

ール配布 

 

 

 

 

 

 

 (1)⼀⼈ひとり異なる番号のカードが配布さ

れる。その番号を他者に知られることが

ないように注意する。 

 (2)本時はこの番号で指⽰があるので、指⽰

中の番号を聞き逃さないように注意す

る。 

② 実際に番号が書かれたカードを受け取る。 

③ 全員が「⾼齢者」のカードと「若者」のカ

ードを受け取る。 

・⽣徒配布⽤ツール１（番号カー

ド） ⽣徒１⼈につき異なる番

号のカードを１枚ずつ 

・⽣徒配布⽤ツール２（キャラク

ター設定カード） ⽣徒１⼈に

つき２種類のカードを１枚ずつ 

展

開

② 

 

(3)番号カ

ードでキャ

ラクターを

設定 

① クラス全員が配布された番号により、ど  

ちらかのキャラクターになりきって考えるこ

とを知る。 

② 配布された番号が「１〜２０」までの⼈  

は「若者」という設定になるので、「若者」

のカードを⾒る。 

③ 配布された番号が「２１〜４０」までの 

   ⼈は「⾼齢者」という設定になるので、「⾼

齢者」のカードを⾒る。 

④ 「若者」及び「⾼齢者」に関する情報は次

のようなものであることを理解する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※クラスの⼈数が 40 ⼈であると

いう前提で記述していることか

ら、⼈数が異なる場合は、「若

者」と「⾼齢者」の割合が⼈⼝

構成と同じになるように調整す

る。 

 

 

 

○「⾼齢者」に割り当てられた者

はカードを⾒て毎⽉使える⾦額

を計算するように指⽰する。 

 

○「若者」に割り当てられた者は

年収と⽀出のイメージを共有さ

せるように指⽰する。 

 

※それぞれのキャラクターの設定

は、考えやすいように単純化

し、極端なものとしているが、

⽣徒の理解度に応じて、より現

実に近い設定としてもよい。 

⾼齢者 

仕事は引退している 

  貯⾦は 500 万円ある 

年⾦を年間 100 万円もらっている 

普通の⽣活をするためには年間で

200 万円必要 

若者（⽣産年齢⼈⼝） 

年収 400 万円 

 
⽀出 

⽣活費︓ 200 万円 

 貯⾦ ︓ 100 万円 

 納税 ︓ 50 万円 

 社会保険料︓ 50 万円 

5
分 

5
分 

P.033
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年⾦②｜指導案 

 
学習内容 学習活動 

指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

展

開

③ 

 

(4)⾼齢者

の⽣活を⽀

える仕組み

を考える① 

① ⻑⽣きをしたときに、⾃分の⼒だけで⽣活

することが難しいことを理解する。 

② カードを⾒て、サクラ国（仮に「サクラ

国」とする。）では若者がどのくらい負担し

なければいけないのかを計算する。 

  例）40 ⼈のクラスの場合 

   ・⾼齢者は 20 ⼈で若者は 20 ⼈ 

   ・⾼齢者は年間 100 万円の年⾦をもら

う。ギリギリの⽣活を⼼掛けつつ、貯

⾦を使う。       

   ・若者は社会保険料を 50 万円納めてい

る。 

      ・この 50 万円を 100 万円に増やして⾼

齢者がもらえる年⾦をもう少し増やし

てもらえないだろうか︖ 

③ 投票⽤紙をもらい２カ所に○印をつけて投

票する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ クラスの誰かが開票して読み上げる。 

 

 

○⾼齢者の⽣活に必要な費⽤とそ

の賄い⽅について⽣徒に発問を

繰り返しながら、「⾼齢者の⽣活

を⽀える仕組み」について理解

させるよう⼼掛ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○⽣徒配布⽤ツール３（投票⽤

紙）をクラスの⼈数分⽤意し、

１⼈１枚配布する。 

・投票するときに、なぜその選択を

したのかという理由を可視化さ

せるように留意する。 

・誰が「若者」で誰が「⾼齢者」

なのかはわからないという前提

を守りとおす。 

 

 

○⿊板に開票結果を書く。 

展

開

④ 

(5)⾼齢者

の⽣活を⽀

える仕組み

を考える② 

① 展開③からなりきるキャラクターを変更す

ることを理解する。 

② 配布された番号が「２１〜４０」までの  

⼈は「若者」という設定になるので、「若

者」のカードを⾒る。 

③ 配布された番号が「１〜２０」までの⼈は

「⾼齢者」という設定になるので、「⾼齢

者」のカードを⾒る。 

 

○なりきるキャラクターを変更す

ることによって、以下に気付か

せる。 

・時間軸を意識した役割分担の変

化。 

・若者の時と⾼齢者の時との役割

の違い 

※この考え⽅を指導者がはじめか

ら⽰すのではなく、問答を繰り

投票⽤紙 

☆ どちらかに○印をつけてください 

   私は（若者・⾼齢者）です 

１）若者の⽅↓   

   社会保険料を100万円納めることに 

   Ｙ／Ｎ（←どちらかに○印）   

２）⾼齢者の⽅↓ 

     若者に社会保険料100万円を納めて

ほしいですか︖ 

   Ｙ／Ｎ（←どちらかに○印） 

10
分 

5
分 

P.034
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年⾦②｜指導案 

 
学習内容 学習活動 

指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

 

 

④  ２枚⽬の投票⽤紙をもらい２カ所に○印を

つけて投票する。 

 

⑤ クラスの誰かが開票して読み上げる。 

返す中で⽣徒に発⾔させ、⽣徒

⾃⾝で気付けるように導く。 

○⽣徒配布⽤ツール３（投票⽤

紙）をクラスの⼈数分⽤意し、

１⼈１枚配布する。 

○⿊板に、展開③の開票結果と並

べて展開④の開票結果を書く。 

展

開

⑤ 

(6) ⾼齢者

の⽣活を⽀

えるために

はどのよう

な⼯夫が必

要なのか︖ 

① ２回の投票を終えて気が付いたことを発⾔

する。 

・誰もが若者から⾼齢者になること。 

・⽀える⼈と⽀えられる⼈の役割が順番に来る

ということ。 

・今のことを想像することも⼤切だが未来のこ

とも想像できる市⺠にならなければいけない

ということに気付く。 

② ⿊板に書かれた①の気付きや２つの開票結

果を⾒ながら、⾼齢者の⽣活を⽀えるために

はどのような⼯夫が必要なのかを考える。 

 ＜考え⽅１＞ 

 ⾼齢者に⽣活レベルを下げてもらうという考

え⽅ 

 ＜考え⽅２＞ 

 ⾼齢者の年⾦を確保するために若者はしっか

りと社会保険料を納めてほしいという考え⽅ 

 ＜考え⽅３＞ 

 国は借⾦をしてでも⾼齢者を⽀えなければい

けないのではないかという考え⽅ 

 ＜考え⽅４＞ 

 ⾼齢者も働くことで収⼊を得ればよいではな

いかという考え⽅ 

③どうして社会保険料を納めなければいけない

のか︖という問いを共有する。  

○気が付いたことを発⾔させ、発

⾔を整理して板書する。 

 

 

 

 

 

 

○「若者」と「⾼齢者」がそれぞ

れどのような考え⽅で投票して

いたのか、クラス全体に問いか

けて発⾔させ、発⾔を整理して

板書する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○考え⽅１、３、４だけでは限界

があることに気付かせ、考え⽅

２の重要性を実感させる。 

展

開

⑥ 

(7) サクラ

国の危機 

① ここまで学習してきたサクラ国に危機的状

況が忍び込んでいることを理解する。 

② 番号が書かれたカードを⾒て、今度は「１

 

 

○この状況がどのような危機であ

5
分 

P.035
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年⾦②｜指導案 

 
学習内容 学習活動 

指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

 

 

 

〜１０」 までが「若者」、「１１〜最後」ま

でが「⾼齢者」という設定となることを理解

し、気付いたことを発⾔する。 

③ その危機とは少⼦⾼齢化問題であることを

知る。 

るのか、気付いたことを発⾔さ

せる。 

※「少⼦⾼齢化」という⽤語を⽣

徒がどのくらい理解しているの

かを探りながら、必要な補⾜を

加えつつ授業を進めていく。 

ま

と

め 

 

何が問題な

のか︖どの

ようなこと

を考えなく

てはいけな

いのか︖ 

① 本時の振り返り 

・架空の国における社会保険料について考えた

ことを確認する。 

・この国は少⼦⾼齢化が極端に進んでいること

を確認する。 

・⾼齢者には⾼齢者の意⾒が、若者には若者の

意⾒があることを確認する。 

・皆が幸福を求めていることも確認する。 

・誰しもが若者の時代と⾼齢者の時代を迎える

ことを理解する。 

・どうして社会保険料を納める必要があるの  

か︖という問題をクラス全員で共有したこと

を確認する。 

② 次の時間に考えることの共有  

・少⼦⾼齢化が進む中で⾼齢者の⽣活を⽀える

ためにはどのような⼯夫をすればよいのかを

皆で考えることを確認する。 

○⽣徒が時間軸を意識できるよう

にする。「今だけを考えるという

こと」と「未来のことを考える

ということ」の両⽅の視点をも

って諸課題を考えていくことの

重要性を気付かせる。 

 

○知識の前提となる「枠組み」

（社会保障の理念である「⽀え

合い」の意義の理解）のない状

態で知識を教えても、⽣徒のな

かではバラバラでつながりのな

い知識になってしまうという考

え⽅に基づき、本時ではその

「枠組み」形成を⽬指すことに

重点を置く。そのうえで、２時

間⽬に社会保障に関する様々な

知識を教えることで、⽣徒が得

た知識を⾃分の中でつなげてい

くことができるようにする。 

  

5
分 

5
分 

P.036
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年⾦②｜指導案 

【２時間⽬】 

 
学習内容 学習活動 

指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

２ サクラ国の未来を考えるプロジェクト 

導

⼊ 

 

前の時間の復

習と本時の⽬

標の確認 

本時の課題少⼦⾼齢化が進むサクラ国の

未来を救うためにはどうすればよい

か、考えてみよう。 

○前の時間には、架空のサクラ国が教科

書に書かれているような少⼦⾼齢社会

に向かっていることがわかった。 

○サクラ国は、少⼦⾼齢化が進む前は社

会の仕組みがうまく回っていた。 

○ところが、少⼦⾼齢化が進んだことで

年⾦に関して問題点が出てきたことを

理解する。 

○サクラ国を持続可能な国にするために

どのような⼯夫が必要なのかを考え

る。 

○前の時間に⾏った投票結果を分

析したプリントを作成して配布す

る。 

 

○⾼齢者 ７０％ 

  若者  ３０％ 

  の社会を想定する。 

※設定する国の状況は、考えやす

いように単純化し、極端な設定と

しているが、⽣徒の理解度に応じ

て、より現実に近い設定としても

よい。 

 

展

開

① 

 

 

(1) 似たよう

な国はないの

か︖ 

○少⼦⾼齢社会になりそうなサクラ国に

とってこれからの政策を考えるにあた

って参考になる国はないかを考える。 

・すぐに「⽇本」ということに気がつ

く。 

○⽇本の現状を分析し、サクラ国の政策

にどのように活かすことができるかを

考えることが本時の問題意識であるこ

とを理解する。 

 

○公的年⾦保険には、⾼齢者が受け取る

年⾦の原資がどこから来るのかによっ

て２種類の考え⽅があることを理解す

る。 

○⽇本の公的年⾦保険がどちらの考え⽅

を採⽤していると思うか、調査⽤紙に

匿名で記⼊して提出する。 

 

○クラスの誰かが集計して読み上げる。 

 

○サクラ国は複雑な変数を除いた

モデルのようなイメージで考え

ていることを留意して指導す

る。 

 

○指導者が指⽰しなくても、これ

は⽇本のことを考えているのか

もしれないという⽣徒の気付き

を把握して、発⾔させる。 

 

○知識の整理を⾏うため、⽣徒配

布⽤ツール４（調査⽤紙）を１

⼈１枚配布し、２つの仕組み

（積⽴⽅式・賦課⽅式）の違い

について説明したうえで、⽇本

の公的年⾦保険がどちらの考え

⽅を採⽤していると思うか匿名

で記⼊させる。 

○集計結果を⿊板に書き、正解

（考え⽅２）を発表する。 

５
分 

15
分 

P.037
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年⾦②｜指導案 

 
学習内容 学習活動 

指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

 

○副教材を⾒ながら、⽇本のデータを分

析する。 

発問１⽇本は昔から核家族が多かったの

か︖  

・副教材 p.1「家族をめぐる代表的な変

化」のうち、家族の⼈数に着⽬する。 

 

発問２⽇本はどのように⾼齢者の⽣活を

⽀えているのか︖ 

・副教材 p.2「公的年⾦保険は「仕送

り」を社会化したもの」を⾒て、先ほ

ど理解した「賦課⽅式」が「現役世代

が納めた社会保険料をその時々の⾼齢

者の年⾦給付に充てる」という「仕送

り」を社会化した仕組みであることを

理解する。 

 

発問３どうして⽇本は積⽴⽅式でない  

のか︖ 

・副教材 p.3「今と昔の物価の違い」を

⾒て、昔は 100 円でいろいろなものが

買えたが、今ではどれも 100 円では買

えないことに気付く。 

・同じ⾦額でも⻑い期間を経るとその価

値が下がってしまうことがあることか

ら、積み⽴てておくだけではいざとい

うときに⾜りなくなる可能性があるこ

とを理解する。 

 

発問４ 賦課⽅式の課題は何か︖  

・副教材 p.4「⾼齢者１⼈を⽀える現役

世代の⼈数」を⾒て、賦課⽅式の場合

には、少⼦⾼齢化が進むと、（現役世代

の１⼈当たりの社会保障を⽀える⼒が

変わらなければ、）⾼齢者を⽀えるため

 

○資料を単なる数値の変化として

読み取るのではなく、資料全体

が何をメッセージとして発信し

ているのかを読み取らせるよう

留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○この図は、現役世代（働いてい

るか否かにかかわらず年齢で機

械的に定義）１⼈当たりの社会

保障を⽀える⼒が同じであるこ

とが前提となっていることに留

P.038
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年⾦②｜指導案 

 
学習内容 学習活動 

指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

の現役世代の社会保険料負担が重くな

ることを理解する。 

 

 

 

 

 

○賦課⽅式の課題を克服するためにどの

ような⼯夫をしているのかについて理

解する。 

・⽇本においては、将来の⾼齢化の進展

に備えて積⽴⾦を保有しており、その

活⽤によって将来世代の社会保険料⽔

準が⾼くなりすぎないような仕組みと

していることを理解する。 

（・さらに、⽀払われる年⾦の全体の額

が増えすぎないように、物価・賃⾦が

上がったときの年⾦額の上げ⽅を、物

価・賃⾦の上がり⽅よりも少し緩やか

にすることによって、⾃動的に調整す

る仕組み（マクロ経済スライド）が取

り⼊れられていることを理解する。） 

 

 

 

 

 

 

 

・また、年⾦制度の中での⼯夫だけでは

なく、技術⾰新や⼥性活躍等の働き⼿

の増加策により現役世代の１⼈当たり

の社会保障を⽀える⼒を向上させた

り、働くことができる⾼齢者にも⽀え

⼿になってもらったりするという⽅法

もあることを理解する。（この図が、現

意する。実際には、技術⾰新に

よる⽣産性の向上や⼥性活躍推

進等による働き⼿の増加等によ

り、現役世代 1 ⼈当たりの負担

は単純な⼈数⽐の変化ほどは増

加していないことを補⾜する。 

 

○現役世代の社会保険料負担には

限界があることに気付かせ、⾜

りない分を賄う⽅法としてどの

ような⽅法があるか、考えさせ

る。ここで、先ほど学んだ積⽴

⽅式が応⽤できることに気付か

せる。 

 

※１時間⽬の展開⑤で「⾼齢者に

⽣活レベルを下げてもらうとい

う考え⽅」について考えたこと

を思い出させ、いきなり⼤幅に

年⾦額を下げることは⾼齢者の

⽣活への影響が⼤きくなり難し

いが、少しだけであればこうし

た⼯夫もできるのではないかと

いうことに気付かせ、マクロ経

済スライドの説明をしてもよ

い。（マクロ経済スライドのイメ

ージについては年⾦①副教材

p.16 参照。） 

 

○また、年⾦制度を変えるだけで

はなく、現役世代１⼈当たりの

社会保障を⽀える⼒を⾼めてい

くことも必要であることに気付

かせる。 

○さらに、１時間⽬の展開⑤で

「⾼齢者も働くことで収⼊を得

P.039
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年⾦②｜指導案 

 
学習内容 学習活動 

指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

役世代１⼈当たりの社会保障を⽀える

⼒が同じであることが前提となってい

るという説明や、１時間⽬の展開⑤

で、公的年⾦保険の活⽤以外にも「⾼

齢者も働くことで収⼊を得ればよいで

はないかという考え⽅」があったこと

を思い出す。） 

ればよいではないかという考え

⽅」について考えたことを思い

出させつつ、コラム「⾼齢者の

就業機会の確保」を参考に、働

きたい⾼齢者が働き続けること

ができるよう、定年の引上げ等

の動きがあることを説明する。 

展

開

② 

 

(2)サクラ国

の未来を考え

るプロジェク

ト 

 

○似たような国としての⽇本の調査が終

了したことを理解する。 

○⽇本の事例をもとに「サクラ国の未来を 

考えるプロジェクト」に取りかかる。 

・サクラ国の何が問題なのかを改めて整

理する。 

・⾼齢者の意⾒と若者の意⾒を⽐較する。 

・幸福・正義・公正の枠組みで考えること 

を理解する。 

 

 

○⽇本の現状を参考にしてサクラ

国の⾼齢者を⽀えるための新たな

政策を考えさせる。 

○⾃分の要求を主張するというこ

とも⼤切。⼀⽅で、助け合うとい

う精神がないと持続可能な社会の

形成は難しいということも理解さ

せる。 

展

開

③ 

(3)⽇本の若

者にメッセー

ジを送る 

○少⼦⾼齢化が進む中で、サクラ国は⾼

齢者を⽀え続けるためにどのような政

策を考えるべきなのか。サクラ国国⺠

として政府にメッセージを送る。 

 

○⽣徒配布⽤ツール５（メッセー

ジカード）を１⼈１枚配布し、

少⼦⾼齢化が進む中で、サクラ

国は⾼齢者を⽀え続けるために

どのような政策を考えるべきな

のか記⼊させる。 

○実は⾃分⾃⾝に向けてのメッセ

ージだということを指導者の⼝

からは⾔わない。⽣徒に⾔わせ

るよう留意する。 

ま

と

め 

２時間の授業

のまとめ 

○サクラ国はほぼ⽇本と同じ条件だが、

複雑な要素をすべて排除した単純な仕

組みで社会保障を考えたということを

理解する。 

○⽇本の社会保障を利⼰的な視点と利他

的な視点の両⾯から考えたことを理解

する。 

○あらゆる他の条件を⼀定にした

状態でサクラ国という架空の国

における社会保障を検討した。

このモデルでの経験を⽇本の政

策選択に活かすことができたか

どうかに留意しながら振り返り

をさせる。 

 

10
分 

10
分 

10
分 

P.040
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年⾦②｜指導案 

【コラム】  P.104〜 

〇⾼齢者の就業機会の確保 

 

 

【その他参考となる資料】  P.107 

○厚⽣労働省ウェブページ 「年⾦広報」 

○厚⽣労働省ウェブページ 「わたしとみんなの年⾦ポータル」 

  

P.041
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年⾦②｜指導案 

（⽣徒配布⽤ツール１）番号カード ※クラスの⼈数分⽤意する。 

 

  

１ ２ 

３ ４ 

５ 

７ ８ 

６ 
六 

P.042
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年⾦②｜指導案 

  

９ 10 

11 12 

13 

15 16 

14 

九 

P.043
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年⾦②｜指導案 

 

  

17 18 

19 20 

21 

23 24 

22 

P.044



 

14 

 

年⾦②｜指導案 

 

  

25 26 

27 28 

29 

31 32 

30 

P.045
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年⾦②｜指導案 

 

 

  

33 34 

35 36 

37 

39 40 

38 

P.046
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年⾦②｜指導案 

 

 

  

41 42 

43 44 

45 

47 48 

46 

P.047
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年⾦②｜指導案 

（⽣徒配布⽤ツール２）キャラクター設定カード ※それぞれクラスの⼈数分⽤意する。 

 

  

  

若者 

 

収入 
400 万円 

 

支出 

生 活 費 ：200 万円 

貯   金 ：100 万円 

納   税 ： 50 万円 

 ： 50 万円 

 

 

高齢者 

 

仕事は引退している 

貯金は 500 万円 

年金を年間 100 万円もらっている 

普通の生活をするためには 

年間で 200 万円必要 

P.048
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年⾦②｜指導案 

（⽣徒配布⽤ツール３）投票⽤紙 ※クラスの⼈数の２倍の枚数を⽤意する。 

 

投票⽤紙 
☆ どちらかに○印をつけてください 

私は（ 若者 ・ ⾼齢者 ）です 

１）若者の⽅↓   

   社会保険料を１００万円納めることに 

Ｙ ／ Ｎ （←どちらかに○印）  

２）⾼齢者の⽅↓   

若者に社会保険料１００万円を納めてほしいですか︖ 

Ｙ ／ Ｎ （←どちらかに○印）  

 

（⽣徒配布⽤ツール４）調査⽤紙 ※クラスの⼈数分⽤意する。 

 

調査⽤紙 

公的年⾦保険についてききます。 

あなたは、⽇本の公的年⾦保険は次のどちらの考え⽅を採⽤していると思っていますか︖ 

どちらかひとつを選んで○印を記⼊してください。 

 

考え⽅１ 年⾦は受給者⾃⾝が若いころから事前に積み⽴てていくという考え⽅ 

 

考え⽅２ 年⾦は現時点での現役世代の⼈々（働いている⼈々）の社会保険料を現時点

での⾼齢者に給付するという考え⽅ 

 

↓どちらかに「○」を書き込んでください 

考え⽅１  

考え⽅２  
 

 

P.049
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年⾦②｜指導案 

（⽣徒配布⽤ツール５）メッセージカード ※クラスの⼈数分⽤意する。 

 

メッセージカード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  年  組  番                        

 

 

メッセージカード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  年  組  番                        

 

P.050



昔（1960年） 現代（2015年）

三世代同居世帯数 411万 291万

高齢者単身世帯数 13万 592万

家族の人数 4.47人 2.47人

平均寿命 男65.32歳 女70.19歳
男81.09歳 女87.26歳

（2017年）

サラリーマンの割合 53.4％ 89.1％ （2017年）

家族をめぐる代表的な変化

資料：総務省「国勢調査」、厚生労働省「完全生命表」、総務省「労働力調査」

1

2021年4月1日

厚生労働省 政策統括官（総合政策担当）

副教材（公的年金保険②）

P.051

  

年金②｜副教材 



今と昔の物価の違い

資料：総務省「小売物価統計調査」

品 目 1965年 → 2020年

鶏肉

牛乳

カレーライス

コーヒー（喫茶店）

ノートブック

100g

瓶１本

１皿

１杯

１冊

71.8円

20円

105円

71.5円

30円

128円(1.8倍)

133円(6.6倍)

714円(6.8倍)

512円(7.2倍)

162円(5.4倍)

3

○ 日本を含め先進各国の公的年金保険は、いずれも、現役世代が納めた保険料をその時々の高齢者の
年金給付に充てる仕組み （＝賦課方式）を基本とした財政方式となっている。

公的年金保険は、「仕送り」を社会化したもの

2

社会保険料

年金

＜現在＞ ＜将来＞

社会保険料

年金

P.052

  

年金②｜副教材 



高齢者１人を支える現役世代の人数

1975年 2015年 2050年

20～64歳

人口

65歳以上

人口

（出所）総務省「国勢調査」、社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」（出生中位（死亡中位）推計）

4

P.053

  

年金②｜副教材 



 
                            

〇公的医療保険を題材としたモデル授業①指導案  
〇指導者用ワークシート  
〇副教材    
公的医療保険を題材とした 

モデル授業① 
【医療①】 

P.054



 

1 

 

医療①｜指導案 

公的医療保険を題材としたモデル授業①指導案 

 

○授業の⽬標 

・⼈⽣には様々なリスクが潜んでいること、社会保障がリスクに対して国⺠全体で⽀え合う制度であること

を理解する。 

・各⾃が必要と考える社会保障制度について考察し、⾃らの意⾒を、論拠をもって表現する。 

 

【１時間⽬】 

 学習内容 学習活動 
指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

【問い】持続可能な社会保障の在り⽅はどうあるべきか。 

１ 社会保障について考えてみよう 

導

⼊ 

(1)わた

したちの

⽣活と社

会保障制

度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発問これからの⼈⽣で起こるかもしれな

い困難な出来事にはどのようなものが

あるでしょうか︖【ワーク１】 

○これからの⻑い⼈⽣のなかで直⾯する

かもしれない困難な出来事についてワ

ークシートに記⼊する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○副教材 p.３「わたしたちの⽣活と社会

保障制度」を⾒て、社会保障制度の全

体像を把握するとともに、【ワーク１】

で記⼊した様々な困難な出来事への対

 

 

○卒業後の直近の⼈⽣だけではなく、⾼齢

期も含めて考えられるよう、アドバイス

する。 

 

※困難な出来事については、主なもの（病

気・ケガ、⻑⽣きによる収⼊減少、（⾃

分が）介護（を必要とする状態になるこ

と）、失業、貧困）をあらかじめ提⽰

し、⾃分にとってより困ると思う順番を

付けさせるなどといった⽅法により、望

んでいなくても誰もにこのような出来事

が起こりうることを確認させてもよい。

このとき、「⻑⽣きによる収⼊減少」に

ついては、⻑⽣きすること⾃体は望まし

いことであっても、⻑⽣きすることによ

って必要となる⽣活費等を事前に予測す

ることができず、経済的に困る可能性が

あることを補⾜する。 

 

○⼈⽣の中で起こりうる困難な出来事とそ

れに対応する社会保障制度の全体像を説

明する。 

15
分 

医療①｜指導案 

P.055



 

2 

 

医療①｜指導案 

 学習内容 学習活動 
指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応⽅法として使えそうな制度について

ワークシートにメモをする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○副教材 p.４〜５「社会保険とは︖」

「⽇本の社会保険制度」を参考に、社

会保険の仕組みと意義を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

発問社会保険がなかったら私たちの⽣活

はどうなるでしょうか︖【ワーク２】 

○社会保険がなかったら⾃分たちの⽣

活、⼈⽣がどのようになるのか考察

し、グループで議論する。 

 

 

 

・私たちの安定した⽣活に⽋かせない社会

保障制度。⽇々の「安⼼」の確保や⽣活

の「安定」を図るための制度であり、⼀

⽣を通じて私たちの⽣活を⽀える役割を

担っている。 

・⽇本の社会保障制度には、社会保険（◇

医療・年⾦・介護等）に加え、社会福祉

（☆児童⼿当、障害福祉サービス等）、

公的扶助（○⽣活保護等）、公衆衛⽣

（□感染症対策・保健事業等）がある。 

（○ワークシートに記⼊した困難な出来事

とその対応⽅法として使えると考えられ

る制度について発表させる。） 

 

○社会保険がない場合とある場合を⽐較し

つつ、社会保険の仕組みと意義を説明す

る。併せて、⽇本の具体的な社会保険制

度について説明する。 

・社会保険は、私たちの⽇常⽣活のリスク

を分かち合うため、法律で対象者を定め

加⼊を義務づけている。保険料の⾦額は

原則、賃⾦などの拠出能⼒に応じて決ま

る。（必要な保険料拠出をしていないと

必要な時にサービスを受けることができ

ない。低所得者には保険料の減免を実

施。） 

 

 

 

○グループでの議論の結果をワークシート

に記⼊させる。（いくつかのグループを

指名して発表させる。） 

※具体的にイメージすることが難しい場合

は、「医療保険がなかったら」などのよ

うに具体的な制度を１つ挙げて考えさせ

てもよい。 

医療①｜指導案 

P.056



 

3 

 

医療①｜指導案 

 学習内容 学習活動 
指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

(2)社会

保障を⽀

える財政 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○副教材 p.６〜８「社会保障給付費の推

移」「社会保障の給付と負担の現状」

「ライフサイクルでみた社会保障の給

付と負担のイメージ」を⾒て、気付い

たことを発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○発表を整理して板書する。 

・国⺠１⼈当たりの社会保障制度利⽤にか

かる費⽤（社会保障給付費）は年々増え

続けている。 

・社会保障給付費の６割は保険料で賄われ

ているが、税⾦も使われている。 

・⼀⽣の中で主に給付を受ける時期と、逆

に主に負担する時期がある。 

※現在、給付は⾼齢期中⼼、負担は成⼈期

中⼼というこれまでの社会保障の構造を

⾒直し、切れ⽬なく全ての世代を対象と

するとともに、全ての世代が能⼒に応じ

て負担し、公平に⽀え合う「全世代型社

会保障」への改⾰が⾏われていることを

補⾜してもよい。 

 

※参考資料「政策分野別社会⽀出の国際⽐

較」を参考に、⽇本における⾼齢者に対

する社会⽀出は、国際的に⾒ると、⾼齢

化率の⾼さ（28.4％）の割にはそれほど

多くないことを補⾜してもよい。 

 ・⾼齢者への⽀出の対 GDP ⽐は、スウ

ェーデン（⾼齢化率 20.0％）やドイツ

（⾼齢化率 21.4％）と同じくらいで、

フランス（19.7％）より低い。 

 

※副教材 p.８「ライフサイクルでみた社会

保障の給付と負担のイメージ」の説明の

参考などとして、p.９「社会保障制度を

⽀える主な「職業」」を⽰し、保険料・

税⾦を払う以外にも職業として社会保障

制度を⽀えることもできること、社会保

障制度には雇⽤を創出して経済を⽀える

機能もあることを説明してもよい。この

とき、⾝近な⼈が就いている職業や、将

来やってみたい職業などに○をつけさせ

てもよい。 

医療①｜指導案 

P.057



医療①｜指導案 

 

4 

 

医療①｜指導案 

 学習内容 学習活動 
指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

２ 公的医療保険について考えてみよう 

展

開

① 

 

(1)公的

医療保険

の仕組み 

 

発問窓⼝で保険証を提⽰した場合、あな

たが⽀払う⾦額はいくらになるでしょう

か︖【ワーク３】 

(○それぞれのケースについて、⾃⼰負担

額がいくらになるか計算し、発表す

る。) 

 

 

 

○⾃⼰負担割合と⾼額療養費制度につい

ての説明を聞きつつ、回答をワークシ

ートに記⼊する。 

 

 

 

 

 

(○それぞれのケースについて、計算した

⾃⼰負担額とその計算⽅法を発表させ

る。ケース２について、⾼額療養費制度

を知っている⽣徒がいれば、コメントす

るよう促す。)  

 

○⾃⼰負担割合と⾼額療養費制度について

説明する。（コラム「⾼額療養費制度」

参照。） 

・保険証を⽰すことで、国⺠誰もが原則３

割の⾃⼰負担で医療を受けられること、

保険料をプールしている仕組みなどを理

解させる。（居住地域によっては⼀定の

年齢まで医療費が無料⼜は定額である場

合もあり、その場合は⾃⼰負担部分を地

⽅⾃治体が公費（税⾦）で負担している

ことを説明してもよい。） 

・原則３割⾃⼰負担であることに加え、⾼

額な医療費がかかった場合でも、上限を

定めて現実的な負担で済むこと、⾼額療

養費の⾃⼰負担以外の部分は保険財源で

負担していることを理解させる。 

 

【解説の参考となる資料】 

・公的医療保険の仕組み 

厚⽣労働省ウェブページ 我が国の医療保

険について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunit

suite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken

/iryouhoken01/index.html 

 

 

10
分 

医療①｜指導案 

P.058

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html


 

5 

 

医療①｜指導案 

 学習内容 学習活動 
指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

    

厚⽣労働省「医療費における保険給付率

と患者負担率のバランス等の定期的な⾒

える化について」 

https://www.mhlw.go.jp/content/1240

1000/000834634.pdf 

    

 

 

 

展

開

② 

 

(2)医療

機関を受

診したと

きの医療

費 

発問医療機関でもらう領収証や診療明細

書から分かることは︖【ワーク４】 

○副教材 p.11〜12 の領収証・診療明細

書を⾒て、どのような情報が読み取れ

るか考え、発表する。他の⽣徒の発表

や指導者の説明も踏まえ、回答をワー

クシート（①）に記⼊する。 

 

 

 

○副教材 p.11〜12 の領収証・診療明細

書を⾒て、実際の医療費がいくらかか

っているか確認し、発表する。回答を

ワークシート（②）に記⼊する。 

 

 

 

 

○副教材 p.11〜12 の領収証・診療明細書

を⽰し、どのような情報が読み取れるか

発表させる。 

（領収証では、⾃⼰負担割合が３割である

ことを前提として⾃⼰負担額を計算して

おり、端数については、⼀の位の額を四

捨五⼊している。） 

 

○副教材 p.11〜12 の領収証・診療明細書

を⽰し、実際にかかっている医療費がい

くらか、発表させる。個別の診療項⽬が

点数表記になっていることに気付かせ、

点数と医療費の関係（１点＝10 円）を

説明する。 

・領収証・診療明細書の読み⽅を理解させ

るとともに、保険給付があることによっ

て⾃⼰負担が低く抑えられていることを

改めて理解・把握させる。 

5
分 

医療①｜指導案 

P.059

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000834634.pdf


 

6 

 

医療①｜指導案 

 学習内容 学習活動 
指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

展

開

③ 

 

(3)国⺠

皆保険制

度の必要

性 

 

○国⺠皆保険制度について理解・把握す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発問年齢階級別１⼈当たり医療費のグラ

フから読み取れることは︖【ワーク

５】 

○副教材 p.13「年齢階級別１⼈当たり医

療費（平成 30 年度）」を⾒て読み取れ

ることをワークシートに記⼊し、発表

する。 

 

 

発問国⺠皆保険制度は必要か、それはな

ぜか︖【ワーク６】 

○グループで議論し、結論と理由を発表

する。 

 

○国⺠皆保険制度について説明する。 

・国⺠全てが公的な医療保険に加⼊し、病

気やけがをした場合に「誰でも」、「どこ

でも」、「いつでも」保険を使って医療を

受けることができる。 

・社会全体でリスクをシェアすることで、

患者が⽀払う医療費の⾃⼰負担額が軽減

され、国⺠に対して良質かつ⾼度な医療

を受ける機会を平等に保障する仕組みと

なっている。 

 

【解説の参考となる資料】 

・厚⽣労働省「平成 24 年版厚⽣労働⽩

書」 

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/

kousei/12/dl/1-03.pdf 

    

 

 

 

 

 

 

○副教材 p.13 を⽰し、読み取れることを

発表させる。 

※副教材 p.8 も参照しつつ、⼦ども期、成

⼈期、⾼齢期に分けて、それぞれ他の時

期に⽐べて１⼈当たり医療費がどのよう

な傾向にあるか考えさせてもよい。 

 

 

 

○国⺠皆保険制度のメリットとデメリット

を意識するよう促しつつ、グループで議

論させ、発表させる。 

15
分 

医療①｜指導案 

P.060



 

7 

 

医療①｜指導案 

 学習内容 学習活動 
指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

・国⺠皆保険制度でなければ、保険料を負

担しないという選択肢もあり得る。その

場合に、各年齢階級における医療費を個

⼈で負担できるかを考えさせる。 

・⾼齢になるにつれ、医療費は増⼤してい

く傾向にあること、⼀⽅で若いうちも医

療費はかかっていることに注意させる。 

 

※医療保険制度は国によって⼤きな違いが

あることを説明してもよい。例えばアメ

リカでは、公的医療保険は⾼齢者や障害

者、低所得者だけを対象としており、⺠

間保険の利⽤が⼀般的である。このた

め、医療保険に⼊っていないことによっ

て巨額の医療費を請求されたり、加⼊し

ている保険の種類によって受診できる病

院に制限があったりする⼈がいる。 

ま

と

め 

 

本時のま

とめ 

○ワークシートに本時で学んだことを記

⼊する。 

 

○共助の⼤切さを強調する。 

・誰でも年齢を重ねると、現在の健康状

況、年齢に関係なく、いつでも予期しな

い困難に直⾯することがあるため、公的

医療保険（共助の仕組み）が極めて⼤切

であることに気付かせる。 

 

 

 

【その他活⽤可能な教材等】 

 

（導⼊） 

・外部講師の活⽤ 

←年の近い卒業⽣（出産、⼦育て、医療、介護で社会保障制度を利⽤した体験を聞く。）、⽼齢年⾦受給世

代等（年⾦についてどう考えるか聞く。）、各国の⼤使館（各国の社会保障制度について聞く。）へのイン

タビューを⾏う。年⾦制度について⽇本年⾦機構によるセミナー等を聞く。 

※外部講師の活⽤の際はオンライン会議を積極的に活⽤。 

 

5
分 

医療①｜指導案 

P.061



 

8 

 

医療①｜指導案 

・映画の視聴 

←｢家族を想うとき｣、アメリカの医療保険制度について扱った｢シッコ｣等社会保障全般を題材に扱った映

画を視聴し、社会保障が⾃分たちの⽣活に果たしている役割について議論する。 

 

（参考資料）政策分野別社会⽀出の国際⽐較  P.103 

 ※⾼齢⽀出には、⽼齢年⾦保険及び介護サービス（⽇本では介護保険）の給付費が含まれるが、医療保険

の給付費は保健⽀出に含まれていることに注意が必要。 

 

 

 

【コラム】  P.106 

〇⾼額療養費制度 

医療①｜指導案 

P.062



 

9 

 

医療①｜指導案 

 【２時間⽬】 

 学習内容 学習活動 
指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

導

⼊ 

 

前回の振り

返り 

○前の時間に学習したことを思い出す。 

 

○前の時間に学習したことを簡単に確認

させる。 

・公的医療保険（共助の仕組み）が⼤切

である⼀⽅、医療費が増⼤しているこ

とを把握させる。 

展

開

① 

 

 

(4)⽇本の

公的医療保

険の課題 

 

発問「医療費の動向」から分かることと

その原因は︖【ワーク７】 

○副教材 p.15 を⾒ながら、読み取れる

こととその原因として考えられること

をグループで議論する。 

 

 

 

○グループでの議論の結果をワークシー

トに記⼊させる。（いくつかのグループ

を指名して発表させる。） 

・１時間⽬の展開③で取り上げたよう

に、⾼齢になるにつれ、⼀⼈当たりの

医療費が増⼤する傾向にあることを取

り上げ考察させる。少⼦⾼齢化の進⾏

により、⽇本全体の医療費も年々増加

している。 

展

開

② 

 

(5)⽇本の

公的医療保

険の課題に

対して私た

ちができる

こと 

 

発問限りある医療資源（病院、医師、薬

等）を効率的に使うため、個⼈として

何ができるでしょうか︖【ワーク８】 

○⾃らの考えをワークシートに記⼊した

後、グループで議論する。グループで

出た意⾒を発表する。グループでの議

論や発表を通じて感じたことや理解し

たことをワークシートに記⼊する。 

 

 

 

 

○財源には限りがある⼀⽅で、医療費が

年々増⼤していることから、公的医療

保険の持続可能性には課題があること

を理解させ、まずは個⼈の取組として

できることはないか問いかける。個⼈

で考えをまとめる時間を取った後、グ

ループで議論させる。（いくつかのグル

ープを指名して発表させる。） 

【解説の参考となる資料】 

・健康保険組合連合会ウェブページ 健

康保険の基礎知識 第４回 ⾃分達で

も制度を守ろう︕医療費削減のために

できること 

https://www.kenporen.com/health-

insurance/basic/04.shtml 

 

5
分 

10
分 

15
分 

医療①｜指導案 

P.063



 

10 

 

医療①｜指導案 

 学習内容 学習活動 
指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

 

 

 

    

・厚⽣労働省ウェブページ 上⼿な医療

のかかり⽅.jp 

https://kakarikata.mhlw.go.jp/ 

 

 

 

    

展

開

③ 

 

(6)公的医

療保険を維

持するため

に社会とし

てできるこ

と 

 

発問公的医療保険を維持するために政府

や地⽅⾃治体として何ができるでしょ

うか︖【ワーク９】 

○⾃らの考えをワークシートに記⼊した

後、グループで議論する。グループで

出た意⾒を発表する。グループでの議

論や発表を通じて感じたことや分かっ

たことをワークシートに記⼊する。 

 

 

 

○個⼈での取組には限界があることに気

付かせつつ、社会全体でできることは

ないか問いかけ、個⼈で考えをまとめ

る時間を取った後、グループで議論さ

せる。議論の結果を発表させる。 

・１時間⽬の導⼊「(2)社会保障を⽀える

財政」で考えたことも思いださせつ

つ、負担の在り⽅も含め、様々な意⾒

が出るよう⼯夫・⽀援する。出てきた

意⾒について議論し、国⺠全体での議

論の必要性を伝える。 

○報道等で話題となっている公的医療保

険の⾒直しについて紹介してもよい。

（コラム「最近の公的医療保険の⾒直

し」参照。） 

ま

と

め 

 

 

２時間の授

業のまとめ 

○ワークシートにこの２時間の授業で学

んだことを記⼊する。 

 

○これまでの学習を踏まえ、公的医療保

険の課題を理解し、当事者意識をもっ

て考えていく必要があることを伝え

る。 

 

【コラム】  P.106 

〇最近の公的医療保険の⾒直し   

15
分 

5
分 

医療①｜指導案 

P.064



ワ
ー

ク
シ

ー
ト

（
１

時
間

⽬
）

 

（
 

 
年

 
 

組
 

 
番

 
⽒

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

１
 

社
会

保
障

に
つ

い
て

考
え

て
み

よ
う

 

【
ワ

ー
ク

１
】
こ

れ
か

ら
の

⼈
⽣

で
起

こ
る

か
も

し
れ

な
い

困
難

な
出

来
事

に
は

ど
の

よ
う

な
も

の
が

あ
る

か
、

書
い

て
み

よ
う

。
 

（
回

答
例

）
※

（
 ）

内
は

利
⽤

可
能

な
社

会
保

障
制

度
 

病
気

・
ケ

ガ
（

←
医

療
保

険
、

労
災

保
険

）、
⻑

⽣
き

に
よ

る
収

⼊
減

少
（

←
年

⾦
保

険
）、

⾃
分

が
介

護
を

必
要

と
す

る
状

態
に

な
る

こ
と

（
←

介
護

保
険

）、
失

業
（

←
雇

⽤
保

険
）、

貧
困

（
←

⽣
活

保
護

） 

 

 【
ワ

ー
ク

２
】

予
期

せ
ぬ

困
難

を
⽀

え
る

の
が

社
会

保
障

制
度

で
す

。
社

会
保

障
制

度
の

う
ち

、
社

会
保

険

に
は

医
療

・
年

⾦
・

介
護

保
険

な
ど

が
あ

り
ま

す
。

も
し

、
社

会
保

険
が

な
か

っ
た

ら
私

た
ち

の
⽣

活
は

ど
う

な
る

か
、

考
え

て
み

よ
う

。
 

（
回

答
例

）
 

・
医

療
や

介
護

に
か

か
る

費
⽤

を
全

額
⾃

⼰
負

担
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

た
め

、
重

い
病

気
や

要
介

護

度
に

な
っ

た
と

き
に

必
要

な
医

療
・

介
護

が
受

け
ら

れ
な

く
な

る
。

 

・
何

歳
ま

で
⽣

き
る

か
分

か
ら

な
い

な
か

で
、

働
き

な
が

ら
⾼

齢
期

の
⽣

活
費

を
全

額
確

実
に

⽤
意

し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

く
な

る
。

ま
た

、
親

が
仕

事
を

引
退

し
た

場
合

に
は

、
親

に
多

額
の

仕
送

り
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

く
な

る
。

 

  

→
今

⽇
は

公
的

医
療

保
険

に
つ

い
て

考
え

て
い

き
ま

す
。

 

 ２
 

公
的

医
療

保
険

に
つ

い
て

考
え

て
み

よ
う

 

（
１

）
公

的
医

療
保

険
の

仕
組

み
 

【
ワ

ー
ク

３
】

窓
⼝

で
保

険
証

を
提

⽰
し

た
場

合
、

あ
な

た
が

⽀
払

う
⾦

額
は

い
く

ら
に

な
る

か
、

計
算

し

て
み

よ
う

。
 

ケ
ー

ス
１

 
突

然
⾼

熱
が

出
た

あ
な

た
。

近
く

の
病

院
の

内
科

で
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

B
型

と
診

断
さ

れ
、

薬
も

含
め

て
治

療
代

は
全

部
で

１
万

円
に

な
り

ま
し

た
。

 

（
回

答
例

）
 

・
３

割
負

担
だ

か
ら

、
3
,0

0
0

円
。

国
⺠

皆
保

険
制

度
で

公
的

医
療

保
険

に
⼊

っ
て

い
る

か
ら

、
窓

⼝

で
の

⾃
⼰

負
担

は
３

割
に

な
る

。
 

  

医
療

①
（

指
導

者
⽤

）
 

ケ
ー

ス
２

 
マ

ラ
ソ

ン
中

に
転

倒
し

⼤
腿

⾻
⾻

折
の

⼤
ケ

ガ
。

⼿
術

を
し

て
１

ヶ
⽉

⼊
院

。
治

療
代

は
全

部

で
1
5
0

万
円

に
な

り
ま

し
た

。
 

（
回

答
例

）
 

・
３

割
負

担
な

の
で

、
原

則
と

し
て

4
5

万
円

を
⽀

払
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

が
、

⾼
額

な
負

担
と

な

っ
た

場
合

、
負

担
額

を
頭

打
ち

と
し

、
残

り
を

保
険

で
⽀

払
う

制
度

（
⾼

額
療

養
費

制
度

）
が

あ
る

。

こ
れ

を
利

⽤
し

た
場

合
、

通
常

１
ヶ

⽉
８

万
円

程
度

で
済

む
。

 

 （
２

）
医

療
機

関
を

受
診

し
た

と
き

の
医

療
費

 

【
ワ

ー
ク

４
】

医
療

機
関

で
も

ら
う

領
収

証
や

診
療

明
細

書
か

ら
分

か
る

こ
と

を
探

っ
て

み
よ

う
。

 

①
 

副
教

材
p
.1

1
〜

1
2

を
⾒

て
、
医

療
機

関
に

か
か

っ
て

窓
⼝

で
お

⾦
を

払
っ

た
時

に
受

け
取

る
領

収
証

や
診

療
明

細
書

か
ら

何
が

分
か

る
か

、
確

認
し

て
み

よ
う

。
 

（
回

答
例

）
 

・
診

療
内

容
と

費
⽤

。
 

 ②
 

副
教

材
p
.1

1
〜

1
2

に
載

っ
て

い
る

領
収

証
や

診
療

明
細

書
か

ら
実

際
の

医
療

費
が

い
く

ら
か

か
っ

て
い

る
か

、
確

認
し

て
み

よ
う

。
 

（
回

答
例

）
 

・
実

際
の

医
療

費
は

２
万

1
8
9
0

円
。

領
収

証
や

診
療

明
細

書
で

は
、

１
点

1
0

円
に

な
っ

て
い

る
。

 

 （
３

）
国

⺠
皆

保
険

制
度

の
必

要
性

 

【
ワ

ー
ク

５
】

副
教

材
p
.1

3
の

年
齢

階
級

別
１

⼈
当

た
り

医
療

費
の

グ
ラ

フ
か

ら
読

み
取

れ
る

こ
と

を
答

え
よ

う
。

 

（
回

答
例

）
 

・
⾼

齢
に

な
る

に
つ

れ
て

医
療

費
が

増
⼤

し
て

い
く

傾
向

に
あ

る
。

 

・
幼

い
頃

も
け

っ
こ

う
医

療
費

は
か

か
っ

て
い

る
。

 

 【
ワ

ー
ク

６
】

国
⺠

皆
保

険
制

度
は

必
要

か
、

そ
れ

は
な

ぜ
か

、
考

え
て

み
よ

う
。

 

（
回

答
例

）
 

・
必

要
。

国
⺠

皆
保

険
制

度
で

あ
れ

ば
、

収
⼊

や
個

⼈
が

抱
え

る
リ

ス
ク

に
よ

ら
ず

、
保

険
料

を
き

ち

ん
と

拠
出

し
て

い
れ

ば
、

い
つ

で
も

、
誰

で
も

、
医

療
が

受
け

ら
れ

る
か

ら
。

 

 【
本

⽇
の

振
り

返
り

】
今

⽇
の

授
業

で
学

ん
だ

こ
と

を
書

い
て

み
よ

う
。

 

 

P.065

 

医療①｜ワークシート 



ワ
ー

ク
シ

ー
ト

（
２

時
間

⽬
）

 

（
 

 
年

 
 

組
 

 
番

 
⽒

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

２
 

公
的

医
療

保
険

に
つ

い
て

考
え

て
み

よ
う

 

（
４

）
⽇

本
の

公
的

医
療

保
険

の
課

題
 

【
ワ

ー
ク

７
】

副
教

材
p
.1

5
「

医
療

費
の

動
向

」
か

ら
分

か
る

こ
と

と
そ

の
原

因
を

、
考

え
て

み
よ

う
。

 

（
回

答
例

）
 

・
医

療
費

が
年

々
増

加
し

て
い

る
。

⾼
齢

に
な

る
に

つ
れ

、
⼀

⼈
当

た
り

の
医

療
費

は
増

⼤
す

る
傾

向

に
あ

る
こ

と
か

ら
、

こ
の

変
化

は
少

⼦
⾼

齢
化

の
影

響
に

よ
る

も
の

と
考

え
ら

れ
る

。
 

  

 （
５

）
⽇

本
の

公
的

医
療

保
険

の
課

題
に

対
し

て
私

た
ち

が
で

き
る

こ
と

 

【
ワ

ー
ク

８
】

私
た

ち
が

で
き

る
医

療
資

源
（

病
院

、
医

師
、

薬
等

）
の

効
率

的
な

使
い

⽅
に

つ
い

て
、

考

え
て

み
よ

う
。

 

○
 

限
り

あ
る

医
療

資
源

を
効

率
的

に
使

う
た

め
、

個
⼈

と
し

て
何

が
で

き
る

か
、

考
え

て
み

よ
う

。
 

（
回

答
例

）
 

・
健

康
に

気
を

つ
け

る
。

 

・
か

か
り

つ
け

医
に

相
談

す
る

。
 

・
過

剰
な

病
院

受
診

（
ハ

シ
ゴ

受
診

）
を

控
え

る
。

 

 

 ○
 

グ
ル

ー
プ

に
分

か
れ

て
、

考
え

た
こ

と
を

発
表

し
よ

う
。

 

発
表

を
通

じ
て

感
じ

た
こ

と
や

分
か

っ
た

こ
と

に
つ

い
て

、
メ

モ
し

よ
う

。
 

（
回

答
例

）
 

・
他

の
⼈

か
ら

発
⾔

の
あ

っ
た

、
➀

ジ
ェ

ネ
リ

ッ
ク

医
薬

品
を

活
⽤

す
る

こ
と

や
➁

市
販

薬
で

代
替

で

き
る

医
薬

品
（

湿
布

薬
、

う
が

い
薬

、
保

湿
剤

等
）

に
つ

い
て

、
市

販
薬

を
購

⼊
す

る
こ

と
を

私
も

実
践

し
た

い
。

 

・
同

じ
病

気
で

必
要

以
上

に
複

数
の

病
院

に
⾏

く
ハ

シ
ゴ

受
診

は
問

題
だ

が
、

場
合

に
よ

っ
て

は
主

治

医
以

外
の

医
師

に
よ

る
助

⾔
（

セ
カ

ン
ド

オ
ピ

ニ
オ

ン
）

も
必

要
で

は
な

い
か

と
い

う
意

⾒
が

あ
っ

た
。

こ
の

場
合

で
も

、
何

度
も

⾏
う

必
要

の
な

い
検

査
に

つ
い

て
は

、
主

治
医

が
⾏

っ
た

検
査

結
果

を
次

の
病

院
に

持
っ

て
い

く
な

ど
、

⼯
夫

で
き

る
こ

と
は

あ
る

と
思

っ
た

。
 

・
窓

⼝
負

担
以

外
の

分
は

、
保

険
料

や
税

⾦
で

ま
か

な
わ

れ
て

い
る

の
で

、
多

く
の

⽀
え

⼿
に

よ
っ

て

担
わ

れ
て

い
る

こ
と

を
意

識
し

て
、

持
続

可
能

な
制

度
に

す
る

必
要

が
あ

る
と

思
っ

た
。

 

 

（
６

）
公

的
医

療
保

険
を

維
持

す
る

た
め

に
社

会
と

し
て

で
き

る
こ

と
 

【
ワ

ー
ク

９
】

公
的

医
療

保
険

を
維

持
す

る
た

め
に

政
府

や
地

⽅
⾃

治
体

と
し

て
で

き
る

こ
と

を
、

考
え

て

み
よ

う
。

 

○
 

公
的

医
療

保
険

を
維

持
す

る
た

め
に

、
個

⼈
の

努
⼒

だ
け

で
は

な
く

、
政

府
や

地
⽅

⾃
治

体
と

し
て

は

何
が

で
き

る
か

、
考

え
て

み
よ

う
。

 

（
回

答
例

）
 

・
保

険
料

や
⾃

⼰
負

担
割

合
を

⾒
直

す
。

 

・
市

販
薬

で
代

替
で

き
る

薬
に

つ
い

て
は

、
保

険
適

⽤
を

⾒
直

す
。

 

・
医

療
費

の
伸

び
を

、
経

済
の

伸
び

率
な

ど
の

⼀
定

の
範

囲
に

収
め

る
よ

う
調

整
す

る
。

 

  

 ○
 

グ
ル

ー
プ

に
分

か
れ

て
、

考
え

た
こ

と
を

発
表

し
よ

う
。

 

発
表

を
通

じ
て

感
じ

た
こ

と
や

分
か

っ
た

こ
と

に
つ

い
て

、
メ

モ
し

よ
う

。
 

（
回

答
例

）
 

・
医

療
は

、
⼀

旦
、

病
気

や
要

介
護

と
な

れ
ば

、
必

ず
必

要
と

な
る

も
の

で
あ

り
、

伸
び

を
機

械
的

に

調
整

す
る

と
、

限
界

を
超

え
た

利
⽤

者
負

担
や

国
⺠

の
健

康
⽔

準
の

低
下

を
招

く
の

で
は

な
い

か
と

い
う

意
⾒

が
あ

っ
た

。
 

・
能

⼒
に

応
じ

た
負

担
が

重
要

で
あ

り
、

⾼
齢

に
な

っ
て

も
働

い
て

い
る

⼈
が

増
え

て
い

る
こ

と
や

、

収
⼊

だ
け

で
は

な
く

⾦
融

資
産

に
も

着
⽬

す
る

こ
と

で
、

持
続

可
能

性
が

⾼
め

ら
れ

る
の

で
は

な
い

か
と

い
う

意
⾒

が
あ

っ
た

。
 

・
少

⼦
⾼

齢
化

が
進

む
中

で
、

⼦
ど

も
や

⼦
育

て
施

策
に

も
着

⽬
し

て
、

全
て

の
世

代
が

安
⼼

で
き

る

社
会

保
障

制
度

を
考

え
て

い
く

べ
き

と
の

意
⾒

が
あ

っ
た

。
⾃

分
達

も
当

事
者

と
し

て
の

意
識

を
も

っ
て

、
議

論
に

参
加

し
て

い
き

た
い

。
 

  

 【
こ

の
２

時
間

の
授

業
の

振
り

返
り

】
こ

の
２

時
間

の
授

業
で

学
ん

だ
こ

と
を

書
い

て
み

よ
う

。
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１時間目

2021年4月1日

厚生労働省 政策統括官（総合政策担当）

副教材（公的医療保険①）
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高齢者の居住環境の整備

障害福祉サービスの提供

児童扶養手当などの支給

介護が必要になった方

へ介護サービスの提供

◇◇ 介介護護保保険険

保育所などの設置

児童手当の支給

☆☆ 児児童童福福祉祉

仕事中の病気

ケガの補償

◇◇ 労労災災保保険険
失業時のサポート

育児や介護期間中の

就業者に対する支援

◇◇ 雇雇用用保保険険

結婚
出産

退職

特定健診（生活習慣

病予防）などの実施

□□ 保保健健事事業業

妊婦健診

乳幼児健診など

□□ 母母子子保保健健

厚生年金保険料

健康保険料

支払開始※20 歳

国民年金加入

国民年金保険料

支払開始
成人

就職

老齢になったときに年金を

支払い収入面を保障

◇◇ 年年金金保保険険

病気、ケガをしたときなど

に医療サービスを提供

◇◇ 医医療療保保険険

☆☆ 社社会会福福祉祉

わたしたちの生活と社会保障制度

食品、医薬品の安全性の確保

安全な水道水の供給

感染症への対応など

□□ 公公衆衆衛衛生生

困窮している方に生活費や

医療などを給付

就労支援などを実施

○○ 生生活活保保護護

出産に必要な費用の一部

を医療保険から給付

◇◇ 出出産産育育児児一一時時金金

就学

3

わたしたちの安定した生活に欠かせない社会保障制度。日々の「安心」の確保や生活の「安定」

を図るための制度であり、一生を通じてわたしたちの生活を支える役割を担っています。

※自営業者は国民年金保険料・国民健康保険料

40 歳

介護保険料

支払開始

社会保障について考えてみよう
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5

・「医療保険」は、病気やケガなどで通院や入院をした、出産したときなどに給付され、国民全員が加入しています

（国民皆保険）。

・「年金保険」は、収入減少というリスクに対して収入面で保障する制度で、長生きをした（老齢年金）、障害を

負った（障害年金）、お父さんやお母さんなど家計を支えていた方が亡くなった（遺族年金）ときなどに受給でき

ます（国民皆保険） 。

・「介護保険」は、高齢者の介護サービスを提供しています。

日本の社会保険制度

これらの社会保険制度は、

皆さんが支払う保険料（収入に応じて負担）と税金で運営され、社会全体で支え合う仕組みになっています。

「保険」とは、誰もが人生のなかで遭遇する可能性のある様々なリスク（病気・ケガ・退職や失業、長生きによる

収入減少など。）に備えて、人々が集まって集団（保険集団）をつくり、あらかじめお金（保険料）を出し合って、

リスクに遭遇した人に必要なお金やサービスを支給する仕組み。

⇒社会全体でこのような「保険」の仕組みを作るのが「社会保険」

社会保険がないと・・・ 社会保険があれば・・・

社会保険とは？

4

リスク
発生

リスクに

備えて

たくさん

貯金！

貯金では

足りな

かった･･･

あとどのくらい

貯めれば

いいのかな･･･

リスク
発生

会社ごとに

強制加入

従業員のため

に会社も出し

ましょう
リスク
発生

貯金だけでは

足りないとこ

ろだった･･･

リスク
発生

保険料を

払っていて

良かった･･･

自営業の人等

は地域で

強制加入

地域のみんなで

出したらこんな額に！
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保険料 72.4兆円（58.6%） 税金 51.3兆円（41.4%）

そ
の
他
の
歳
入

年金 58.5兆円（45.1%）

《対ＧＤＰ比 10.5%》

医療 40.7兆円（31.4%）

《対ＧＤＰ比 7.3%》

【【負負担担】】

社社会会保保障障のの給給付付とと負負担担のの現現状状（（22002211年年度度予予算算））

【【給給付付】】 社会保障給付費 129.6兆兆円円 （対ＧＤＰ比 23.2%）

福祉その他
（介護、子ども・子育て支援等）

30.5兆円（23.5%）
《対ＧＤＰ比 5.4%》

7
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120

130

年金

医療

福祉その他

1人当たり社会保障給付費

年年金金

福福祉祉そそのの他他

医医療療

一一人人当当たたりり社社会会保保障障給給付付費費（（右右目目盛盛））

1990

（平成2)

1950

（昭和25)

（兆円） （万円）

24.9

0.1 0.7

2000

（平成12)

2021

(予算ﾍﾞｰｽ)

129.6

社会保障給付費の推移

資料：国立社会保障・人口問題研究所「平成30年度社会保障費用統計」、2019～2021年度（予算ベース）は厚生労働省推計、

2021年度の国民所得額は「令和3年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（令和3年1月18日閣議決定）」

（注）図中の数値は、1950,1960,1970,1980,1990,2000及び2010並びに2021年度（予算ベース）の社会保障給付費（兆円）である。

3.5

47.4

78.4

105.4

1960

（昭和35)

1970

（昭和45)

1980

（昭和55)

2010

(平成22)

6

P.070

   

医療①｜副教材 



結婚
出産

退職

成人

就職

社会保障制度を支える主な「職業」

就学

9

保育士

医師

保健師

地方公務員 国家公務員

企業の人事

担当者

薬剤師

歯科医師

助産師

准看護師

看護師

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

義肢装具士

言語聴覚士

臨床検査技師

臨床工学技士

診療放射線技師

歯科衛生士

歯科技工士

あん摩マッサー

ジ指圧師

はり(鍼)師

きゆう(灸)師

柔道整復師

救急救命士

介護福祉士

社会福祉士 精神保健福祉士

公認心理師

管理栄養士

栄養士

介護支援専門員

（ケアマネジャー）

社会保険

労務士

医療事務調剤事務

給
付
金
額

0歳 5歳 10歳 15歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳

負
担
金
額

8

ライフサイクルでみた社会保障の給付と負担のイメージ

子子どどもも期期 成成人人期期 高高齢齢期期

子ども・

子育て支援

教育

年金

医療

介護

保険料・税金の

支払い
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医療機関でもらう領収証や診療明細書から分かることを探ってみよう

医療機関にかかった際には、領収証や診療明細書が発行されます。

運動中に肩を壊し、定期的に医療機関にかかっている高校生のある日の領収証や診療明細書を見てみましょう。

11

受診科 入・外 本・家

整形 外来 社保 家族

※厚生労働省が定める診療報酬や薬価等には、医療機関等が仕入れ時に負担する消費税が反映されています。

円 円

領収額

合  計 6,570円

保険外負担

合  計 21,890円 円 円
保険外

負　担

評価療養・選定療養 その他
保　険

保　険

（食事・生活）

（内訳） （内訳）
負担額 6,570円

病理診断 診断群分類（ＤＰＣ） 食事療養 生活療養

点 点 円 円

手　　術 麻　　酔 放射線治療

点 485点 点 点 点 点 点

画像診断 投　　薬

74点 点 点 点 点 1,630点 点

保　険

初・再診料 入院料等 医学管理等 在宅医療 検　　査

注　　射 リハビリテーション 精神科専門療法 処　　置

領収書Ｎｏ． 発　行　日 費　用　区　分 負担割合 区　分

1000013 令和2年6月30日 ３割 010

領　　　収　　　証

患者番号 氏　　　　名 請 求 期 間

01220
様

令和2年6月30日

東京都千代田区霞が関 １－２－２

霞が関病院 霞が関 花子
領収印

医療 太郎

領収証の例

公的医療保険について考えてみよう
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（注） 厚生労働省保険局「医療給付実態調査報告」等より作成。

年齢階級別１人当たり医療費（平成30年度）

23.9 

13.1 

10.4 

8.2 

7.9 

10.1 

11.8 

13.1 

14.9 

18.0 

23.0 

29.0 

36.8 

46.4 

60.4 

77.0 

92.4 

105.4 

113.4 

118.9 

118.6 

0 20 40 60 80 100 120 140

0～4

5～ 9

10～14

15～19

20～24

25～29

30～34

35～39

40～44

45～49

50～54

55～59

60～64

65～69

70～74

75～79

80～84

85～89

90～94

95～99

100～

（歳）

（万円）

13

一生涯でかかる

医療費の平均（※）は

約２，６００万円
※年齢階級別１人当たり医療費をもとに、

死亡率を考慮して計算。

医療機関でもらう領収書や診療明細書から分かることを探ってみよう

MRIによる

画像診断

診療明細書の例

12

入院外 保険

患者番号 　01220 氏名

受診科

部 回　数

再診・外来診療料 74 1

画像診断料 180 1

1,450 1

リハビリ 185 1

テーション 300 1

※厚生労働省が定める診療報酬や薬価等には、医療機関等が仕入れ時に負担する消費税が反映されています。

　 撮影回数　１回

 　肩関節唇損傷

点　数

　整形外科

＊画像診断管理加算２（コンピューター断層診断）

＊リハビリテーション総合計画評価料１

＊運動器　発症日　２年　５月　１日

 　疾患名（運動器リハビリテーション料）：右

＊MRI撮影（1.5テスラ以上３テスラ未満の機器）

　 撮影部位（MRI撮影）：肩

 　電子画像管理加算（コンピューター断層診断料）

診療明細書

＊外来診療料

受診日

項　　目　　名

2020/6/30医療　太郎

＊運動器リハビリテーション料（Ⅰ）

東京都千代田区霞が関 １－２－２
霞が関病院 霞が関 花子

・リハビリテーション：「リハビリ」のこと。

・肩関節唇：関節のまわりに唇のように付着している軟骨のこと。例えば、野球の投球やテニスのサーブ

などで肩を酷使した際に、損傷が起こりやすいといわれている。
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11.4 12.0 12.7 13.3 13.7 14.2 14.5 15.1 15.4 16.0 16.4 17.1

4.1 
5.9 

8.9 
11.2 

11.7 11.7 11.7 11.6 11.6 11.3 11.3 

16.0 

20.6 

27.0 

30.1 31.1 31.0 31.5 32.1 33.1 33.1 34.1 34.8 
36.0 

37.4 
38.6 39.2 40.1 40.8 

42.4 42.1 43.1 43.4 44.4 

(25.4%) (28.8%)

(33.1%)

(37.2%) (37.5%)
(37.9%) (36.9%) (36.1%) (35.1%) (34.0%) (33.0%) (32.8%) (33.4%)

(34.0%) (34.5%)(34.9%)
(35.4%) (35.5%) (35.7%)(36.5%) (37.2%) (37.8%)

(38.4%)

4.8%
4.6%

5.2%

5.7%
6.0% 6.0% 6.1% 6.2% 6.3% 6.3% 6.4%

6.8%

7.3% 7.5%
7.8% 7.9% 7.9% 7.9% 8.0% 7.8% 7.9% 7.9%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

0

10

20

30

40

50

1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

後後期期高高齢齢者者（（老老人人））医医療療費費 （（兆兆円円））
※ （ ）内は後期高齢者（老人）医療費の国民医療費に占める割合

国国 民民 医医 療療 費費 （（兆兆円円））

（兆円）

＜対前年度伸び率＞

医療費の動向

（％）

（診療報酬改定） 0.2% ▲2.7% ▲1.0% ▲3.16% ▲0.82% 0.19% 0.004% 0.10% ▲1.33% ▲1.19%▲0.07%

（主な制度改正） ・介護保険制度施行

・高齢者１割負担導入

（2000）

・高齢者１割

負担徹底

（2002）

・被用者本人

３割負担等

（2003）

・現役並み

所得高齢者

３割負担等

（2006）

・未就学児

２割負担

（2008）

・70-74歳

２割負担

(※)
（2014）

国民医療費の対GDP比

老老人人医医療療のの対対象象年年齢齢のの引引上上げげ

7700歳歳以以上上 →→  7755歳歳以以上上
（（～～22000022..99）） （（22000077..1100～～））

（実績見込み）（年度）

注１ GDPは内閣府発表の国民経済計算による。

注２ 2019年度の国民医療費（及び後期高齢者医療費。以下同じ。）は実績見込みである。2019年度分は、2018年度の国民医療費に2019年度の概算医療費の伸び率（上表の斜字体）を乗じること

によって推計している。

（※）70-74歳の者の一部負担金割合の予算凍結措置解除（1割→2割）。2014年4月以降新たに70歳に達した者から2割とし、同年3月までに70歳に達した者は1割に据え置く。

1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(S60) (H2) (H7) (H12) (H13) (H14) (H15) (H16) (H17) (H18) (H19) (H20) (H21) (H22) (H23) (H24) (H25) (H26) (H27) (H28) (H29) (H30) (R1)

国民医療費 6.1 4.5 4.5 ▲1.8 3.2 ▲0.5 1.9 1.8 3.2 ▲0.0 3.0 2.0 3.4 3.9 3.1 1.6 2.2 1.9 3.8 ▲0.5 2.2 0.8 2.4

後期高齢者（老人）医療費 12.7 6.6 9.3 ▲5.1 4.1 0.6 ▲0.7 ▲0.7 0.6 ▲3.3 0.1 1.2 5.2 5.9 4.5 3.0 3.6 2.1 4.4 1.6 4.2 2.5 3.9

GDP 7.2 8.6 2.7 1.2 ▲1.8 ▲0.8 0.6 0.7 0.8 0.6 0.4 ▲4.0 ▲3.4 1.5 ▲1.1 0.1 2.6 2.2 2.8 0.8 2.0 0.1 －

15

２時間目
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〇公的医療保険を題材としたモデル授業②指導案  
〇指導者用ワークシート  
〇副教材       
公的医療保険を題材とした 

モデル授業② 
【医療②】 

P.075



 

1 

 

医療②｜指導案 

公的医療保険を題材としたモデル授業②指導案 

 

○授業の⽬標 

・⼈⽣には様々なリスクが潜んでいること、社会保障がリスクに対して国⺠全体で⽀え合う制度であること

を理解する。 

・各⾃が必要と考える社会保障制度について考察し、⾃らの意⾒を、論拠をもって表現する。 

 

【１時間⽬】 

 学習内容 学習活動 
指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

【問い】持続可能な社会保障の在り⽅はどうあるべきか。 

１ 社会保障について考えてみよう 

導

⼊ 

 

(1)わた

したちの

⽣活と社

会保障制

度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発問これからの⼈⽣で起こるかもしれな

い困難な出来事にはどのようなものが

あるでしょうか︖【ワーク１】 

○これからの⻑い⼈⽣のなかで直⾯する

かもしれない困難な出来事についてワ

ークシートに記⼊する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○副教材 p.３「わたしたちの⽣活と社会

保障制度」を⾒て、社会保障制度の全

体像を把握するとともに、【ワーク１】

で記⼊した様々な困難な出来事への対

 

 

 

○卒業後の直近の⼈⽣だけではなく、⾼齢

期も含めて考えられるよう、アドバイス

する。 

 

※困難な出来事については、主なもの（病

気・ケガ、⻑⽣きによる収⼊減少、（⾃

分が）介護（を必要とする状態になるこ

と）、失業、貧困）をあらかじめ提⽰

し、⾃分にとってより困ると思う順番を

付けさせるなどといった⽅法により、望

んでいなくても誰もにこのような出来事

が起こりうることを確認させてもよい。

このとき、「⻑⽣きによる収⼊減少」に

ついては、⻑⽣きすること⾃体は望まし

いことであっても、⻑⽣きすることによ

って必要となる⽣活費等を事前に予測す

ることができず、経済的に困る可能性が

あることを補⾜する。 

 

○⼈⽣の中で起こりうる困難な出来事とそ

れに対応する社会保障制度の全体像を説

明する。 

15
分 

医療②｜指導案 

P.076



 

2 

 

医療②｜指導案 

 学習内容 学習活動 
指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応⽅法として使えそうな制度について

ワークシートにメモをする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○副教材 p.４〜５「社会保険とは︖」

「⽇本の社会保険制度」を参考に、社

会保険の仕組みと意義を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

発問社会保険がなかったら私たちの⽣活

はどうなるでしょうか︖【ワーク２】 

○社会保険がなかったら⾃分たちの⽣

活、⼈⽣がどのようになるのか考察

し、グループで議論する。 

 

 

 

・私たちの安定した⽣活に⽋かせない社会

保障制度。⽇々の「安⼼」の確保や⽣活

の「安定」を図るための制度であり、⼀

⽣を通じて私たちの⽣活を⽀える役割を

担っている。 

・⽇本の社会保障制度には、社会保険（◇

医療・年⾦・介護等）に加え、社会福祉

（☆児童⼿当、障害福祉サービス等）、

公的扶助（○⽣活保護等）、公衆衛⽣

（□感染症対策・保健事業等）がある。 

（○ワークシートに記⼊した困難な出来事

とその対応⽅法として使えると考えられ

る制度について発表させる。） 

 

○社会保険がない場合とある場合を⽐較し

つつ、社会保険の仕組みと意義を説明す

る。併せて、⽇本の具体的な社会保険制

度について説明する。 

・社会保険は、私たちの⽇常⽣活のリスク

を分かち合うため、法律で対象者を定め

加⼊を義務づけている。保険料の⾦額は

原則、賃⾦などの拠出能⼒に応じて決ま

る。（必要な保険料拠出をしていないと

必要な時にサービスを受けることができ

ない。低所得者には保険料の減免を実

施。） 

 

 

 

○グループでの議論の結果をワークシート

に記⼊させる。（いくつかのグループを

指名して発表させる。） 

※具体的にイメージすることが難しい場合

は、「医療保険がなかったら」などのよ

うに具体的な制度を１つ挙げて考えさせ

てもよい。 

医療②｜指導案 

P.077



 

3 

 

医療②｜指導案 

 学習内容 学習活動 
指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

(2)社会

保障を⽀

える財政 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○副教材 p.６〜８「社会保障給付費の推

移」「社会保障の給付と負担の現状」

「ライフサイクルでみた社会保障の給

付と負担のイメージ」を⾒て、気付い

たことを発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○発表を整理して板書する。 

・国⺠１⼈当たりの社会保障制度利⽤にか

かる費⽤（社会保障給付費）は年々増え

続けている。 

・社会保障給付費の６割は保険料で賄われ

ているが、税⾦も使われている。 

・⼀⽣の中で主に給付を受ける時期と、逆

に主に負担する時期がある。 

※現在、給付は⾼齢期中⼼、負担は成⼈期

中⼼というこれまでの社会保障の構造を

⾒直し、切れ⽬なく全ての世代を対象と

するとともに、全ての世代が能⼒に応じ

て負担し、公平に⽀え合う「全世代型社

会保障」への改⾰が⾏われていることを

補⾜してもよい。 

 

※参考資料「政策分野別社会⽀出の国際⽐

較」を参考に、⽇本における⾼齢者に対

する社会⽀出は、国際的に⾒ると、⾼齢

化率の⾼さ（28.4％）の割にはそれほど

多くないことを補⾜してもよい。 

 ・⾼齢者への⽀出の対 GDP ⽐は、スウ

ェーデン（⾼齢化率 20.0％）やドイツ

（⾼齢化率 21.4％）と同じくらいで、

フランス（19.7％）より低い。 

 

※副教材 p.８「ライフサイクルでみた社会

保障の給付と負担のイメージ」の説明の

参考などとして、p.９「社会保障制度を

⽀える主な「職業」」を⽰し、保険料・

税⾦を払う以外にも職業として社会保障

制度を⽀えることもできること、社会保

障制度には雇⽤を創出して経済を⽀える

機能もあることを説明してもよい。この

とき、⾝近な⼈が就いている職業や、将

来やってみたい職業などに○をつけさせ

てもよい。 

医療②｜指導案 

P.078



 

4 

 

医療②｜指導案 

 学習内容 学習活動 
指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

２．公的医療保険について考えてみよう 

展

開

① 

 

 

(1)公的

医療保険

の仕組み 

 

発問窓⼝で保険証を提⽰した場合、あな

たが⽀払う⾦額はいくらになるでしょう

か︖【ワーク３】 

(○それぞれのケースについて、⾃⼰負担

額がいくらになるか計算し、発表す

る。) 

 

 

 

○⾃⼰負担割合と⾼額療養費制度につい

ての説明を聞きつつ、回答をワークシ

ートに記⼊する。 

 

 

 

 

 

(○それぞれのケースについて、計算した

⾃⼰負担額とその計算⽅法を発表させ

る。ケース２について、⾼額療養費制度

を知っている⽣徒がいれば、コメントす

るよう促す。) 

 

○⾃⼰負担割合と⾼額療養費制度について

説明する。（コラム「⾼額療養費制度」

参照。） 

・保険証を⽰すことで、国⺠誰もが原則３

割の⾃⼰負担で医療を受けられること、

保険料をプールしている仕組みなどを理

解させる。（居住地域によっては⼀定の

年齢まで医療費が無料⼜は定額である場

合もあり、その場合は⾃⼰負担部分を地

⽅⾃治体が公費（税⾦）で負担している

ことを説明してもよい。） 

・原則３割⾃⼰負担であることに加え、⾼

額な医療費がかかった場合でも、上限を

定めて現実的な負担で済むこと、⾼額療

養費の⾃⼰負担以外の部分は保険財源で

負担していることを理解させる。 

 

【解説の参考となる資料】 

・公的医療保険の仕組み 

厚⽣労働省ウェブページ 我が国の医療保

険について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunit

suite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken

/iryouhoken01/index.html 

 

10
分 

医療②｜指導案 

P.079

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html


 

5 

 

医療②｜指導案 

 学習内容 学習活動 
指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

 

 

 

   

厚⽣労働省「医療費における保険給付率と

患者負担率のバランス等の定期的な⾒える

化について」 

https://www.mhlw.go.jp/content/124

01000/000834634.pdf 

 

 

 

 

   

展

開

② 

 

 

(2)医療

機関を受

診したと

きの医療

費 

発問医療機関でもらう領収証や診療明細

書から分かることは︖【ワーク４】 

○副教材 p.11〜12 の領収証・診療明細

書を⾒て、どのような情報が読み取れ

るか考え、発表する。他の⽣徒の発表

や指導者の説明も踏まえ、回答をワー

クシート（①）に記⼊する。 

 

 

 

○副教材 p.11〜12 の領収証・診療明細

書を⾒て、実際の医療費がいくらかか

っているか確認し、発表する。回答を

ワークシート（②）に記⼊する。 

 

 

 

 

○副教材 p.11〜12 の領収証・診療明細書

を⽰し、どのような情報が読み取れるか

発表させる。 

（領収証では、⾃⼰負担割合が３割である

ことを前提として⾃⼰負担額を計算して

おり、端数については、⼀の位の額を四

捨五⼊している。） 

 

○副教材 p.11〜12 の領収証・診療明細書

を⽰し、実際にかかっている医療費がい

くらか、発表させる。個別の診療項⽬が

点数表記になっていることに気付かせ、

点数と医療費の関係（１点＝10 円）を

説明する。 

・領収証・診療明細書の読み⽅を理解させ

るとともに、保険給付があることによっ

て⾃⼰負担が低く抑えられていることを

改めて理解・把握させる。 

5
分 

医療②｜指導案 

P.080

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000834634.pdf


 

6 

 

医療②｜指導案 

 学習内容 学習活動 
指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

展

開

③ 

 

(3)国⺠

皆保険制

度の必要

性① 

 

○国⺠皆保険制度について理解・把握す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○副教材 p.13〜15 の「公的医療保険と

⺠間医療保険の違いについて」を参照

し、公的医療保険と⺠間医療保険のそ

れぞれの特徴を確認する。 

 

発問「公的医療保険」がなく、「⺠間医

療保険」のみ存在する場合にはどうな

るでしょうか︖【ワーク５】 

○副教材 p.13〜15 の「公的医療保険と

⺠間医療保険の違いについて」を参考

に、グループで議論し、発表する。 

 

 

 

 

○国⺠皆保険制度について説明する。 

・国⺠全てが公的な医療保険に加⼊し、病

気やけがをした場合に「誰でも」、「どこ

でも」、「いつでも」保険を使って医療を

受けることができる。 

・社会全体でリスクをシェアすることで、

患者が⽀払う医療費の⾃⼰負担額が軽減

され、国⺠に対して良質かつ⾼度な医療

を受ける機会を平等に保障する仕組みと

なっている。 

 

【解説の参考となる資料】 

・厚⽣労働省「平成 24 年版厚⽣労働⽩

書」 

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/

kousei/12/dl/1-03.pdf 

 

 

 

 

○副教材 p.13〜15 の「公的医療保険と⺠

間医療保険の違いについて」を⽰し、公

的医療保険と⺠間医療保険の違いを説明

する。 

 

 

 

 

○グループで議論させ、いくつかのグルー

プに発表させる。公的医療保険が極めて

⼤切な制度であることに気付かせる。 

・お⾦がない⼈は保険に⼊ることができ

ず、⾃分のお⾦だけでは治療にかかる費

⽤を⽀払うことができないことから、必

要な治療が受けらない可能性がある。 

15
分 

医療②｜指導案 

P.081



 

7 

 

医療②｜指導案 

 学習内容 学習活動 
指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

 

 

 

・国⺠誰もが必要な治療を受けられるとい

うことは私たちが⽣活を送る上で重要で

ある。また、⼈々が⽣活していく上での

安⼼感を育み、社会全体にとっても重要

である。 

ま

と

め 

 

本時のま

とめ 

○ワークシートに本時で学んだことを記

⼊する。 

 

○共助の⼤切さ、国⺠皆保険制度の必要性

を強調する。 

・誰でも年齢を重ねると、現在の健康状

況、年齢に関係なく、いつでも予期しな

い困難に直⾯することがあるため、国⺠

全てが加⼊する公的医療保険（共助の仕

組み）が極めて⼤切であることに気付か

せる。 

 

 

【その他活⽤可能な教材等】 

 

（導⼊） 

・外部講師の活⽤ 

←年の近い卒業⽣（出産、⼦育て、医療、介護で社会保障制度を利⽤した体験を聞く。）、⽼齢年⾦受給世

代等（年⾦についてどう考えるか聞く。）、各国の⼤使館（各国の社会保障制度について聞く。）へのイン

タビューを⾏う。年⾦制度について⽇本年⾦機構によるセミナー等を聞く。 

※外部講師の活⽤の際はオンライン会議を積極的に活⽤。 

 

・映画の視聴 

←｢家族を想うとき｣、アメリカの医療保険制度について扱った｢シッコ｣等社会保障全般を題材に扱った映

画を視聴し、社会保障が⾃分たちの⽣活に果たしている役割について議論する。 

 

（参考資料）政策分野別社会⽀出の国際⽐較  P.103 

 ※⾼齢⽀出には、⽼齢年⾦保険及び介護サービス（⽇本では介護保険）の給付費が含まれるが、医療保険

の給付費は保健⽀出に含まれていることに注意が必要。 

 

 

【コラム】  P.106 

〇⾼額療養費制度 

 

5
分 

医療②｜指導案 

P.082
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医療②｜指導案 

【２時間⽬】  

 学習内容 学習活動 
指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

導

⼊ 

 

(3)国⺠皆

保険制度の

必要性② 

 

発問国⺠皆保険制度は必要か、それ

はなぜか︖【ワーク６】 

○副教材 p.17「年齢階級別１⼈当た

り医療費（平成 30 年度）」を⾒て

読み取れることをワークシートに

記⼊する。これも踏まえてグルー

プで議論する。 

 

 

 

※年齢階級別１⼈当たり医療費のグラフの読

み取りに当たっては、副教材 p.8 も参照し

つつ、⼦ども期、成⼈期、⾼齢期に分け

て、それぞれ他の時期に⽐べて１⼈当たり

医療費がどのような傾向にあるか考えさせ

てもよい。 

 

○国⺠皆保険制度のメリットとデメリットを

意識するよう促しつつ、グループで議論さ

せ、その結果をワークシートに記⼊させ

る。（いくつかのグループを指名して発表さ

せる。） 

・国⺠皆保険制度でなければ、保険料を負担

しないという選択肢もあり得る。その場合

に、各年齢階級における医療費を個⼈で負

担できるかを考えさせる。 

・⾼齢になるにつれ、医療費は増⼤していく

傾向にあること、⼀⽅で若いうちも医療費

はかかっていることに注意させる。 

 

※医療保険制度は国によって⼤きな違いがあ

ることを説明してもよい。例えばアメリカ

では、公的医療保険は⾼齢者や障害者、低

所得者だけを対象としており、⺠間保険の

利⽤が⼀般的である。このため、医療保険

に⼊っていないことによって巨額の医療費

を請求されたり、加⼊している保険の種類

によって受診できる病院に制限があったり

する⼈がいる。 

展

開

① 

(4)⽇本の

公的医療保

険の課題 

発問「医療費の動向」から分かるこ

ととその原因は︖【ワーク７】 

○副教材 p.18 を⾒ながら、読み取

 

 

○副教材 p.18 を⽰し、読み取れることとそ

10
分 

医療②｜指導案 

P.083



 

9 

 

医療②｜指導案 

 学習内容 学習活動 
指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

 

 

 れることとその原因として考えら

れることをワークシートに記⼊

し、発表する。 

 

の原因として考えられることを考えさせ、

発表させる。 

・導⼊で取り上げたように、⾼齢になるにつ

れ、⼀⼈当たりの医療費が増⼤する傾向に

あることを取り上げ考察させる。少⼦⾼齢

化の進⾏により、⽇本全体の医療費も年々

増加している。 

展

開

② 

 

(5)⽇本の

公的医療保

険の課題へ

の対応を考

える（⾼額

な医療への

対応） 

 

発問⽇本の公的医療保険では、保険

の対象となる医薬品とその「薬

価」が定められています。現在、

画期的な新薬として、数千万円す

るような新薬も登場しています

が、そういった⾼額な新薬を保険

適⽤することについて、どう考え

ますか︖【ワーク８】 

○⾃らの考えをワークシートに記⼊

した後、グループで議論する。グ

ループで出た意⾒を発表する。グ

ループでの議論や発表を通じて感

じたことや理解したことをワーク

シートに記⼊する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○限られた財源の中で、必要な医療サービス

を提供することの難しさに気付かせるた

め、副教材 p.19 も⽰しつつ、個⼈で考えを

まとめる時間を取った後、グループで議論

させる。議論の結果を発表させる。 

・副教材 p.19 にもあるように、現在、画期

的な新薬として、１⼈分の価格が⼀千万円

を超えるような新薬も登場しているが、財

源に限りのある中でそういった⾼額な新薬

を全て保険適⽤することの是⾮について考

えさせる。 

展

開

③ 

 

(6)⽇本の

公的医療保

険の課題へ

の対応を考

える（医療

費負担軽減

へのインセ

発問医療費負担軽減にインセンティ

ブを持たせるため、健康な⼈の保

険料を軽減する仕組みを導⼊して

はどうか︖【ワーク９】 

○⾃らの考えをワークシートに記⼊

した後、グループで議論する。グ

ループで出た意⾒を発表する。グ

 

 

 

 

○少⼦⾼齢化の進⾏に伴い、医療費が増⼤す

ることが想定されるなかで公的医療保険を

持続可能なものとするためには何らかの対

5
分 

15
分 

15
分 

医療②｜指導案 

P.084



 

10 

 

医療②｜指導案 

 学習内容 学習活動 
指導上の留意点 

（社会保障教育の視点） 

ンティブ付

け） 

 

ループでの議論や発表を通じて感

じたことや分かったことをワーク

シートに記⼊する。 

応が必要だが、⼈々に新たな対応を求める

ときは、⾃分とは異なる、様々な⽴場の⽅

が納得できるものにする必要があることに

気付かせるため、個⼈で考えをまとめる時

間をとった後、グループでその是⾮につい

て議論させる。議論の結果を発表させる。 

 

・インセンティブがあることで皆がより健康

になろうと頑張り、全体の医療費が減少す

るというメリットが考えられる⼀⽅で、健

康は⾃⾝ではどうしようもない要因がある

にもかかわらず病気で保険料が上がってし

まうと安⼼して⽣活を送ることができない

し公平な制度とはいえないといったデメリ

ットがあることに気付かせる。 

・⾃分⾃⾝の今の状況だけから考えるのでは

なく、様々な事情を抱えた⼈のことも想像

しながら議論するよう促す。 

 

※あらかじめ、「病気をしたことがなく健康

で、⽇々健康に気を使っている⼈」「病気を

したことがなく今のところ健康だが、睡

眠・運動不⾜で⾷⽣活も乱れがちな⼈」「持

病がある⼈」「⽣まれつき体が弱くて病気が

ちな⼈」といった多様なモデルを提⽰し、

この制度がそれぞれの⼈にとってどのよう

な影響があるか考えさせてもよい。 

ま

と

め 

 

 

 

2 時間の授

業のまとめ 

○ワークシートにこの２時間の授業

で学んだことを記⼊する。 

 

○これまでの学習を踏まえ、公的医療保険の

課題を理解し、当事者意識をもって考えて

いく必要があることを伝える。 

 

5
分 

医療②｜指導案 

P.085



 
医

療
②

（
指

導
者

⽤
）

 

ワ
ー

ク
シ

ー
ト

（
１

時
間

⽬
）

 

（
 

 
年

 
 

組
 

 
番

 
⽒

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

１
 

社
会

保
障

に
つ

い
て

考
え

て
み

よ
う

 

【
ワ

ー
ク

１
】
こ

れ
か

ら
の

⼈
⽣

で
起

こ
る

か
も

し
れ

な
い

困
難

な
出

来
事

に
は

ど
の

よ
う

な
も

の
が

あ
る

か
、

書
い

て
み

よ
う

。
 

（
回

答
例

）
※

（
 ）

内
は

利
⽤

可
能

な
社

会
保

障
制

度
 

病
気

・
ケ

ガ
（

←
医

療
保

険
、

労
災

保
険

）、
⻑

⽣
き

に
よ

る
収

⼊
減

少
（

←
年

⾦
保

険
）、

⾃
分

が
介

護
を

必
要

と
す

る
状

態
に

な
る

こ
と

（
←

介
護

保
険

）、
失

業
（

←
雇

⽤
保

険
）、

貧
困

（
←

⽣
活

保
護

） 

 

 【
ワ

ー
ク

２
】

予
期

せ
ぬ

困
難

を
⽀

え
る

の
が

社
会

保
障

制
度

で
す

。
社

会
保

障
制

度
の

う
ち

、
社

会
保

険

に
は

医
療

・
年

⾦
・

介
護

保
険

な
ど

が
あ

り
ま

す
。

も
し

、
社

会
保

険
が

な
か

っ
た

ら
私

た
ち

の
⽣

活
は

ど
う

な
る

か
、

考
え

て
み

よ
う

。
 

（
回

答
例

）
 

・
医

療
や

介
護

に
か

か
る

費
⽤

を
全

額
⾃

⼰
負

担
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

た
め

、
重

い
病

気
や

要
介

護

度
に

な
っ

た
と

き
に

必
要

な
医

療
・

介
護

が
受

け
ら

れ
な

く
な

る
。

 

・
何

歳
ま

で
⽣

き
る

か
分

か
ら

な
い

な
か

で
、

働
き

な
が

ら
⾼

齢
期

の
⽣

活
費

を
全

額
確

実
に

⽤
意

し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

く
な

る
。

ま
た

、
親

が
仕

事
を

引
退

し
た

場
合

に
は

、
親

に
多

額
の

仕
送

り
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

く
な

る
。

 

 

→
今

⽇
は

公
的

医
療

保
険

に
つ

い
て

考
え

て
い

き
ま

す
。

 

 ２
 

公
的

医
療

保
険

に
つ

い
て

考
え

て
み

よ
う

 

（
１

）
公

的
医

療
保

険
の

仕
組

み
 

【
ワ

ー
ク

３
】

窓
⼝

で
保

険
証

を
提

⽰
し

た
場

合
、

あ
な

た
が

⽀
払

う
⾦

額
は

い
く

ら
に

な
る

か
、

計
算

し

て
み

よ
う

。
 

ケ
ー

ス
１

 
突

然
⾼

熱
が

出
た

あ
な

た
。

近
く

の
病

院
の

内
科

で
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

B
型

と
診

断
さ

れ
、

薬
も

含
め

て
治

療
代

は
全

部
で

１
万

円
に

な
り

ま
し

た
。

 

（
回

答
例

）
 

・
３

割
負

担
だ

か
ら

、
3
,0

0
0

円
。

国
⺠

皆
保

険
制

度
で

公
的

医
療

保
険

に
⼊

っ
て

い
る

か
ら

、
窓

⼝

で
の

⾃
⼰

負
担

は
３

割
に

な
る

。
 

  

ケ
ー

ス
２

 
マ

ラ
ソ

ン
中

に
転

倒
し

⼤
腿

⾻
⾻

折
の

⼤
ケ

ガ
。

⼿
術

を
し

て
１

ヶ
⽉

⼊
院

。
治

療
代

は
全

部

で
1
5
0

万
円

に
な

り
ま

し
た

。
 

（
回

答
例

）
 

・
３

割
負

担
な

の
で

、
原

則
と

し
て

4
5

万
円

を
⽀

払
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

が
、

⾼
額

な
負

担
と

な

っ
た

場
合

、
負

担
額

を
頭

打
ち

と
し

、
残

り
を

保
険

で
⽀

払
う

制
度

（
⾼

額
療

養
費

制
度

）
が

あ
る

。

こ
れ

を
利

⽤
し

た
場

合
、

通
常

１
ヶ

⽉
８

万
円

程
度

で
済

む
。

 

  

 （
２

）
医

療
機

関
を

受
診

し
た

と
き

の
医

療
費

 

【
ワ

ー
ク

４
】

医
療

機
関

で
も

ら
う

領
収

証
や

診
療

明
細

書
か

ら
分

か
る

こ
と

を
探

っ
て

み
よ

う
。

 

①
 

副
教

材
p
.1

1
〜

1
2

を
⾒

て
、
医

療
機

関
に

か
か

っ
て

窓
⼝

で
お

⾦
を

払
っ

た
時

に
受

け
取

る
領

収
証

や
診

療
明

細
書

か
ら

何
が

分
か

る
か

、
確

認
し

て
み

よ
う

。
 

（
回

答
例

）
 

・
 

診
療

内
容

と
費

⽤
。

 

 ②
 

副
教

材
p
.1

1
〜

1
2

に
載

っ
て

い
る

領
収

証
や

診
療

明
細

書
か

ら
実

際
の

医
療

費
が

い
く

ら
か

か
っ

て
い

る
か

、
確

認
し

て
み

よ
う

。
 

（
回

答
例

）
 

・
実

際
の

医
療

費
は

２
万

1
8
9
0

円
。

領
収

証
や

診
療

明
細

書
で

は
、

１
点

1
0

円
に

な
っ

て
い

る
。

 

 

 （
３

）
国

⺠
皆

保
険

制
度

の
必

要
性

①
 

【
ワ

ー
ク

５
】

国
⺠

皆
保

険
制

度
の

必
要

性
に

つ
い

て
考

え
て

み
よ

う
。

 

○
「

公
的

医
療

保
険

」
が

な
く

、「
⺠

間
医

療
保

険
」

の
み

存
在

す
る

場
合

に
ど

う
な

る
か

、
考

え
て

み
よ

う
。

 

（
回

答
例

）
 

・
⾼

齢
者

な
ど

病
気

に
か

か
る

リ
ス

ク
の

⾼
い

⼈
は

、
⾼

い
保

険
料

を
⽀

払
う

こ
と

に
な

る
。

 

・
収

⼊
が

少
な

い
⼈

は
、

必
要

な
保

険
に

加
⼊

で
き

な
い

。
 

・
持

病
や

既
往

歴
が

あ
る

⼈
は

加
⼊

で
き

な
い

こ
と

が
あ

る
。

 

・
期

限
が

定
め

ら
れ

て
い

る
保

険
も

あ
る

た
め

、
そ

の
後

の
保

障
が

さ
れ

な
い

こ
と

も
あ

る
。

 

   

医療②｜指導案 

P.086

  

医療②｜ワークシート 



○
 

グ
ル

ー
プ

に
分

か
れ

て
、

考
え

た
こ

と
を

発
表

し
よ

う
。

 

発
表

を
通

じ
て

感
じ

た
こ

と
や

分
か

っ
た

こ
と

に
つ

い
て

、
メ

モ
し

よ
う

。
 

（
回

答
例

）
 

・
保

険
料

が
⽀

払
え

る
⼈

は
⺠

間
医

療
保

険
で

保
障

さ
れ

る
が

、
保

険
料

を
⽀

払
え

な
い

と
何

も
保

障

さ
れ

な
い

こ
と

に
問

題
が

あ
る

と
感

じ
た

。
 

・
公

的
医

療
保

険
は

年
齢

・
性

別
に

関
係

な
く

賃
⾦

等
の

負
担

能
⼒

な
ど

に
応

じ
た

保
険

料
の

⽀
払

い

に
な

っ
て

い
る

た
め

、
負

担
能

⼒
が

低
い

⼈
も

安
⼼

で
き

る
制

度
で

あ
る

と
感

じ
た

。
 

・
公

的
医

療
保

険
の

重
要

性
が

分
か

っ
た

た
め

、
き

ち
ん

と
保

険
料

を
⽀

払
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ

と
が

分
か

っ
た

。
 

  

 【
本

⽇
の

振
り

返
り

】
今

⽇
の

授
業

で
学

ん
だ

こ
と

を
書

い
て

み
よ

う
。

 

    

   
 

ワ
ー

ク
シ

ー
ト

（
２

時
間

⽬
）

 

（
 

 
年

 
 

組
 

 
番

 
⽒

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

２
 

公
的

医
療

保
険

に
つ

い
て

考
え

て
み

よ
う

 

（
３

）
国

⺠
皆

保
険

制
度

の
必

要
性

②
 

【
ワ

ー
ク

６
】

国
⺠

皆
保

険
制

度
は

必
要

か
、

そ
れ

は
な

ぜ
か

考
え

て
み

よ
う

。
 

○
副

教
材

p
.1

7
の

年
齢

階
級

別
１

⼈
当

た
り

医
療

費
の

グ
ラ

フ
か

ら
読

み
取

れ
る

こ
と

を
答

え
よ

う
。

 

（
回

答
例

）
 

・
⾼

齢
に

な
る

に
つ

れ
て

医
療

費
が

増
⼤

し
て

い
く

傾
向

に
あ

る
。

 

・
幼

い
頃

も
け

っ
こ

う
医

療
費

は
か

か
っ

て
い

る
。

 

   

 ○
国

⺠
皆

保
険

制
度

は
必

要
か

、
そ

れ
は

な
ぜ

か
、

考
え

て
み

よ
う

。
 

（
回

答
例

）
 

・
必

要
。

国
⺠

皆
保

険
制

度
で

あ
れ

ば
、

収
⼊

や
個

⼈
が

抱
え

る
リ

ス
ク

に
よ

ら
ず

、
保

険
料

を
き

ち

ん
と

拠
出

し
て

い
れ

ば
、

い
つ

で
も

、
誰

で
も

、
医

療
が

受
け

ら
れ

る
か

ら
。

 

     

 （
４

）
⽇

本
の

公
的

医
療

保
険

の
課

題
 

【
ワ

ー
ク

７
】

副
教

材
p
.1

8
「

医
療

費
の

動
向

」
か

ら
分

か
る

こ
と

と
そ

の
原

因
を

、
考

え
て

み
よ

う
。

 

（
回

答
例

）
 

・
医

療
費

が
年

々
増

加
し

て
い

る
。

⾼
齢

に
な

る
に

つ
れ

、
⼀

⼈
当

た
り

の
医

療
費

は
増

⼤
す

る
傾

向

に
あ

る
こ

と
か

ら
、

こ
の

変
化

は
少

⼦
⾼

齢
化

の
影

響
に

よ
る

も
の

と
考

え
ら

れ
る

。
 

    

 

P.087

  

医療②｜ワークシート 



（
５

）
⽇

本
の

公
的

医
療

保
険

の
課

題
へ

の
対

応
を

考
え

る
（

⾼
額

な
医

療
へ

の
対

応
）

 

【
ワ

ー
ク

８
】

⾼
額

な
医

療
を

公
的

な
医

療
保

険
の

対
象

と
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

考
え

て
み

よ
う

。
 

○
 

⽇
本

の
公

的
医

療
保

険
で

は
、
保

険
の

対
象

と
な

る
医

薬
品

と
そ

の
「

薬
価

」
が

定
め

ら
れ

て
い

ま
す

。

現
在

、
画

期
的

な
新

薬
と

し
て

、
数

千
万

円
す

る
よ

う
な

新
薬

も
登

場
し

て
い

ま
す

が
、

そ
う

い
っ

た
⾼

額
な

新
薬

を
保

険
適

⽤
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

ど
う

考
え

ま
す

か
。

 

（
回

答
例

）
 

・
誰

も
が

受
け

た
い

医
療

を
受

け
ら

れ
る

よ
う

、
公

的
な

医
療

保
険

制
度

は
で

き
る

限
り

多
く

の
治

療

法
を

給
付

対
象

と
す

べ
き

な
の

で
、

賛
成

だ
が

、
効

果
が

同
じ

く
ら

い
で

よ
り

安
い

治
療

法
が

あ
る

の
で

あ
れ

ば
、

そ
ち

ら
を

使
う

よ
う

に
す

べ
き

。
 

  

○
 

グ
ル

ー
プ

に
分

か
れ

て
、

考
え

た
こ

と
を

発
表

し
よ

う
。

 

発
表

を
通

じ
て

感
じ

た
こ

と
や

分
か

っ
た

こ
と

に
つ

い
て

、
メ

モ
し

よ
う

。
 

（
回

答
例

）
 

・
保

険
適

⽤
す

べ
き

と
い

う
⼈

と
、

す
べ

き
で

な
い

と
い

う
⼈

で
意

⾒
が

分
か

れ
た

。
命

に
関

わ
る

問

題
で

あ
り

、
誰

も
が

公
的

な
医

療
保

険
の

な
か

で
受

け
た

い
医

療
を

受
け

ら
れ

る
べ

き
と

い
う

意
⾒

も
あ

っ
た

が
、

そ
の

結
果

と
し

て
⾼

額
な

医
療

を
受

け
る

⼈
が

増
え

て
し

ま
え

ば
、

医
療

保
険

財
政

が
破

綻
し

て
し

ま
い

、
結

局
全

員
が

公
的

医
療

保
険

を
使

え
な

く
な

っ
て

し
ま

う
、

と
い

う
議

論
に

な
っ

た
。

 

・
⾵

邪
が

1
0
0
0

万
円

で
治

る
薬

は
保

険
適

⽤
す

る
必

要
は

な
い

が
、

命
に

関
わ

る
よ

う
な

難
病

が

3
0
0
0

万
円

で
治

る
薬

で
あ

れ
ば

保
険

適
⽤

し
て

も
い

い
の

で
は

な
い

か
、

と
い

う
意

⾒
が

興
味

深

か
っ

た
が

、
そ

の
細

か
い

線
引

き
は

難
し

い
と

思
っ

た
。

 

 （
６

）
⽇

本
の

公
的

医
療

保
険

の
課

題
へ

の
対

応
を

考
え

る
（

医
療

費
負

担
軽

減
へ

の
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

付

け
）

 

【
ワ

ー
ク

９
】

医
療

費
負

担
軽

減
に

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
を

持
た

せ
る

こ
と

に
つ

い
て

、
考

え
て

み
よ

う
。

 

○
 

医
療

費
負

担
軽

減
に

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
を

持
た

せ
る

た
め

、
健

康
な

⼈
の

保
険

料
を

軽
減

す
る

仕
組

み

を
導

⼊
し

た
ら

ど
う

な
る

か
、

考
え

て
み

よ
う

。
 

（
回

答
例

）
 

・
病

気
に

か
か

っ
た

と
き

に
保

険
料

が
上

が
る

た
め

、
安

⼼
し

て
⽣

活
を

送
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

 

・
健

康
保

険
加

⼊
者

の
保

険
料

収
⼊

が
減

る
た

め
、

国
・

地
⽅

公
共

団
体

の
負

担
が

増
え

る
こ

と
や

医

療
保

険
制

度
そ

の
も

の
の

運
営

が
厳

し
く

な
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

。
 

  

○
 

グ
ル

ー
プ

に
分

か
れ

て
、

考
え

た
こ

と
を

発
表

し
よ

う
。

 

発
表

を
通

じ
て

感
じ

た
こ

と
や

分
か

っ
た

こ
と

に
つ

い
て

、
メ

モ
し

よ
う

。
 

（
回

答
例

）
 

・
不

健
康

な
⽣

活
を

送
っ

た
こ

と
で

医
療

に
か

か
る

頻
度

が
多

く
な

っ
た

⼈
と

、
健

康
な

⽣
活

を
送

っ

た
こ

と
で

医
療

に
か

か
る

頻
度

が
低

い
⼈

が
、

保
険

料
な

ど
で

同
程

度
の

負
担

を
求

め
ら

れ
る

制
度

だ
と

、
健

康
な

⽣
活

を
送

る
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

が
起

き
づ

ら
い

の
で

は
な

い
か

と
の

意
⾒

が
あ

っ

た
。

 

・
他

⽅
、

健
康

は
⾃

⾝
で

は
ど

う
し

よ
う

も
な

い
要

因
が

あ
り

、
そ

う
し

た
場

合
に

本
⼈

が
保

険
料

を

多
く

負
担

す
る

こ
と

は
不

公
平

で
は

な
い

か
と

い
う

意
⾒

が
あ

っ
た

。
今

の
⽇

本
の

制
度

の
よ

う

に
、

健
康

か
健

康
で

な
い

か
に

よ
っ

て
、

保
険

制
度

か
ら

排
除

さ
れ

ず
、

そ
れ

に
よ

り
保

険
料

額
が

増
え

る
こ

と
が

な
い

制
度

は
公

平
で

あ
る

と
思

っ
た

。
 

・
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

が
あ

る
こ

と
で

皆
が

よ
り

健
康

に
な

ろ
う

と
頑

張
る

と
考

え
ら

れ
る

た
め

、
個

⼈

に
着

⽬
し

た
形

以
外

で
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

を
活

⽤
し

た
制

度
を

作
る

こ
と

が
で

き
な

い
か

と
の

意

⾒
も

あ
っ

た
。

 

 【
こ

の
２

時
間

の
授

業
の

振
り

返
り

】
こ

の
２

時
間

の
授

業
で

学
ん

だ
こ

と
を

書
い

て
み

よ
う

。
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１時間目

2021年4月1日

厚生労働省 政策統括官（総合政策担当）

副教材（公的医療保険②）
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高齢者の居住環境の整備

障害福祉サービスの提供

児童扶養手当などの支給

介護が必要になった方

へ介護サービスの提供

◇◇ 介介護護保保険険

保育所などの設置

児童手当の支給

☆☆ 児児童童福福祉祉

仕事中の病気

ケガの補償

◇◇ 労労災災保保険険
失業時のサポート

育児や介護期間中の

就業者に対する支援

◇◇ 雇雇用用保保険険

結婚
出産

退職

特定健診（生活習慣

病予防）などの実施

□□ 保保健健事事業業

妊婦健診

乳幼児健診など

□□ 母母子子保保健健

厚生年金保険料

健康保険料

支払開始※20 歳

国民年金加入

国民年金保険料

支払開始
成人

就職

老齢になったときに年金を

支払い収入面を保障

◇◇ 年年金金保保険険

病気、ケガをしたときなど

に医療サービスを提供

◇◇ 医医療療保保険険

☆☆ 社社会会福福祉祉

わたしたちの生活と社会保障制度

食品、医薬品の安全性の確保

安全な水道水の供給

感染症への対応など

□□ 公公衆衆衛衛生生

困窮している方に生活費や

医療などを給付

就労支援などを実施

○○ 生生活活保保護護

出産に必要な費用の一部

を医療保険から給付

◇◇ 出出産産育育児児一一時時金金

就学

3

わたしたちの安定した生活に欠かせない社会保障制度。日々の「安心」の確保や生活の「安定」

を図るための制度であり、一生を通じてわたしたちの生活を支える役割を担っています。

※自営業者は国民年金保険料・国民健康保険料

40 歳

介護保険料

支払開始

社会保障について考えてみよう
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5

・「医療保険」は、病気やケガなどで通院や入院をした、出産したときなどに給付され、国民全員が加入しています

（国民皆保険）。

・「年金保険」は、収入減少というリスクに対して収入面で保障する制度で、長生きをした（老齢年金）、障害を

負った（障害年金）、お父さんやお母さんなど家計を支えていた方が亡くなった（遺族年金）ときなどに受給でき

ます（国民皆保険） 。

・「介護保険」は、高齢者の介護サービスを提供しています。

日本の社会保険制度

これらの社会保険制度は、

皆さんが支払う保険料（収入に応じて負担）と税金で運営され、社会全体で支え合う仕組みになっています。

「保険」とは、誰もが人生のなかで遭遇する可能性のある様々なリスク（病気・ケガ・退職や失業、長生きによる

収入減少など。）に備えて、人々が集まって集団（保険集団）をつくり、あらかじめお金（保険料）を出し合って、

リスクに遭遇した人に必要なお金やサービスを支給する仕組み。

⇒社会全体でこのような「保険」の仕組みを作るのが「社会保険」

社会保険がないと・・・ 社会保険があれば・・・

社会保険とは？

4

リスク
発生

リスクに

備えて

たくさん

貯金！

貯金では

足りな

かった･･･

あとどのくらい

貯めれば

いいのかな･･･

リスク
発生

会社ごとに

強制加入

従業員のため

に会社も出し

ましょう
リスク
発生

貯金だけでは

足りないとこ

ろだった･･･

リスク
発生

保険料を

払っていて

良かった･･･

自営業の人等

は地域で

強制加入

地域のみんなで

出したらこんな額に！
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保険料 72.4兆円（58.6%） 税金 51.3兆円（41.4%）

そ
の
他
の
歳
入

年金 58.5兆円（45.1%）

《対ＧＤＰ比 10.5%》

医療 40.7兆円（31.4%）

《対ＧＤＰ比 7.3%》

【【負負担担】】

社社会会保保障障のの給給付付とと負負担担のの現現状状（（22002211年年度度予予算算））

【【給給付付】】 社会保障給付費 129.6兆兆円円 （対ＧＤＰ比 23.2%）

福祉その他
（介護、子ども・子育て支援等）

30.5兆円（23.5%）
《対ＧＤＰ比 5.4%》

7

0
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

年金

医療

福祉その他

1人当たり社会保障給付費

年年金金

福福祉祉そそのの他他

医医療療

一一人人当当たたりり社社会会保保障障給給付付費費（（右右目目盛盛））

1990

（平成2)

1950

（昭和25)

（兆円） （万円）

24.9

0.1 0.7

2000

（平成12)

2021

(予算ﾍﾞｰｽ)

129.6

社会保障給付費の推移

資料：国立社会保障・人口問題研究所「平成30年度社会保障費用統計」、2019～2021年度（予算ベース）は厚生労働省推計、

2021年度の国民所得額は「令和3年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（令和3年1月18日閣議決定）」

（注）図中の数値は、1950,1960,1970,1980,1990,2000及び2010並びに2021年度（予算ベース）の社会保障給付費（兆円）である。

3.5

47.4

78.4

105.4

1960

（昭和35)

1970

（昭和45)

1980

（昭和55)

2010

(平成22)

6
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結婚
出産

退職

成人

就職

社会保障制度を支える主な「職業」

就学

9

保育士

医師

保健師

地方公務員 国家公務員

企業の人事

担当者

薬剤師

歯科医師

助産師

准看護師

看護師

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

義肢装具士

言語聴覚士

臨床検査技師

臨床工学技士

診療放射線技師

歯科衛生士

歯科技工士

あん摩マッサー

ジ指圧師

はり(鍼)師

きゆう(灸)師

柔道整復師

救急救命士

介護福祉士

社会福祉士 精神保健福祉士

公認心理師

管理栄養士

栄養士

介護支援専門員

（ケアマネジャー）

社会保険

労務士

医療事務調剤事務

給
付
金
額

0歳 5歳 10歳 15歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳

負
担
金
額

8

ライフサイクルでみた社会保障の給付と負担のイメージ

子子どどもも期期 成成人人期期 高高齢齢期期

子ども・

子育て支援

教育

年金

医療

介護

保険料・税金の

支払い
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医療機関でもらう領収証や診療明細書から分かることを探ってみよう

医療機関にかかった際には、領収証や診療明細書が発行されます。

運動中に肩を壊し、定期的に医療機関にかかっている高校生のある日の領収証や診療明細書を見てみましょう。

11

受診科 入・外 本・家

整形 外来 社保 家族

※厚生労働省が定める診療報酬や薬価等には、医療機関等が仕入れ時に負担する消費税が反映されています。

円 円

領収額

合  計 6,570円

保険外負担

合  計 21,890円 円 円
保険外

負　担

評価療養・選定療養 その他
保　険

保　険

（食事・生活）

（内訳） （内訳）
負担額 6,570円

病理診断 診断群分類（ＤＰＣ） 食事療養 生活療養

点 点 円 円

手　　術 麻　　酔 放射線治療

点 485点 点 点 点 点 点

画像診断 投　　薬

74点 点 点 点 点 1,630点 点

保　険

初・再診料 入院料等 医学管理等 在宅医療 検　　査

注　　射 リハビリテーション 精神科専門療法 処　　置

領収書Ｎｏ． 発　行　日 費　用　区　分 負担割合 区　分

1000013 令和2年6月30日 ３割 010

領　　　収　　　証

患者番号 氏　　　　名 請 求 期 間

01220
様

令和2年6月30日

東京都千代田区霞が関 １－２－２

霞が関病院 霞が関 花子
領収印

医療 太郎

領収証の例

公的医療保険について考えてみよう
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公的医療保険と民間医療保険の違いについて

13

日本の公的医療保険と民間医療保険の仕組みの違いを理解しよう。

公的医療保険 民間医療保険

保険

会社病院

②
治
療

③
医
療
費
を

支
払
う

①
性
別
・
年
齢
等
と
契
約
に
よ
り

支
払
わ
れ
る
べ
き
給
付
額
に

応
じ
た
保
険
料
を
支
払
う

④
本
人
の
申
請
に
基
づ
き
、

契
約
に
基
づ
く
給
付
額

を
支
払
う

保険契約を結んだ人

国民

病院 保険者
※

※国民健康保険は市町村、健康保険は各企業の健康保険組合又は協会けんぽ

国

地方公共団体

③
医
療
費
の

自
己
負
担
分
を

支
払
う

②
治
療

①
定
額
又
は
報
酬

比
例
の
保
険
料

を
支
払
う

①
税
金
を
支
払
う

③
医
療
費
の
自
己
負
担
分

以
外
の
分
を
支
払
う

一
定
額
を
税
金

か
ら
支
払
う

医療機関でもらう領収書や診療明細書から分かることを探ってみよう

MRIによる

画像診断

診療明細書の例

12

入院外 保険

患者番号 　01220 氏名

受診科

部 回　数

再診・外来診療料 74 1

画像診断料 180 1

1,450 1

リハビリ 185 1

テーション 300 1

※厚生労働省が定める診療報酬や薬価等には、医療機関等が仕入れ時に負担する消費税が反映されています。

　 撮影回数　１回

 　肩関節唇損傷

点　数

　整形外科

＊画像診断管理加算２（コンピューター断層診断）

＊リハビリテーション総合計画評価料１

＊運動器　発症日　２年　５月　１日

 　疾患名（運動器リハビリテーション料）：右

＊MRI撮影（1.5テスラ以上３テスラ未満の機器）

　 撮影部位（MRI撮影）：肩

 　電子画像管理加算（コンピューター断層診断料）

診療明細書

＊外来診療料

受診日

項　　目　　名

2020/6/30医療　太郎

＊運動器リハビリテーション料（Ⅰ）

東京都千代田区霞が関 １－２－２
霞が関病院 霞が関 花子

・リハビリテーション：「リハビリ」のこと。

・肩関節唇：関節のまわりに唇のように付着している軟骨のこと。例えば、野球の投球やテニスのサーブ

などで肩を酷使した際に、損傷が起こりやすいといわれている。
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公的医療保険と民間医療保険の違いについて

15

公的医療保険 民間医療保険

加入は任意か義務か。

加入できないことはあるか。

• 義務。法律によって加入が義務付けられてい

る。

• 病気や障害を抱えている人でも、賃金等の負

担能力に応じた保険料で保険に継続的に加

入し、必要な給付を受けることができる。

• 任意。

• 持病や既往歴がある場合は加入できないこ

とがある。

給付の範囲は

どうやって決まっているか。

• 法律で規定されている。 • 個別の契約による。（公的医療保険の上乗

せとして、個人の希望・状況と支払い能力に

応じて決定。）

どんな考えに基づいて

運営されているか。

• 社会的妥当性を強調。

（社会連帯、扶助原理）

• 個人的公平性を強調。

（保険原理、貢献原理）

費用はどのように

まかなわれているか。

• 公費補助あり。

被用者保険の場合は、保険料は事業主と被

保険者で折半。

• 保険料のみ。

個々の保険料は

どのように決まるか。

• 賃金等の負担能力などに応じたもの。 • 年齢、性別ごとのリスクに応じた保険料。

高齢の人は保険料が高くなる傾向にある。

病気等で入院した場合に１日当たり５０００円の給付を受けるためには、契約した民間保険会社に１か月の保険料を

いくら支払う必要があるのかを見てみましょう。今回の例では、契約時に決められた保険料を死亡するまで支払い続

ける方法（終身払い）となっていて、一生涯に渡って保障が続きます。

公的医療保険と民間医療保険の違いについて

民間保険会社の医療保険商品の年齢別月額保険料の例を確認してみよう。

※特約ありで契約した場合、三大疾病等になったときでもその後の保険料支払いが免除されます。

民間保険会社は、契約者の様々なニーズに対応するべく手厚い保障（先進医療技術など高額な手術費用に対する保障

が付帯できるものなど）を多く準備します。性別・契約年齢時毎に１か月の保険料が異なりますが、それらを組み合

わせるか否かは支払い能力に応じて契約者で選択することになります。

男性（１か月あたり保険料） 女性（１か月あたり保険料）

○高校生の時に契約した場合

１６歳･･･１，７００円

１７歳･･･１，８００円

１８歳･･･１，９００円

○高齢者になってから契約した場合

６５歳･･･１２，３００円

７０歳･･･１６，４００円

７５歳･･･２１，７００円

○高校生の時に契約した場合

１６歳･･･２，０００円

１７歳･･･２，１００円

１８歳･･･２，２００円

○高齢者になってから契約した場合

６５歳･･･７，６００円

７０歳･･･９，４００円

７５歳･･･１１，９００円

○高校生の時に契約した場合

１６歳･･･１，５００円

１７歳･･･１，６００円

１８歳･･･１，７００円

○高齢者になってから契約した場合

６５歳･･･６，１００円

７０歳･･･７，４００円

７５歳･･･９，１００円

○高校生の時に契約した場合

１６歳･･･１，８００円

１７歳･･･１，８００円

１８歳･･･１，９００円

○高齢者になってから契約した場合

６５歳･･･４，６００円

７０歳･･･５，４００円

７５歳･･･６，４００円

特約あり※※ 特約なし※※特約あり※※ 特約なし※※

14
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（注） 「医療給付実態調査報告」（厚生労働省保険局）等より作成。

年齢階級別１人当たり医療費（平成30年度）
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17

一生涯でかかる

医療費の平均（※）は

約２，６００万円
※年齢階級別１人当たり医療費をもとに、

死亡率を考慮して計算。

２時間目
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主な高額医薬品について

19

代表的な薬と対象疾患について、その薬価と対象者数を確認してみよう。

品目

（ ）内は対象疾患
薬価 対象者数

オプジーボ

（がん）

皮膚がんの場合

＜当初＞

１人当たり年間：1,269万円

470人※1

＜現在＞

１人当たり年間：955万円
約25,000人※2

キムリア

（白血病）
3,265万円

216人※1

ゾルゲンスマ

（乳幼児の難病）
1億6,707万円

25人※1

令和３年８月時点※1 中央社会保険医療協議会資料より

※2 小野薬品工業㈱公表資料より推計

※投与は１回のみ

※投与は１回のみ

（皮膚がん）

（肺がん、腎がん、胃がん等に拡大）

拡大

11.4 12.0 12.7 13.3 13.7 14.2 14.5 15.1 15.4 16.0 16.4 17.1

4.1 
5.9 

8.9 
11.2 

11.7 11.7 11.7 11.6 11.6 11.3 11.3 

16.0 

20.6 

27.0 

30.1 31.1 31.0 31.5 32.1 33.1 33.1 34.1 34.8 
36.0 

37.4 
38.6 39.2 40.1 40.8 

42.4 42.1 43.1 43.4 44.4 

(25.4%) (28.8%)

(33.1%)

(37.2%) (37.5%)
(37.9%) (36.9%) (36.1%) (35.1%) (34.0%) (33.0%) (32.8%) (33.4%)

(34.0%) (34.5%)(34.9%)
(35.4%) (35.5%) (35.7%)(36.5%) (37.2%) (37.8%)

(38.4%)

4.8%
4.6%

5.2%

5.7%
6.0% 6.0% 6.1% 6.2% 6.3% 6.3% 6.4%

6.8%

7.3% 7.5%
7.8% 7.9% 7.9% 7.9% 8.0% 7.8% 7.9% 7.9%

0%
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9%
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1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

後後期期高高齢齢者者（（老老人人））医医療療費費 （（兆兆円円））
※ （ ）内は後期高齢者（老人）医療費の国民医療費に占める割合

国国 民民 医医 療療 費費 （（兆兆円円））

（兆円）

＜対前年度伸び率＞

医療費の動向

（％）

（診療報酬改定） 0.2% ▲2.7% ▲1.0% ▲3.16% ▲0.82% 0.19% 0.004% 0.10% ▲1.33% ▲1.19%▲0.07%

（主な制度改正） ・介護保険制度施行

・高齢者１割負担導入

（2000）

・高齢者１割

負担徹底

（2002）

・被用者本人

３割負担等

（2003）

・現役並み

所得高齢者

３割負担等

（2006）

・未就学児

２割負担

（2008）

・70-74歳

２割負担

(※)
（2014）

国民医療費の対GDP比

老老人人医医療療のの対対象象年年齢齢のの引引上上げげ

7700歳歳以以上上 →→  7755歳歳以以上上
（（～～22000022..99）） （（22000077..1100～～））

（実績見込み）（年度）

注１ GDPは内閣府発表の国民経済計算による。

注２ 2019年度の国民医療費（及び後期高齢者医療費。以下同じ。）は実績見込みである。2019年度分は、2018年度の国民医療費に2019年度の概算医療費の伸び率（上表の斜字体）を乗じること

によって推計している。

（※）70-74歳の者の一部負担金割合の予算凍結措置解除（1割→2割）。2014年4月以降新たに70歳に達した者から2割とし、同年3月までに70歳に達した者は1割に据え置く。

1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(S60) (H2) (H7) (H12) (H13) (H14) (H15) (H16) (H17) (H18) (H19) (H20) (H21) (H22) (H23) (H24) (H25) (H26) (H27) (H28) (H29) (H30) (R1)

国民医療費 6.1 4.5 4.5 ▲1.8 3.2 ▲0.5 1.9 1.8 3.2 ▲0.0 3.0 2.0 3.4 3.9 3.1 1.6 2.2 1.9 3.8 ▲0.5 2.2 0.8 2.4

後期高齢者（老人）医療費 12.7 6.6 9.3 ▲5.1 4.1 0.6 ▲0.7 ▲0.7 0.6 ▲3.3 0.1 1.2 5.2 5.9 4.5 3.0 3.6 2.1 4.4 1.6 4.2 2.5 3.9

GDP 7.2 8.6 2.7 1.2 ▲1.8 ▲0.8 0.6 0.7 0.8 0.6 0.4 ▲4.0 ▲3.4 1.5 ▲1.1 0.1 2.6 2.2 2.8 0.8 2.0 0.1 －

18
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【その他の副教材】 

◆「私と年⾦」エッセイを読んでみよう（⽼齢年⾦）（遺族年⾦）（障害年⾦） 

◆ 年⾦制度の仕組み 

● 政策分野別社会⽀出の国際⽐較 

  

 

【コラム】 

◆ 公的年⾦保険に加⼊するには  

◆ 年⾦保険料の⽀払い⽅ 

◆ 学⽣納付特例制度 

◆ ⾼齢者の就業機会の確保 

◆ 年⾦の繰下げ受給 

◆ 企業年⾦ 

◆ 個⼈型確定拠出年⾦（iDeCo（イデコ）） 

 

■ ⾼額療養費制度 

■ 最近の公的医療保険の⾒直し 

 

 

【その他参考となる資料】 

◆ 厚⽣労働省ウェブページ 「年⾦広報」 

◆ 厚⽣労働省ウェブページ 「わたしとみんなの年⾦ポータル」  
参 考 資 料 
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「私と年金」エッセイを読んでみよう（遺族年金）

令和２年度 受賞作品（高校生）

私は、今まで年金についての知識や関心が全くなく、なぜこのような制度が日本にあるのか、考えたことがなかった。しかし、私は中学三年

生になってから、年金に興味を持つようになった。それは、父の死がきっかけであった。

私の父は、心臓の病で急に亡くなってしまった。私はまだ十五歳。高校受験を控えた大切な時期に、大切な存在を失ってしまった。私と母は

途方に暮れた。父が亡くなったことにより、記入する書類が増えた。そこには、遺族年金に関する書類があった。私はそこで初めて、消費税

や住民税等の税金以外に、年金があることを知った。遺族年金とは、一家の働き手が亡くなったとき、子のある配偶者、または子が、国民年

金から「遺族基礎年金」を受け取ることができる仕組みである。これを利用して今、高校の学費を払い、通学することができている。そして、

私は進路を大学に進学することに決めた。それは、この遺族年金があったおかげだと思っている。

そして先日、日本年金機構の方が、講義をしに来てくださった。その方は、過去に自身の難病によって、長年悩まされてきたが、障害年金と

いう制度があったおかげで、病に負けず克服し、また通常の生活に戻ることができたそうだ。大切な人の死や、自身の重い病に挫けそうにな

り、生活が十分に送れなくなってしまう。そのようなときに、私たちを助けてくれる年金という存在を、改めてありがたく感じた。

今まで私は、年金について深く考えたことがなく、一部の人しか利用できないのではという、マイナスなイメージしかなかった。しかし、年

金に生活を助けてもらってからは、年金に感謝をしている。私たちが、日頃から納めている税金や年金が、私たちの生活を巡り巡って、より

便利に、豊かにしてくれていることを実感したからだ。

世の中には、税金や年金の滞納によって、将来自分の身に何かあったときに、保護が受けられない人もいる。そのようになってしまうと、生

活の仕方やその人の今後の人生に、大きな影響がでてしまう。私はまだ十八歳で、税金や年金にあまり関わってこなかった。しかし、日本年

金機構の方の講義や、自分の体験から、年金とは人を苦しみから救い、幸せにしてくれるものだと、今感じている。これから、納税者になる

私たちが、年金についての正しい知識を持ち、否定的な意見を持つ人が、少しでも減るように年金の重要さを伝えていきたいと思った。

「私と年金」エッセイを読んでみよう（老齢年金）

令和元年度 受賞作品（６０代女性）

職をリタイアした私ですが、友人たちとのランチ会での話題は、親や自分の介護をどうするかとか、年金受給についてです。だいたいいくら受給できる

のかとは、大きな大きな関心事です。

年金制度発足時は、強制加入ではなかったそうです。一九八五年に強制加入制度が発足。基礎年金制度スタートで社会保障が進められていくことになっ

たと記録がありました。

私は、思い当たることがありました。山奥の小さな小学校に臨時で就職した頃に、手取り給料の計算をしていた教頭先生から、「貯金とは違うかもしれ

ないが、年老いてから、助かるぞ。だまされたと思うはずないから、手続きしてみたら。」と、よく分からない説明でしたが、少ない給料から天引きさ

れることになりました。これが私の年金とのきっかけです。当時は、選択でしたから、このお金があったらなあと思ったことも思い出されます。年金制

度の歴史と照らし合わせると、数年後に強制加入による基礎年金制度がスタートしたことになります。私は、教頭先生のすすめにより、少し早く年金を

掛けていくことになったのです。まだ、基礎年金受給をしていませんが、きっと笑顔で給付の日を待てるかなと思っています。

それにしても、自己反省です。もっと国の政策、年金事情に若い頃から感心をもつべきでした。受給対象になってから情報集めをしたり、先に受給して

いる人から教えてもらったりです。年金関係の書類が送付されて、いざ記入の時も、不明なことばもたくさんあって不安でしたので、街角年金相談に出

かけ教えていただきました。一つ一つていねいに説明があり助けられました。

家族でも年金について話題になるようになりました。私の実家は、小さな店を経営しておりました。従業員は、二十才代の方を二名雇用していたと記憶

があります。そのうちの一人の方が、他界した父のためにお線香をあげに来訪してくれました。お茶を飲みながら思い出を語ってくれたその方は、父に

は感謝と、しきりに語りました。若い頃に給料から引き去られた年金が途切れなかったので、ありがたいとの話でした。小さな店で、安い給料での年金

引き去りは、当時は、なんでなんだと思ったこともあったようですが、七十才を過ぎた今、安定した額をいただき満足とのこと。母は、手取り額は増や

したいが、将来を考えてと引き去り決意の思い出を話していました。店の経営もたいへんだった頃なのに年金について従業員の先のことまでをよく勉強

していたものだと九十近い母に拍手を贈りました。

年金の仕組みについて、学生時代に習ったような気もしますが、六十才の自分が先のことすぎて実感も関心もさほどなかったことが本音です。多くの方

もそうだと思います。給料から、こんなに引き去らなくてもいいのにと思ったことも事実です。

若者が年金受給について、マイナスの意見を唱えることが多いです。しかし、受給者、受給を控えている者たちが、実際は、このような歴史があるのだ

とか、苦労もあったとか感謝もたくさんと伝えていく必要があると思いました。六十才は、まだ先のことだと考えるのは、まちがいだと痛感しています。

私と年金のきっかけは、二十代前半の職場上司のアドバイス。そして、親が生き抜くために、苦しい店の経営環境からも従業員の方に感謝されるまで考

えぬいた決断。年金と共に歩んだ歴史を大切にしながら、受給していきたいと思いました。また、我が子にも、まだまだ先と言うことなく考えさせてい

こうと切実に実感しました。

日本の社会保障が身近にあることを世代を超えて伝えることが大切だと思いました。
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「私と年金」エッセイを読んでみよう

エッセイを読んで理解したことを書いてみよう。

「私と年金」エッセイを読んでみよう（障害年金）

令和２年度 受賞作品（高校生）

私は最初、年金と聞いて漠然と、「高齢者がもらうもの」だと思っていました。祖父母の口からよく年金という言葉を耳にしていたからです。しかし、国
民年金について調べていくうちに私は、年金のことを「温かい制度」だと考えるようになりました。

このエッセイを書くにあたって、まず初めに、母に「年金ってどういうもの？」と質問しました。すると母は、「将来、働けなくなったときのための保険
みたいなものかな。」と言っていました。それに対して、私は一つのことを疑問に思いました。それは、「保険との違い」です。母の言う「将来の保険の
ようなもの」である年金と、一般に言う「保険」、何が違うのか。

気になったので、調べてみると、そこには大きな違いがあると感じました。それは、「人の温かさ」です。年金には、人の温かさがあると感じました。も
し、予測していなかったことが自分の身に起こり、困っていたら助けてもらえる。もし、自分ではない誰かが困っていたらその人を助けることができる。
自分の将来の身を守るためだけの「保険」とは違い、「年金」は人と人とが助け合える温かい制度だと思います。

年金のことを調べていくうちに、「障害年金」というものがあることを知りました。私の親戚にも、障害年金を受けとっている人がいます。私の祖母の姉
です。祖母の姉は現在、七十二歳なのですが、三十代のときから、慢性腎不全という病気を患っており、二日に一度のペースで、人工透析をしなければな
りません。私が初めて、それを知ったとき祖母の姉のことをとても可哀想だと思うと同時に、世の中には、様々な病気で苦しんでいる人がたくさんいるの
だと悲しい気持ちになりました。でも、私にできることは何もありません。祖母の姉は、東京で祖母の兄と一緒に住んでいます。祖母の姉は、透析の関係
で私たちの住んでいる場所に、会いにくることはできないし、私たちも頻繁に行くことはできません。可哀想だと思っても何もすることのできない私は、
とても無力です。でも、「障害年金」があることによって、祖母の姉の大きな助けになっていると思います。私は、病気になっていないし、苦しみも分か
らないから簡単なことは言えません。でも、「年金」という制度は、意識していないかもしれないけれど日常生活の中で自然と互いを支えているのだと思
うのです。だから、「年金」は温かい制度だと感じました。

年金のことを「温かい制度」だと感じるようになってから、年金のことを「将来のための保険のようなものかな？」と言っていた母に伝えたくなりました。
母に、自分の思ったことを伝えると「そんなに深く考えたことなかったな。言われてみると温かい制度やな。」と言っていました。私は、こんなにも温か
い制度に、義務というのもあるけれど加入している両親や、年金を納めているすべての大人を尊敬する気持ちになりました。

世の中には、自分の身に何も起こらなかったら損じゃないか、と思う人もいると思います。まだ私は、お金を稼いでいないから、偉そうなことは言えない
けど、年金のことを「温かい助け合いの制度」だと思えば、そんなことを思う人はいなくなると思います。また、年金を払い続けて何もなかったときに、
「自分の身に何もなくて良かった」「誰かのためになった」と思うようにすれば素晴らしいと思います。

私は、このエッセイを書くにあたってほとんど無知だった年金について知ることができ、年金という制度に、プラスの感情をもちました。世の中には、私
のような高校生や、大人の方々も含め、年金について詳しく知らないまま、ただ単に、マイナスのイメージだけをもっている人が多くいるのではないか、
と感じます。まずは、私のように知ることから始めてみて欲しいです。そうすれば絶対に、年金についてマイナスの感情をもっている人でもそれはなくな
ると思います。私は年金を納めてくださっている大人の方々に、素晴らしい制度に加入していることを誇りに思ってほしいです。

私は、大人になったら必ず年金に入ろうと思います。今は、まだ高校生で、年金を納められる年齢でなく助けてもらっている側の人間です。日本に生まれ
た一国民として、周りの方々に恩返しするためにも、助け合いの温かい制度を大切にし、自分たちで守っていきたいです。
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 参考資料｜コラム 

【コラム】 

 

◆公的年⾦保険に加⼊するには 

 ⾼等学校を卒業して⺠間企業等に就職した場合には、20 歳未満であっても⾃動的に厚⽣年⾦に加

⼊することになるが、進学するなどして厚⽣年⾦に加⼊しておらず、⽇本国内に居住している場合

には、20 歳になると⽇本年⾦機構から国⺠年⾦に加⼊したというお知らせが来る。もし 20 歳にな

って２週間を過ぎてもお知らせが届かない場合は、⾃分でお住まいの市（区）役所⼜は町村役場、

若しくはお近くの年⾦事務所で加⼊⼿続をする必要がある。 

 

 

◆年⾦保険料の⽀払い⽅ 

年⾦保険料は、⽇本年⾦機構から郵送される納付書を使⽤して⾦融機関やコンビニエンスストア

等で納付する。申請すれば⼝座振替やクレジット納付も可能。保険料を⽀払っていないと、障害を

負った場合に障害年⾦を受け取ることができなくなるなどの不利益がある。ただし、経済的に保険

料を納めることが難しい場合は、免除・猶予制度の申請をすれば問題ないため、保険料の⽀払いが

難しいと感じたら、早めにお住まいの市（区）役所⼜は町村役場に申請するとよい。 

 

 

◆学⽣納付特例制度 

 20 歳になったときに学⽣であって保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請をすると保

険料の納付を猶予してもらうことができる。ただし、10 年以内に猶予した分の保険料を⽀払わない

と、将来の年⾦額が少なくなる。就職後などに、後から学⽣時代の分の保険料を⽀払う場合には、

お近くの年⾦事務所に申請する必要がある。なお、猶予を受けた期間から３年以上過ぎてしまう

と、追納加算額が発⽣する。 

 

 

◆⾼齢者の就業機会の確保 

 少⼦⾼齢化が急速に進⾏し⼈⼝が減少する中で、経済社会の活⼒を維持するため、働く意欲があ

る誰もが年齢にかかわりなくその能⼒を⼗分に発揮できるよう、企業は、以下のいずれかの取組を

⾏う必要がある。 

 ①65 歳までの定年引き上げ 

 ②定年制の廃⽌ 

 ③65 歳までの希望者全員について、継続雇⽤制度（再雇⽤制度・勤務延⻑制度）を導⼊ 

 また、令和３年４⽉１⽇からは、65 歳から 70 歳までの就業機会を確保するため、70 歳までの定

年⾦① １時間

年⾦① １時間⽬ 

年⾦① １時間⽬ 

年⾦①② 2 時間

P.104

 参考資料｜コラム 



 参考資料｜コラム 

年引き上げや、70 歳までの継続雇⽤制度（再雇⽤制度・勤務延⻑制度）の導⼊等の取組を１つ以上

⾏うよう努⼒しなければならないこととなった。 

 ※厚⽣労働省ウェブサイト 「⾼年齢者雇⽤安定法の改正〜70 歳までの就業機会確保〜」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics

/tp120903-1_00001.html 

 

 

 

 

    また、定年退職後等に、地域社会において簡単な仕事をすることで社会参加を希望する場合に

は、シルバー⼈材センターで仕事の紹介を受けることもできる。 

 

 

 

◆年⾦の繰下げ受給 

年⾦の受け取り開始時期は 60 歳から 70 歳までの間で選ぶことができ、遅らせればその分、年⾦

額が増える。（令和４年４⽉１⽇からは 75 歳まで繰下げ可能となる。） 

※⽼齢年⾦は、65 歳で請求せずに 66 歳以降 70 歳までの間で申し出た時から繰下げて請求でき

る。繰下げ受給の請求をした時点に応じて、最⼤で 42％年⾦額が増額される。（令和４年４⽉

１⽇からは最⼤で 84％増額される。） 

 

 

◆企業年⾦ 

 企業が掛⾦を⽀払い、従業員の⽼後の⽣活に備えた資産をつくる私的年⾦制度。企業が運⽤し

て、将来の給付額が決まっている確定給付企業年⾦（Defined Benefit。DB）と、従業員が運⽤し

て、その運⽤成績により将来の給付額が変動する企業型確定拠出年⾦（Defined Contribution。

DC）があり、どの制度を実施するかは企業と従業員で協議して決める（企業年⾦を実施していない

企業もある。）。DB は企業を退職したときに⼀時⾦を受給することが可能であるが、企業型 DC は

60 歳になるまで原則として資産を引き出すことができない。企業型 DC の運⽤は、企業が契約した

⾦融機関が選定した運⽤商品（投資信託、預⾦、保険商品など）の中から従業員が運⽤商品を選ん

で運⽤する（複数の運⽤商品を組み合わせることも可能。）。 

 

 

 

年⾦① 2 時間⽬ 

年⾦① 2 時間⽬ 
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 参考資料｜コラム 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html


 参考資料｜コラム 

◆個⼈型確定拠出年⾦ 

（iDeCo（イデコ））（individual-type Defined Contribution pension plan） 

 ⾃分で申し込んで掛⾦を⽀払い、⾃分で運⽤して⽼後の⽣活に備えた資産をつくる私的年⾦制

度。年⾦制度であるため 60 歳になるまで原則として資産は引き出すことができないが、掛⾦を払っ

た時や給付を受け取った時など、⼀般の投資信託等を購⼊する時と⽐べて税⾦の負担が軽くなる仕

組みがあるというメリットがある。多くの⾦融機関が iDeCo を取り扱っていて、⾦融機関によって

運⽤商品も様々（投資信託、預⾦、保険商品など）であるため、それぞれの商品の仕組みと特徴を

把握した上で、⾃分に合ったものを選ぶことが重要（複数の運⽤商品を組み合わせることも可

能。）。加⼊する際は、iDeCo を取り扱っている⾦融機関の中から１つの⾦融機関を決めて、その⾦

融機関に申出を⾏う。 

 

 

 

■⾼額療養費制度 

 １ヶ⽉に医療機関の窓⼝で⽀払った医療費の⾃⼰負担額が⼀定額以上になった場合に、保険者

に申請すると、所得に応じて決められている⾃⼰負担限度額を超える部分の額が後から戻ってく

る。とはいえ、⼀時的に⽀払うことも⼤きな負担になるので、⼊院時や同じ医療機関に通院して

いるときに１ヶ⽉の医療費が⾼額になりそうな場合には、事前に申請しておけば、窓⼝で⽀払う

額を⾃⼰負担限度額までにすることもできる。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利

⽤している場合には、事前申請をしなくても医療機関の窓⼝での⽀払い時に同意をすることで、

⽀払う額を⾃⼰負担限度額までにすることができる。 

 

 

■最近の公的医療保険の⾒直し 

   現役世代の保険料負担の上昇を抑制するため、令和４年 10 ⽉１⽇から、後期⾼齢者（75 歳以

上）で ⼀定以上の所得がある⽅については、医療機関・薬局の窓⼝で⽀払う医療費の⾃⼰負担の

割合が１割から２割となる。これによって、今まで所得によって１割⼜は３割という２段階であ

った⾃⼰負担の割合が、１割、２割⼜は３割の３段階となる。 

※厚⽣労働省ウェブページ 令和３年度制度改正について（後期⾼齢者の窓⼝負担割合の変更等） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage

_21060.html 

      

 

 

 

 

 

年⾦① 2 時間⽬ 

医療①② １時間

医療① 

P.106

 参考資料｜コラム 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html


 

 

参考資料｜その他参考となる資料 

【その他参考となる資料】 

 

 

◆厚⽣労働省ウェブページ 「年⾦広報」 

 公的年⾦保険について解説した様々コンテンツが掲載されています。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_kouhou.html 

 

 

◆厚⽣労働省ウェブページ 「わたしとみんなの年⾦ポータル」 

 よくある年⾦制度の疑問を Q&A 形式で説明したり、関連するウェブページへのリンクを掲載した

りしているポータルサイトです。 

https://www.mhlw.go.jp/nenkinportal/index.html 

    

年⾦①②共通 

年⾦①②共通 
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評価規準例 
（公共、家庭基礎、家庭総合） 
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評価規準例 〜公⺠科「公共」〜 
    本教材の評価規準例として、公⺠科「公共」において、社会保障制度と関連が深い内容について、学習指導要領及び解説、 

評価規準例を以下に⽰しています。 

 
⽬標                                       ※⾼等学校学習指導要領（平成30年告⽰） 

学習指導要領 科⽬「公共」 ⽬標 

⼈間と社会の在り⽅についての⾒⽅・考え⽅を働かせ、現代の諸課題を追究したり解決したりする活動を通
して、広い視野に⽴ち、グローバル化する国際社会に主体的に⽣きる平和で⺠主的な国家及び社会の有為な形
成者に必要な公⺠としての資質・能⼒を次のとおり育成することを⽬指す。 

知識及び技能 思考⼒、判断⼒、表現⼒等 学びに向かう⼒、⼈間性等 

現代の諸課題を捉え考察し、選
択・判断するための⼿掛かりと
なる概念や理論について理解す
るとともに、諸資料から、倫理
的主体などとして活動するため
に必要となる情報を適切かつ効
果的に調べまとめる技能を⾝に
付けるようにする。 

現実社会の諸課題の解決に向け
て、選択・判断の⼿掛かりとなる
考え⽅や公共的な空間における基
本的原理を活⽤して、事実を基に
多⾯的・多⾓的に考察し公正に判
断する⼒や、合意形成や社会参画
を視野に⼊れながら構想したこと
を議論する⼒を養う。 

よりよい社会の実現を視野に、現代の諸課題を
主体的に解決しようとする態度を養うととも
に、多⾯的・多⾓的な考察や深い理解を通して
涵養される、現代社会に⽣きる⼈間としての在
り⽅⽣き⽅についての⾃覚や、公共的な空間に
⽣き国⺠主権を担う公⺠として、⾃国を愛し、
その平和と繁栄を図ることや、各国が相互に主
権を尊重し、各国⺠が協⼒し合うことの⼤切さ
についての⾃覚などを深める。 

 
 
内容 

学習指導要領 科⽬「公共」 学習指導要領解説 科⽬「公共」の内容とその取扱い 

第１  公共 
２ 内容 
B ⾃⽴した主体としてよりよい社会の形成に参画する

私たち 
（ｳ）職業選択、雇⽤と労働問題、財政及び租税の役

割、少⼦⾼齢社会における社会保障の充実・安定
化、市場経済の機能と限界、⾦融の働き、経済のグ
ローバル化と相互依存関係の深まり（国際社会にお
ける貧困や格差の問題を含む。）などに関わる現実
社会の事柄や課題を基に、公正かつ⾃由な経済活動
を⾏うことを通して資源の効率的な配分が図られる
こと、市場経済システムを機能させたり国⺠福祉の
向上に寄与したりする役割を政府などが担っている
こと及びより活発な経済活動と個⼈の尊重を共に成
り⽴たせることが必要であることについて理解する
こと。 

 少⼦⾼齢社会における社会保障の充実・安定化につ
いては、疾病や失業、加齢など様々な原因により発⽣
する経済的な不安やリスクを取り除くなどして⽣活の

安定を図り、⼈間としての⽣活を保障する社会保障制

度の意義や役割を理解できるようにするとともに、我
が国の社会保障制度の現状と課題などを、医療、介
護、年⾦などの保険制度において⾒られる諸課題を通

して理解できるようにする。 
 なお、「『財政及び租税の役割、少⼦⾼齢社会にお
ける社会保障の充実・安定化』については関連させて
取り扱い、国際⽐較の観点から、我が国の財政の現状
や少⼦⾼齢社会など、現代社会の特⾊を踏まえて財政
の持続可能性と関連付けて扱うこと」（内容の取扱
い）が必要であり、社会保障に関わる受益と負担の均
衡や世代間の調和のとれた制度の在り⽅について触れ
ることが⼤切である。 

 

内容のまとまりごとの評価規準例  〜⾃⽴した主体としてよりよい社会の形成に参画する私たち〜 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
職業選択、雇⽤と労働問題、財政及び租税の役割、少⼦
⾼齢社会における社会保障の充実・安定化、市場経済の
機能と限界、⾦融の働き、経済のグローバル化と相互依
存関係の深まり（国際社会における貧困や格差の問題を
含む。）などに関わる現実社会の事柄や課題を基に、公正
かつ⾃由な経済活動を⾏うことを通して資源の効率的な
配分が図られること、市場経済システムを機能させたり
国⺠福祉の向上に寄与したりする役割を政府などが担っ
ていること及びより活発な経済活動と個⼈の尊重を共に
成り⽴たせることが必要であることについて理解してい
る。 

アの(ｱ)から(ｳ)までの事項に
ついて、法、政治及び経済
などの側⾯を関連させ、⾃
⽴した主体として解決が求
められる具体的な主題を設
定し、合意形成や社会参画
を視野に⼊れながら、その
主題の解決に向けて事実を
基に協働して考察したり構
想したりしたことを、論拠
をもって表現している。 

現実社会の諸課題につい
て、よりよい社会の実現を
視野に、現代の諸課題を主
体的に解決しようとしてい
る。 

（出典）国⽴教育政策研究所「「指導と評価の⼀体化」のための学習評価に関する参考資料（⾼等学校、公⺠）」（令和3年8⽉） 
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評価規準例 〜家庭科「家庭基礎」〜 

   家庭科「家庭基礎」において、社会保障制度と関連が深い「共⽣社会と福祉」を中⼼に、学習指導要領及び解説、評価規準例を 

以下に⽰しています。 

 

 

 

⽬標                                                        ※⾼等学校学習指導要領（平成30年告⽰） 

学習指導要領 科⽬「家庭基礎」 ⽬標 

⽣活の営みに係る⾒⽅・考え⽅を働かせ、実践的・体験的な学習活動を通して、様々な⼈々と協働し、よ

りよい社会の構築に向けて、男⼥が協⼒して主体的に家庭や地域の⽣活を創造する資質・能⼒を次のとおり

育成することを⽬指す。 

知識及び技能 思考⼒、判断⼒、表現⼒等 学びに向かう⼒、⼈間性等 

⼈の⼀⽣と家族・家庭及び福祉、

⾐⾷住、消費⽣活・環境などにつ

いて、⽣活を主体的に営むために

必要な基礎的な理解を図るととも

に、それらに係る技能を⾝に付け

るようにする。 

家庭や地域及び社会における⽣活の中

から問題を⾒いだして課題を設定し、

解決策を構想し、実践を評価・改善

し、考察したことを根拠に基づいて論

理的に表現するなど、⽣涯を⾒通して

課題を解決する⼒を養う。 

様々な⼈々と協働し、よりよい

社会の構築に向けて、地域社会

に参画しようとするとともに、

⾃分や家庭、地域の⽣活の充実

向上を図ろうとする実践的な態

度を養う。 

 

 

 

内容 

学習指導要領 科⽬「家庭基礎」 学習指導要領解説 科⽬「家庭基礎」の内容とその取扱い 

第１ 家庭基礎 

２ 内容 

A  ⼈の⼀⽣と家族・家庭及び福祉 

（5）共⽣社会と福祉 

     ア ⽣涯を通して家族・家庭

の⽣活を⽀える福祉や社会

的⽀援について理解するこ

と。 

3  内容の取扱い 

ウ  内容のＡの（中略）（5）に

ついては、⾃助、共助及び公助

の重要性について理解できるよ

う指導を⼯夫すること。 

 ⽣涯を通して家族・家庭の⽣活を⽀える福祉や社会的⽀援について

は、社会的制度、社会福祉の基本的な理念、共に⽀え合って⽣きる社

会の考え⽅について理解できるようにする。また、ノーマライゼーシ

ョンや福祉の発展など歴史的な変遷に触れながら、家族、地域のもつ

現状と課題を理解できるようにする。個⼈として、年齢、障害等の有

無に関わらず、主体的に⾃⾝の⼈⽣を最後まで⾃分でつくりながら⾃

分らしく⽣きるということについての⾃⽴的な⽣活と、家族や学校、

地域の⼈の⽀え合いなどの⾝近な環境、また国や⾃治体などの制度や

⾏政サービスなどの制度としての⽀援体制という⽀え合いの構造につ

いて理解できるようにする。加えて、⾃助、共助及び公助の概念だけ

でなく互助も含めたつながりについても理解できるようにする。併わ

せて、異なる背景をもつ⼈々が共に⽀え合いながら⽣きていくことの

必要性にも触れ、関連する現代の社会の現状についても理解できるよ

うにする。 

 

 

 
内容のまとまりごとの評価規準例  〜共⽣社会と福祉〜 

 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

⽣涯を通して家族・家庭

の⽣活を⽀える福祉や社

会的⽀援について理解し

ている。 

家庭や地域及び社会の⼀員としての⾃覚

をもって共に⽀え合って⽣活することの

重要性について問題を⾒いだして課題を

設定し、解決策を構想し、実践を評価・

改善し、考察したことを根拠に基づいて

論理的に表現するなどして課題を解決す

る⼒を⾝に付けている。 

様々な⼈々と協働し、よりよい社会の

構築に向けて、共⽣社会と福祉につい

て、課題の解決に主体的に取り組んだ

り、振り返って改善したりして、地域

社会に参画しようとするとともに、⾃

分や家庭、地域の⽣活の充実向上を図

るために実践しようとしている。 
 

（出典）国⽴教育政策研究所「「指導と評価の⼀体化」のための学習評価に関する参考資料（⾼等学校、家庭）」（令和3年8⽉） 
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評価規準例 〜家庭科「家庭総合」〜 
家庭科「家庭総合」において、社会保障制度と関連が深い「共⽣社会と福祉」を中⼼に、学習指導要領及び解説、評価規準例を 

以下に⽰しています。 
 
 

⽬標                                                        ※⾼等学校学習指導要領（平成30年告⽰） 

学習指導要領 科⽬「家庭総合」 ⽬標 

⽣活の営みに係る⾒⽅・考え⽅を働かせ、実践的・体験的な学習活動を通して、様々な⼈々と協働し、より
よい社会の構築に向けて、男⼥が協⼒して主体的に家庭や地域の⽣活を創造する資質・能⼒を次のとおり育
成することを⽬指す。 

知識及び技能 思考⼒、判断⼒、表現⼒等 学びに向かう⼒、⼈間性等 

⼈の⼀⽣と家族・家庭及び福祉、
⾐⾷住、消費⽣活・環境などにつ
いて、⽣活を主体的に営むために
必要な科学的な理解を図るととも
に、それらに係る技能を体験的・
総合的に⾝に付けるようにする。 
 

家庭や地域及び社会における⽣活の
中から問題を⾒いだして課題を設定
し、解決策を構想し、実践を評価・
改善し、考察したことを科学的な根
拠に基づいて論理的に表現するな
ど、⽣涯を⾒通して課題を解決する
⼒を養う。 

様々な⼈々と協働し、よりよい社
会の構築に向けて、地域社会に参
画しようとするとともに、⽣活⽂
化を継承し、⾃分や家庭、地域の
⽣活の充実向上を図ろうとする実
践的な態度を養う。 

 
 
 

内容 

学習指導要領 科⽬「家庭総合」 学習指導要領解説 科⽬「家庭総合」の内容とその取扱い 

第２ 家庭総合 
２ 内容 
A  ⼈の⼀⽣と家族・家庭及び福祉  

（5）共⽣社会と福祉 
  ア（ｱ）⽣涯を通して家族・家

庭の⽣活を⽀える福祉や
社会的⽀援について理解
すること。 

３ 内容の取扱い 
(1)ウ  内容のＡの（中略）（5）に

ついては、⾃助、共助及び公助
の重要性について理解を深める
ことができるよう指導を⼯夫す
ること。 

 ⽣涯を通して家族・家庭の⽣活を⽀える福祉や社会的⽀援につい
ては、社会的制度、社会福祉の基本的な理念、共に⽀え合って⽣き
る社会の考え⽅について理解できるようにする。また、ノーマライ
ゼーションや福祉の発展など歴史的な変遷に触れながら、家族、地
域のもつ現状と課題を理解できるようにする。個⼈として、年齢、
障害等の有無に関わらず、主体的に⾃⾝の⼈⽣を最後まで⾃分でつ
くりながら⾃分らしく⽣きるということについての⾃⽴的な⽣活
と、家族や学校、地域の⼈の⽀え合いなどの⾝近な環境、また国や
⾃治体などの制度や⾏政サービスなどの制度としての⽀援体制とい

う⽀え合いの構造について理解できるようにする。加えて、⾃助、
共助及び公助の概念だけでなく互助も含めたつながりについても理
解できるようにする。併わせて、異なる背景をもつ⼈々が共に⽀え
合いながら⽣きていくことの必要性にも触れ、関連する現代の社会
の現状についても理解できるようにする。 

 
 
 
内容のまとまりごとの評価規準例  〜共⽣社会と福祉〜 

 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・⽣涯を通して家族・家庭の⽣活を
⽀える福祉や社会的⽀援について理
解している。 

・家庭と地域との関わりについて理
解しているとともに、⾼齢者や障害
のある⼈々など様々な⼈々が共に⽀
え合って⽣きることの意義について
理解を深めている。 

家庭や地域及び社会の⼀員として
の⾃覚をもち、様々な⼈々との関
わり⽅について問題を⾒いだして
課題を設定し、解決策を構想し、
実践を評価・改善し、考察したこ
とを根拠に基づいて論理的に表現
するなどして課題を解決する⼒を
⾝に付けている。 

様々な⼈々と協働し、よりよい社会
の構築に向けて、共⽣社会と福祉に
ついて、課題の解決に主体的に取り
組んだり、振り返って改善したりし
て、地域社会に参画しようとすると
ともに、⽣活⽂化を継承し、⾃分や
家庭、地域の⽣活の充実向上を図る
ために実践しようとしている。 

 
（出典）国⽴教育政策研究所「「指導と評価の⼀体化」のための学習評価に関する参考資料（⾼等学校、家庭）」（令和3年8⽉） 
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０３－５２５３－１１１１ （代表） 
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